
○国立大学法人上越教育大学学則（抜粋）

第５章 雑則

第１節 科目等履修生，特別聴講学生，特別研究学生，研究生及び外国人

留学生

（科目等履修生）

第８４条 本学において，特定の授業科目の履修を志願する者があるときは，大学の教育

に支障のない場合に限り，選考の上，科目等履修生として入学を許可することがある。

２ 科目等履修生に関し必要な事項は，別に定める。

（特別聴講学生）

第８５条 他の大学，短期大学又は大学院（外国の大学，短期大学又は大学院を含む。）

の学生で，本学において特定の授業科目を履修することを志願する者があるときは，当

該大学等との協議に基づき，特別聴講学生として入学を許可することがある。

２ 特別聴講学生に関し必要な事項は，別に定める。

（特別研究学生）

第８６条 他の大学院（外国の大学院を含む。）の学生で，本学の大学院において研究指

導を受けることを志願する者があるときは，当該大学院との協議に基づき，特別研究学

生として入学を許可することがある。

２ 特別研究学生に関し必要な事項は，別に定める。

（研究生）

第８７条 本学において特定の専門事項について研究することを志願する者があるとき

は，大学の教育に支障のない場合に限り，選考の上，研究生として入学を許可すること

がある。

２ 研究生に関し必要な事項は，別に定める。

（外国人留学生）

第８８条 外国人で，大学において教育を受ける目的をもって入国し，本学に入学を志願

する者があるときは，選考の上，外国人留学生として入学を許可することがある。

２ 外国人留学生に関し必要な事項は，別に定める。
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○上越教育大学研究生規則

平成16年４月１日

（規 則 第 2 1 号）
改正 平成19年１月24日規則第６号

改正 平成19年11月19日規則第16号

改正 平成20年３月21日規則第９号

上越教育大学研究生規則

（趣旨）

第１条 この規則は，国立大学法人上越教育大学学則（平成16年学則第１号。以下「学則」

という。）第87条第２項の規定に基づき，上越教育大学（以下「本学」という。）の研

究生に関し必要な事項を定める。

（入学の時期）

第２条 研究生の入学の時期は，学年又は学期の始めとする。ただし，特別の事情がある

場合は，この限りでない。

（入学資格）

第３条 研究生として入学することができる者は，大学を卒業した者又は本学においてこ

れに準ずる学力があると認められる者とする。

（入学の出願）

第４条 研究生として入学を志願する者は，次の各号に掲げる書類に検定料を添えて，学

長に願い出なければならない。

(1) 入学願書（本学所定のもの）

(2) 履歴書

(3) 最終出身校の卒業証明書又は修了証明書及び成績証明書

(4) 在職中の者は，所属する機関等の長の承諾書

２ 前項の規定にかかわらず，現職教育のため任命権者の命により派遣される教職員につ

いては，前項第３号及び第４号に掲げる書類に代えて，任命権者の推薦書を提出するも

のとする。

（入学者の選考）

第５条 前条の入学志願者については，研究発表その他の業績等を審査して選考を行う。

（入学の許可）

第６条 前条の選考の結果に基づいて合格の通知を受けた者は，所定の入学手続を行うと

ともに，入学料を納付しなければならない。

２ 学長は，前項の手続を完了した者に入学を許可する。

（研究期間）

第７条 研究期間は，１年以内とする。ただし，国費外国人留学生及び外国政府派遣留学
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生の研究期間は，２年以内とする。

２ 引き続き研究を希望する者は，通算２年の範囲内で，許可を得て研究期間を延長する

ことができる。

３ 研究成果の達成により研究期間の短縮を希望する者は，許可を得なければならない。

（指導教員等）

第８条 学長は，研究課題に応じて，研究生の指導教員を指定する。

２ 研究生は，特定の研究課題について指導教員の指導を受けるほか，指導教員及び授業

担当教員の承認を得て，当該研究に関連のある授業を履修することができる。ただし，

単位を修得することはできない。

３ 研究生は，指導教員及び各施設管理者の承認を得て，学内の諸施設及び諸設備を使用

することができる。

４ 研究生が，単位を修得しようとするときは，併せて科目等履修生として入学しなけれ

ばならない。

（研究の修了）

第９条 研究生が所定の期間在学し，研究を修了したときは，研究成果の概要等を記載し

た研究修了届を，指導教員を経て，学長に提出しなければならない。

（証明書）

第１０条 学長は，研究修了者から申出があったときは，研究証明書を交付する。

（退学）

第１１条 研究生が退学しようとするときは，学長の許可を受けなければならない。

（除籍）

第１２条 学長は，研究生として適当でないと認められる者について，教務委員会の議を

経て，除籍することができる。

（検定料，入学料及び授業料等）

第１３条 検定料，入学料及び授業料の額並びに徴収方法等は，国立大学法人上越教育大

学における授業料その他の費用に関する規程（平成16年規程第65号）に定めるところに

よる。

２ 実験，実習等に要する費用は，研究生の負担とすることがある。

（検定料，入学料及び授業料の不徴収）

第１４条 大学間交流協定に基づいて入学する外国人留学生及び現職教育のため，任命権

者の命により派遣される教職員については，検定料，入学料及び授業料を徴収しない。

（現職教育のために派遣される者の授業料等）

第１５条 現職教育のため，任命権者の命により派遣される教職員については，検定料，

入学料及び授業料を徴収しない。

（細則）

第１６条 この規則に定めるもののほか，研究生に関し必要な事項は，学長が別に定める。

附 則

１ この規則は，平成16年４月１日から施行する。

２ この規則の施行日の前日において，研究生である者で，施行日前に，施行日以後引き

続き研究生として研究期間を許可された者は，施行後の上越教育大学研究生規則を適用



する。

附 則

この規則は，平成19年１月24日から施行する。

附 則

この規則は，平成19年11月19日から施行する。

附 則

この規則は，平成20年４月１日から施行する。



○上越教育大学研究生取扱細則

平成16年４月１日

（細 則 第 2 3 号）
改正 平成19年１月24日細則第３号

改正 平成20年３月21日細則第10号

上越教育大学研究生取扱細則

（趣旨）

第１条 この細則は，上越教育大学研究生規則（平成16年規則第21号。以下「規則」とい

う。）第16条の規定に基づき，研究生の取扱いについて必要な事項を定める。

（入学の時期）

第２条 規則第２条ただし書に定める「特別の事情がある場合」とは，大学間交流協定に

基づく外国人留学生及び現職教育のため任命権者から派遣される教職員（以下「外国人

留学生及び教職員」という。）が入学する場合をいう。

（出願期間等）

第３条 研究生として入学を志願する者（以下「志願者」という。）の出願期間は，別に

定める。ただし，外国人留学生及び教職員が出願する場合にあっては，この限りでない。

２ 志願者は，出願前に研究指導を希望する教員（以下「研究指導予定教員」という。）

の内諾を得るものとする。

（入学者の選考）

第４条 入学者の選考は，研究指導予定教員による書類審査（必要がある場合は，面接又

は実技検査）によるものとする。

２ 学長は，前項の選考の結果に基づき，教務委員会の議を経て合格の決定を行う。

（研究期間の延長）

第５条 研究期間の延長又は短縮を希望する者は，研究期間変更願を提出するものとし，

在職中の教職員にあっては，所属する機関等の長の承諾書を併せて提出するものとする。

（退学）

第６条 退学を希望する者は，退学願を学長に提出しなければならない。

（入学願書等の様式）

第７条 研究生に係る入学願書，入学許可書，研究期間変更願，研究期間変更許可書，研

究修了届，研究証明書及び研究生退学願の様式は，別記第１号様式から別記第７号様式

までのとおりとする。

（その他）

第８条 この細則に定めるもののほか，この細則の実施に関し必要な事項は，学長が別に

定める。
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附 則

１ この細則は，平成16年４月１日から施行する。

２ この細則の施行日の前日において，研究生である者で，施行日前に，施行日以後引き

続き研究生として研究期間を許可された者は，上越教育大学研究生取扱細則（平成10年

細則第９号）の規定にかかわらず，施行後の上越教育大学研究生細則を適用する。

附 則

この細則は，平成19年１月24日から施行する。

附 則

この細則は，平成20年４月１日から施行する。
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研究生（内地留学生）受け入れ状況

研究生全体

人数 比率 人数 比率 人数 比率
平成２１年度 6 33.3% 5 27.8% 7 38.9% 18
平成２０年度 11 33.3% 5 15.2% 17 51.5% 33
平成１９年度 9 42.9% 6 28.6% 6 28.6% 21
平成１８年度 13 44.8% 3 10.3% 13 44.8% 29
平成１７年度 13 37.1% 4 11.4% 18 51.4% 35
※　平成２１年度は，４月１日現在のものである。
※　年度をまたがる場合（外国人留学生，研究期間延長）は，各年度にカウントしている。

内地留学生のコース等別・都道府県別

都道府県 人数 都道府県 人数 都道府県 人数 都道府県 人数 都道府県 人数

学習臨床
富山県 1 長野県

富山県
1
1

生徒指導総合
長野県 1 富山県 1 富山県 1 長野県

富山県
1
1

臨床心理

新潟県 1 鳥取県
富山県

3
2
新潟県
鳥取県
富山県

1
2
1

新潟県
鳥取県

1
1
富山県 3

幼児教育 富山県 1

障害児教育

新潟県
埼玉県
鳥取県

2
1
2

新潟県
鳥取県

2
3

特別支援教育
新潟県
長野県
富山県

2
2
1

新潟県 3 新潟県
富山県

2
1

国語 新潟県 1 新潟県 1
英語 富山県 1 富山県 1
社会
数学
理科 富山県 1
音楽
美術
保健体育 富山県 1
技術
家庭
学校ヘルスケア
教育実践リーダー
学校運営リーダー 富山県 1
合計 6 11 9 13 13

平成１７年度

内地留学生 一般 外国人留学生
年　　度 人数計

コース等
平成２１年度 平成２０年度 平成１９年度 平成１８年度
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内地留学生研究課題一覧

年度 コース等

21 臨床心理

21 特別支援教育

21 特別支援教育

21 特別支援教育

21 特別支援教育

21 特別支援教育

20 生徒指導総合

20 臨床心理

20 臨床心理

20 臨床心理

20 臨床心理

20 臨床心理

20 特別支援教育

20 特別支援教育

20 特別支援教育

20 英語

20 学校運営リーダー

19 学習臨床

19 生徒指導総合

19 臨床心理

19 臨床心理

19 臨床心理

19 臨床心理

19 特別支援教育

19 特別支援教育

19 特別支援教育

18 学習臨床

18 学習臨床

18 生徒指導総合

18 臨床心理

18 臨床心理

18 障害児教育

18 障害児教育

18 障害児教育

18 障害児教育

18 障害児教育

18 国語

18 英語

18 保健体育

17 生徒指導総合

17 生徒指導総合

17 心理臨床

17 心理臨床

17 心理臨床

17 幼児教育

17 障害児教育

17 障害児教育

17 障害児教育

17 障害児教育

17 障害児教育

17 国語

小中学校における特別支援教育のために必要な校内体制と運営について

特別支援教育における幼児・児童・生徒への支援研究　心理面・行動面・環境面など，子どもを捉える視点やアプローチの仕方の開発研究

発達障害のある児童生徒のコミュニケーション行動の般化

研　究　課　題

広汎性発達障害の特性理解と児童生徒一人一人に応じた支援の在り方

多面的な生徒理解についての研究

言語障害のある児童の理解と指導方法について

発達障害をもつ子どもの小学校接続期における支援のあり方～就学前支援機関との連携による発達や学びの連続性に着目して～

言語通級教室の協働による支援のあり方～子どもの暮らしの充実を支える観点からの支援～

聴覚障害児の指導法～その理論と実践の探求～

視覚障害がある児生の自立に向けた家庭科学習のあり方～自立活動との連携はどうあったらよいか～

特別支援学校の総合化に向けた肢体不自由児と知的障害児が共に生活する教育課程のあり方について

通常学級における特別な支援を必要とする児童への対応

学級内における人間関係がうまく構築できないために疎外されがちな子どもへの指導のあり方

通常学級における，特別支援を必要とする子どもの指導の在り方に関する研究

ことばに遅れのある子どもとのかかわり方と指導について～遊びを通した有効な指導法～

通級指導教室の運営と軽度発達障害児への支援のあり方

子どもも教師も楽しんで取り組む英語活動－学級づくりに生かす英語活動－

学校における的確な危機管理の在り方に関する研究

臨床教科教育学による生徒理解の方法と，生徒理解の機能を生かした生徒指導の在り方はどうあればよいか。

広汎性発達障害等における特性の理解とその支援，並びに二次的障害による不登校等に対する支援，教育相談のあり方について

生徒指導・カウンセリングに関する研究（生徒の問題行動に対する理解の方法と適切な援助方法）

問題行動の理解と効果的支援のあり方

発達障害児の不適応行動に対する理解と家族支援のあり方に関する研究

軽度発達障害をもつ子どもへの支援方法

障害のある児童一人一人に応じた特別支援の在り方

言語障害児教育の理論と診断・指導のあり方

言語障害児教育の理論と指導の実際

学校評価に関する研究

公立小学校における英語活動を中心とした国際理解教育・英語教育に関する研究

不登校生徒への対応について

通常学級に在籍する軽度発達障害をもつ子どもへの支援方法

生徒１人ひとりを高める学級・学年集団のあり方

発達障害のある児童の障害の状態や発達段階，問題行動として表れるつまずきの捉え方と課題に応じた指導内容や指導方法の確立

言語障害児の指導法（言語発達遅延訓練方法）

重度・重複障害のある子どもとのコミュニケーションを深めるための支援のあり方

広汎性発達障害の特性理解と不適応行動に対する包括的支援のあり方

子どもが主体的に取り組む授業作り

文学作品の論理的読解法を探る

小学校英語カリキュラムについて　国際理解教育のあり方について

内部感覚に着目したスポーツ指導～「インナーゲーム理論」をベースに，運動主体の内側の感覚に積極的に働きかける指導法を検討する～

価値観の類型化とその変容について

人との関わりを通して，社会性や自己表現力をはぐくむための指導，援助の在り方

不安による不適応状態を示す子どもへの支援はどうあればよいか

17

学校カウンセリングを生かした生徒指導の在り方

「生きる力」を育むための生活科及び総合的な学習の課題と学校の役割

情緒障害児の発達課題に応じた指導方法について

言語通級教室と学校，保護者との連携のあり方～特別支援教育における言語通級教室のこれから～

広汎性発達障害の特性理解と行動問題に対する包括的行動支援のあり方に関する研究

広汎性発達障害の行動特性と日常的指導方法について

教育相談に生かすための子どもの見方や行動観察の手法について

中性の和歌および隠者文学について

○小学校における理科教育の系統性と他教科との関連の研究

○デジタル機器やデジタルコンテンツなどを効果的に活用する理科教育の在り方

理科

別添資料11－１－②－２　「内地留学生研究課題一覧（平成17年度以降）」



17 18 19 20 21

新潟県 3 4 3 3 3 16

長野県 1 1 1 2 5

富山県 6 4 4 4 1 19

鳥取県 3 3 2 3 11

埼玉県 1 1

合計 13 13 9 11 6 52

備考：平成２１年度は，平成２１年４月１日までのデータ

内地留学生の都道府県別

年度
計都道府県

別添資料11－１－③－１　「内地留学生の都道府県別人数」



正規課程以外の学生に係る「学生による授業評価アンケート結果」等に基づく報告

平成１９年１１月２１日

大学評価委員会
ﾌｧｶﾙﾃｨ･ﾃﾞｨﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄ専門部会

１ 経緯

この報告は、平成１８年１１月１５日付け「平成１７年度自己点検・評価の結果に基づく改善策の決定について（依頼）」における

下記基準の「自己点検評価基準」、「今後の検討課題」、「改善案」及び「評価支援室の意見」等に基づき、大学評価委員会ＦＤ専門部

会において作成したものである。

平成１７年度自己点検・評価の結果に基づく改善策の決定について（抜粋）

自 己 点 検 基 準

基準 １１－１ 基準 １１－３

区 分 大学の目的に照らして、現職教員派遣研究生に対する 大学の目標に照らして、正規課程の学生以外に対す
研修サービスが適切に行われ、成果を上げていること。 る教育サービス（科目等履修生制度、聴講生制度、公

開講座、資格関係の講座、図書館開放等が考えられる。）
が適切に行われ、成果を上げていること。

今後の検討課題 「現職教員の多様なニーズ、バックグラウンドに応じ 〔１〕正規課程学生以外の修学制度（科目等履修制度、
た多様な現職教員研修システム」、「現職教員の研修ニー 聴講生制度等）
ズの増大・多様化やバックグラウンドの多様性に応じた
教育課程・教育方法の工夫・改善を行う。」との目標にふ （中略）
さわしい研修サービスとするためには、内地留学生によ
る対応だけでは十分とはいえない。 ○ 正規の学生と一緒に科目等履修生に対しても

このことは、文部科学省ホームページに掲載されてい 授業評価アンケートを行っているが、集計段階
る「教員のライフステージと研修」に示されている通り、 では、正規学生と正規以外の学生を区別した集
国レベルでの実施する研修、都道府県教育委員会が実施 計がなされていない。今後、この点を検討する
する研修、その他市町村などの教員のライフステージに 必要がある。
合わせた多彩な研修プログラムが実施されている。

本学の現職教員派遣研究生に対する研修サービスは、 ○ 現職教員及び現職教員以外の研究生は、最終
このライフステージの中で、本学の特色ある教育・研究 的に、研究終了届けを提出することになってい
を活かしながら提供できるようにサービスの拡充を図る るが、サービス享受者の満足度調査を行ってい
必要がある。 ない。

研究生や科目等履修生のニーズや不満、満足
（中略） 度を判断するアンケート及び改善のシステムが

ないので、今後、満足度やニーズのアンケート、
最も重要な課題の一つとして、大学評価委員会ＦＤ専 及び、評価－改善のシステムの構築が急務であ

門部会が中心となって改善のためのシステムを早急に構 る。
築する必要がある。

そのためにも、派遣元の都道府県教育委員会、内地留 （以下略）
学生（経験者も含む）に対して、ニーズ、要望、問題点
などに関するアンケートを早急に実施し、実態を把握す
る必要がある。

このことは、今後、自己点検・評価の精度を上げるた
めにも重要なことである。

改善案 ① 現職派遣研究生の、研修サービスについては、大学 〔１〕正規課程学生以外の修学制度（科目等履修制度、
評価委員会ＦＤ専門部会において、派遣実績のある都 聴講生制度等）
道府県教育委員会及び内地留学生（経験者も含む）に
対し、研修サービスのニーズ等についてアンケートを ① （略）
実施し、その結果を集約し、教授会に報告するととも
に、研修サービスの方策について、関係委員会等に対 ② 学生による授業評価アンケートは、学生種別
し、提案する。 欄にチェックさせることにより、回答者が正規

その提案に対して、各関係委員会は、その実現に向 学生かそれ以外かを判別できるようにしている。
け、検討を行う。 しかしながら、その集計結果を正規学生とそ

れ以外に区別して授業担当教員に提示すること
② （略） は、正規学生以外の履修者が少数であるため、

個人が特定されるおそれがあり、率直な意見の
③ （略） 開陳を阻害する危険性がある。

よって、正規学生とそれ以外を区別した集計
は、行わないこととする。

③ 研究生については、大学評価委員会ＦＤ専門
部会でアンケート実施について検討する。

（以下略）

評価支援室の意 ① 大学評価委員会ＦＤ専門部会において、速や かに、 〔１〕正規課程学生以外の修学制度（科目等履修制度、
見 研修サービスのニーズ等についてアンケート及びその 聴講生制度等）

結果を集約を行い、平成１８年度 内に教授会への報
告を経て関係委員会等に提案していただきたい。 ① 大学評価委員会ＦＤ専門部会において、速や

かに、研修サービスのニーズ等についてアンケ
② （略） ート等により状況の把握を行い、平成１８年度

内に教授会への報告を経て関係委員会等に提案
③ （略） していただきたい。

（以下略）

別添資料11－１－③－２　「正規課程以外の学生に係る「学生による授業評価アンケート結果」等に基づく報告」



２ 平成１８年度「学生による授業評価アンケート結果」から見た正規課程以外の学生に関する本学の現状

（１）科目等履修生（特別聴講生を含む）の修学状況

平成１８年度学生による授業評価アンケート結果から、正規課程以外の学生のデータを抽出したところ、学部授業科目において

前期は参考資料１－１、後期は参考資料１－２のとおりの集計結果となった。

また、その結果を大学全体のデータと比較したところ、参考資料１－３のとおりとなり、次のような、特徴が見られた。

○学校教育学部 授業科目において

・非正規課程の学生の授業に対する取り組みついては、学部授業の学生による授業評価アンケートの全学的平均より、格段

に高い意識を保持している。

・授業方法や授業内容については、全学的には不具合を感じている者は若干いるが、非正規課程の学生では不具合を感じて

いるものは、ほとんどいない。

・シラバスについては、全学的には４分の１程度の学生が事前確認をしているが、非正規課程の学生は７割程度が事前確

認をしているとしている。

○大学院 学校教育研究科 授業科目において

・非正規課程の学生の授業に対する取り組みついては、大学院授業のアンケートの全学的平均と同様に高い意識を保持して

いる。

・非正規課程の学生では不具合を感じているものは、ほとんどいない。

このことから、本学の非正規課程の学生（科目等履修生、特別聴講学生等）のほとんどは、授業における教育サービスに満足し

ており、かつ、成果があったと感じている。

更に、授業における不具合もほとんど生じていない状況と推察できる。

（２）研究生（内地留学生を含む）の修学状況

「学生による授業評価アンケート結果」では、科目等履修生と研究生の区別をせず、アンケートを実施している。

しかし、学部及び大学院の授業では、正規学生以外で出席する学生は、ほとんどが科目等履修生であり、研究生のデータは、採

取されていないと判断した。

よって、学生による授業評価アンケート結果では、研究生のニーズ等の現状把握はできない。

３ 平成１８年度「研究生に対する調査」から見た正規課程以外の学生に関する本学の現状

参考省資料３の調査結果から、次のような研究生の研修・教育サービスの現状が把握できた。

（１）現職教員派遣研究生の教育研修サービスの現状

○ 現職教員派遣研究生では、２６人のうち１２人から回答を得た。

○ 研究及び研修目的に対する達成評価では、ほとんどの回答者が、ほぼ達成できた、十分達成できた、研究期間での達成度に

は満足しているなどのプラスの記載が多く認められる。

○ 研究生として良かった（満足できた）点では、所属研究室の担当教員以外の学生、院生等とのゼミを中心とした関わりや交

流に満足している記載が多く認められる。

また、附属図書館や附属センターの活用についても良かった（満足できた）という評価が認められる。

良くなかった（満足できなかった）点では、授業科目によっては、受講者数の都合等によって受講できなかったなどの不満

が記載されており、今後の検討、改善事項と考えられる。

○ 施設（学習環境）の良かった（満足できた）点では、図書館とインターネットの活用に満足している記載が多い。

良くなかった（満足できなかった）点では、担当教員が年度途中で異動（転出）してしまったことがあったが、不満に関わ

る記載は非常に少ない。

○ 受け入れ教員の指導の側面の良かった（満足できた）点では、ほとんどの人が満足できたというプラスの評価をしており、

検討、改善に向けて特に取り上げるような良くなかった（満足できなかった）点が認められない。

○ その他（生活面）の良かった（満足できた）点では、施設設備に関する記載が多く、図書館やインターネット、コピー機等

の活用に関わるプラス評価が記載されている。

良くなかった（満足できなかった）点でも、施設設備に関する記載が多く、院生室での個人机がなかったことや学生寮（入

浴施設等）に関わる記載が認められる。

○ その他の意見として、検討や改善が必要であると思われる記載では、授業によっては学生の私語が多いこと、教室の清掃状



況などが認められる。

（２）外国人留学生研究生の教育研修サービスの現状

○ 外国人留学生研究生では、１３人のうち３人から回答を得た。

○ 研究及び研修目的では、日本での生活に慣れることや日本語能力の向上、大学院入学を挙げる記載が認められる。

達成評価では、ほぼ達成できたというプラスの記載が認められる。

○ 研究生として良かった（満足できた）点では、日本人と交流しながら一緒に学べたこと、大学院での研究テーマが決定した

ことなどの記載が認められる。

良くなかった（満足できなかった）点では、専門以外の勉強ができなかったことの記載が１件だけ認められる。

○ 施設（学習環境）の良かった（満足できた）点では、図書館とインターネットの活用に満足している記載が多い。

良くなかった（満足できなかった）点の記載は認められなかった。

○ 受け入れ教員の指導については、検討、改善に向けて特に取り上げるような良くなかった（満足できなかった）点が認めら

れない。

○ その他（生活面）の良かった（満足できた）点では、国際棟への入居や寮がきれいであったことなどが記載されている。

良くなかった（満足できなかった）点では、入浴施設関わる記載が認められ、改善事項の一つと考えられる。

（３）その他の研究生の教育サービスの現状

○ その他の研究生では、３人のうち１人から回答を得た。

○ 研究及び研修目的では、生涯教育の一環として勉強することが目的であった記載が認められ、達成評価では、個人的な内省

を含めた記載が認められる。

○ 研究生として良かった（満足できた）点では、生涯教育や研究姿勢に関わる記載が認められる。良くなかった（満足できな

かった）点では、時間の不足等の意見が認められる。

○ 施設（学習環境）の良くなかった（満足できなかった）点として、冷房や駐車場等の施設設備に関わる記載が認められる。

○ 受け入れ教員の指導については、満足できたという記載が認められる。

○ その他の意見として、生涯教育としての大学の受け入れを積極的に行って欲しいという要望が認められる。

４ 結論

以上、本学の正規課程以外の学生の教育サービスの現状から、本学の現職教員研究生、外国人留学生、その他の研究生に対する教

育研修サービスの現状は、概ね良好でプラスの評価に関わる結果が認められる。

従って、正規課程の学生以外の教育サービスや研修サービスについては、適切に行われ、成果を上げていると考えて良いであろう。

今後、検討や改善が必要であると思われる事項として、授業によっては受講者数の都合等によって受講できない、院生と同様の個

人机の整備など研究活動に関わること、生活に関わる施設設備（寮の入浴施設等）の充実等が挙げられ、これらについての対応や措

置を講ずる必要がある。



参考資料１－１

科目等履修生等に関する「学生による授業評価アンケート」結果（平成１８年度・前期）

○授業科目：学校教育学部 アンケート回答者数：５５人

評 価

アンケート事項 は い いいえ
無 回 答

⑤ ④ ③ ② ①

○はじめに、あなた自身の取り組みについて

１ あなたは、この授業に意欲的に取り組みまし ４３件 １０件 ２件 ０件 ０件 ０件
たか。

７８．２％ １８．２％ ３．６％ ０．０％ ０．０％ ０．０％

２ あなたは、授業に集中していましたか。 ４５ ５ ４ ０ ０ １

８１．８％ ９．１％ ７．３％ ０．０％ ０．０％ １．８％

３ あなたは、この授業内容を発展させるため、 １９ １８ １５ ２ １ ０
授業中以外の時間に努力をしましたか。

３４．６％ ３２．７％ ２７．３％ ３．６％ １．８％ ０．０％

４ 授業を受講する際に、教員になる（である） ３４ ９ ５ ２ ５ ０
ことを意識して、授業に臨んでいますか。

６１．８％ １６．４％ ９．１％ ３．６％ ９．１％ ０．０％

５ 授業を受講する際に、シラバスを確認してい ２６ ８ ７ １ １２ １
ますか。

４７．３％ １４．６％ １２．７％ １．８％ ２１．８％ １．８％

○授業の方法について

６ 授業での話し方は、わかりやすいものになっ ３５ １６ ３ １ ０ ０
ていましたか。

６３．６％ ２９．１％ ５．５％ １．８％ ０．０％ ０．０％

７ 教科書、プリント、ビデオ等の教材は、適切 ３４ １３ ６ ２ ０ ０
に用いられい今したか。

６１．８％ ２３．７％ １０．９％ ３．６％ ０．０％ ０．０％

８ 板書や画像等は、わかりやすいものとなって ３５ １３ ５ １ １ ０
いましたか。

６３．６％ ２３．７％ ９．１％ １．８％ １．８％ ０．０％

９ この授業の教え方は、適切でしたか。 ３６ １１ ７ １ ０ ０

６５．５％ ２０．０％ １２．７％ １．８％ ０．０％ ０．０％

○授業の内容について

10 この授業内容は、わかりやすく整理されてい ３８ １５ ２ ０ ０ ０
ると思いますか。

６９．１％ ２７．３％ ３．６％ ０．０％ ０．０％ ０．０％

11 この授業目標は、明確でしたか。 ３４ １６ ５ ０ ０ ０

６１．８％ ２９．１％ ９．１％ ０．０％ ０．０％ ０．０％

12 このシラバスの記載内容は、適切でしたか。 ２５ １０ ２ ０ ０ １８

４５．５％ １８．２％ ３．６％ ０．０％ ０．０％ ３２．７％

13 この授業の難易度は適切でしたか。 ３２ １６ ７ ０ ０ ０

５８．２％ ２９．１％ １２．７％ ０．０％ ０．０％ ０．０％

14 この授業は、興味深い授業内容でしたか。 ３４ １４ ７ ０ ０ ０

６１．８％ ２５．５％ １２．７％ ０．０％ ０．０％ ０．０％

15 この授業で、ものの見方や興味・関心を拡げ ３５ １５ ４ ０ ０ １
ることができましたか。

６３．６％ ２７．３％ ７．３％ ０．０％ ０．０％ １．８％

16 この授業で、この分野における新しい知識、 ３３ １５ ７ ０ ０ ０
手法、技能等を修得することができましたか。

６０．０％ ２７．３％ １２．７％ ０．０％ ０．０％ ０．０％

17 この授業は、有意義であったと思いますか。 ３８ １３ ４ ０ ０ ０

６９．１％ ２３．６％ ７．３％ ０．０％ ０．０％ ０．０％

18 あなたは、総合的にこの授業に満足していま ３７ １３ ５ ０ ０ ０
すか。

６７．３％ ２３．６％ ９．１％ ０．０％ ０．０％ ０．０％



○ 曖昧な表現が多いので混乱することがありました。もう少し明快な授業展開が望まれます。

○ お世話になりました。先生の授業がとても楽しかった。理解しやすい。ありがとうございました。

○ 保育と教育で若干の違いはあることがあるが共通的な事柄が参考になった。実践に生かしたい。

○ とても有意義な授業でした。１つお願いです。第３回目のレポート〆切がまだなのに４回目のレポートが出されたことに戸惑いを

覚えました。４回のレポートが必要ならば、もう少し見通しをもって、出していただけると助かりまする

○ ○○先生の授業はおもしろくて、引きつけられた。○○先生はもっとおもしろくしてほしい。

○ 「指導法」らしくあってほしかった。

○ 実習に行くにあたり最も「役立った」と思いました。

○ パソコンの技能的なことよりデザインする事を第一の目標にしている事は理解しているか、技能的な質問に対してもう少し柔軟な

対応をして欲しかった。補助をしていただいた院生の方には「ここは知らなくてもよい」「分からなくてよい」と教えていただけない

事もあり、意図は理解するが積極的で柔軟な対応をして欲しいと感じました。



参考資料１－２

科目等履修生等に関する「学生による授業評価アンケート」結果（平成１８年度・後期）

○授業科目：学校教育学部 アンケート回答者数：３２人

評 価

アンケート事項 は い いいえ
無 回 答

⑤ ④ ③ ② ①

○はじめに、あなた自身の取り組みについて

１ あなたは、この授業に意欲的に取り組みまし ２６件 ５件 １件 ０件 ０件 ０件
たか。

８１．３％ １５．６％ ３．１％ ０．０％ ０．０％ ０．０％

２ あなたは、授業に集中していましたか。 ２７ ５ ０ ０ ０ ０

８４．４％ １５．６％ ０．０％ ０．０％ ０．０％ ０．０％

３ あなたは、この授業内容を発展させるため、 １４ １４ ３ １ ０ ０
授業中以外の時間に努力をしましたか。

４３．８％ ４３．８％ ９．３％ ３．１％ ０．０％ ０．０％

４ 授業を受講する際に、教員になる（である） １６ ６ ３ １ ６ ０
ことを意識して、授業に臨んでいますか。

５０．０％ １８．８％ ９．３％ ３．１％ １８．８％ ０．０％

５ 授業を受講する際に、シラバスを確認してい １１ １２ ４ ２ ３ ０
ますか。

３４．４％ ３７．５％ １２．５％ ６．３％ ９．３％ ０．０％

○授業の方法について

６ 授業での話し方は、わかりやすいものになっ ２５ ７ ０ ０ ０ ０
ていましたか。

７８．１％ ２１．９％ ０．０％ ０．０％ ０．０％ ０．０％

７ 教科書、プリント、ビデオ等の教材は、適切 ２２ ８ １ １ ０ ０
に用いられい今したか。

６８．８％ ２５．０％ ３．１％ ３．１％ ０．０％ ０．０％

８ 板書や画像等は、わかりやすいものとなって ２２ ７ ２ １ ０ ０
いましたか。

６８．７％ ２１．９％ ６．３％ ３．１％ ０．０％ ０．０％

９ この授業の教え方は、適切でしたか。 ２４ ６ ２ ０ ０ ０

７５．０％ １８．７％ ６．３％ ０．０％ ０．０％ ０．０％

○授業の内容について

10 この授業内容は、わかりやすく整理されてい ２７ ４ １ ０ ０ ０
ると思いますか。

８４．４％ １２．５％ ３．１％ ０．０％ ０．０％ ０．０％

11 この授業目標は、明確でしたか。 ２６ ５ ０ １ ０ ０

８１．３％ １５．６％ ０．０％ ３．１％ ０．０％ ０．０％

12 このシラバスの記載内容は、適切でしたか。 １０ １１ ４ １ ０ ６

３１．２％ ３４．４％ １２．５％ ３．１％ ０．０％ １８．８％

13 この授業の難易度は適切でしたか。 １９ ９ ４ ０ ０ ０

５９．４％ ２８．１％ １２．５％ ０．０％ ０．０％ ０．０％

14 この授業は、興味深い授業内容でしたか。 ２６ ３ ３ ０ ０ ０

８１．２％ ９．４％ ９．４％ ０．０％ ０．０％ ０．０％

15 この授業で、ものの見方や興味・関心を拡げ ２２ ７ ２ ０ ０ １
ることができましたか。

６８．７％ ２１．９％ ６．３％ ０．０％ ０．０％ ３．１％

16 この授業で、この分野における新しい知識、 ２８ ３ １ ０ ０ ０
手法、技能等を修得することができましたか。

８７．５％ ９．４％ ３．１％ ０．０％ ０．０％ ０．０％

17 この授業は、有意義であったと思いますか。 ２９ ２ １ ０ ０ ０

９０．６％ ６．３％ ３．１％ ０．０％ ０．０％ ０．０％

18 あなたは、総合的にこの授業に満足していま ２７ ５ ０ ０ ０ ０
すか。

８４．４％ １５．６％ ０．０％ ０．０％ ０．０％ ０．０％

○ 大変整理され、意欲をもたせるすばらしい講義でした。



参考資料１－３

科目等履修生等に関する「学生による授業評価アンケート」結果 比較表（平成１８年度）

○授業科目：学校教育学部

回答に対する割合
全学生

アンケート事項 ・ 平成１８年度 前期 平成１８年度 後期
非正規
課程の 肯定的 中間的 否定的 無回答 肯定的 中間的 否定的 無回答
学生の 回答 回答 回答 回答 回答 回答
別

○はじめに、あなた自身の取り組みについて

１ あなたは、この授業に意欲的に ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％
取り組みましたか。 全学 ７４．９ １８．８ ６．３ ０．０ ７５．７ １８．９ ５．４ ０．０

非正規 ９６．４ ３．６ ０．０ ０．０ ９６．９ ３．１ ０．０ ０．０

２ あなたは、授業に集中していま 全学 ６９．９ ２１．７ ８．３ ０．１ ７１．４ ２１．７ ６．９ ０．０
したか。

非正規 ９０．９ ７．３ ０．０ １．８ １００．０ ０．０ ０．０ ０．０

３ あなたは、この授業内容を発展 全学 ４５．６ ２６．５ ２７．８ ０．１ ５３．１ ２３．８ ２３．０ ０．１
させるため、授業中以外の時間に努
力をしましたか。 非正規 ６７．３ ２７．３ ５．４ ０．０ ８７．６ ９．３ ３．１ ０．０

４ 授業を受講する際に、教員にな 全学 ６１．５ ２３．６ １４．８ ０．１ ５８．８ ２４．１ １６．９ ０．２
る（である）ことを意識して、授業
に臨んでいますか。 非正規 ７８．２ ９．１ １２．７ ０．０ ６８．８ ９．３ ２１．９ ０．０

５ 授業を受講する際に、シラバス 全学 ２３．０ １３．３ ６１．６ ２．１ ２４．２ １１．２ ６１．５ ３．１
を確認していますか。

非正規 ６１．９ １２．７ ２３．６ １．８ ７１．９ １２．５ １５．６ ０．０

○授業の方法について

６ 授業での話し方は、わかりやす 全学 ６７．３ ２２．４ １０．２ ０．１ ６８．４ ２１．８ ９．６ ０．２
いものになっていましたか。

非正規 ９２．７ ５．５ １．８ ０．０ １００．０ ０．０ ０．０ ０．０

７ 教科書、プリント、ビデオ等の 全学 ６５．８ ２３．９ １０．１ ０．２ ６７．０ ２３．２ ９．５ ０．３
教材は、適切に用いられい今したか。

非正規 ８５．５ １０．９ ３．６ ０．０ ９３．８ ３．１ ３．１ ０．０

８ 板書や画像等は、わかりやすい 全学 ５７．６ ２８．３ １３．８ ０．３ ５９．５ ２６．５ １３．５ ０．５
ものとなっていましたか。

非正規 ８７．３ ９．１ ３．６ ０．０ ９０．６ ６．３ ３．１ ０．０

９ この授業の教え方は、適切でし 全学 ６５．３ ２５．３ ９．２ ０．２ ６６．１ ２４．４ ９．０ ０．５
たか。

非正規 ８５．５ １２．７ １．８ ０．０ ９３．７ ６．３ ０．０ ０．０

○授業内容について

10 この授業内容は、わかりやすく 全学 ６７．１ ２２．７ １０．１ ０．１ ６８．９ ２１．６ ９．４ ０．１
整理されていると思いますか。

非正規 ９６．４ ３．６ ０．０ ０．０ ９６．９ ３．１ ０．０ ０．０

11 この授業目標は、明確でしたか。 全学 ６７．０ ２２．７ １０．２ ０．１ ７０．６ ２０．５ ８．７ ０．２

非正規 ９０．９ ９．１ ０．０ ０．０ ９６．９ ０．０ ３．１ ０．０

12 このシラバスの記載内容は、適 全学 ２４．６ １６．２ ４．８ ５４．４ ２５．３ １３．５ ４．４ ５６．８
切でしたか。

非正規 ６３．７ ３．６ ０．０ ３２．７ ６５．６ １２．５ ３．１ １８．８

13 この授業の難易度は適切でした 全学 ６５．５ ２５．６ ８．６ ０．３ ６７．８ ２３．０ ９．０ ０．２
か。

非正規 ８７．３ １２．７ ０．０ ０．０ ８７．５ １２．５ ０．０ ０．０

14 この授業は、興味深い授業内容 全学 ７１．５ １９．２ ９．０ ０．３ ７３．３ １８．２ ８．２ ０．３
でしたか。

非正規 ８７．３ １２．７ ０．０ ０．０ ９０．６ ９．４ ０．０ ０．０

15 この授業で、ものの見方や興味 全学 ７３．３ １８．４ ７．９ ０．４ ７５．３ １７．３ ７．０ ０．４
・関心を拡げることができました
か。 非正規 ９０．９ ７．３ ０．０ １．８ ９０．６ ６．３ ０．０ ３．１

16 この授業で、この分野における 全学 ６９．０ ２２．２ ８．６ ０．２ ７３．２ １９．３ ７．３ ０．２
新しい知識、手法、技能等を修得す
ることができましたか。 非正規 ８７．３ １２．７ ０．０ ０．０ ９６．９ ３．１ ０．０ ０．０

17 この授業は、有意義であったと 全学 ７１．０ ２０．０ ８．８ ０．２ ７２．８ １９．５ ７．５ ０．２
思いますか。

非正規 ９２．７ ７．３ ０．０ ０．０ ９６．９ ３．１ ０．０ ０．０

18 あなたは、総合的にこの授業に 全学 ６９．８ ２０．８ ９．３ ０．１ ７０．８ ２０．７ ８．３ ０．２
満足していますか。

非正規 ９０．９ ９．１ ０．０ ０．０ １００．０ ０．０ ０．０ ０．０



参考資料２－１

科目等履修生等に関する「学生による授業評価アンケート」結果（平成１８年度・前期）

○授業科目：大学院 学校教育研究科 アンケート回答者数：３９人

評 価

アンケート事項 は い いいえ
無 回 答

⑤ ④ ③ ② ①

○はじめに、あなた自身の取り組みについて

１ あなたは、この授業に意欲的に取り組みまし ２７件 ８件 ４件 ０件 ０件 ０件
たか。

６９．２％ ２０．５％ １０．３％ ０．０％ ０．０％ ０．０％

２ あなたは、授業に集中していましたか。 ２６ ９ ３ １ ０ ０

６６．６％ ２３．１％ ７．７％ ２．６％ ０．０％ ０．０％

３ あなたは、この授業内容を発展させるため、 ８ １１ １５ ３ ２ ０
授業中以外の時間に努力をしましたか。

２０．５％ ２８．２％ ３８．５％ ７．７％ ５．１％ ０．０％

４ 授業を受講する際に、教員になる（である） ３１ ５ １ ０ １ １
ことを意識して、授業に臨んでいますか。

７９．４％ １２．８％ ２．６％ ０．０％ ２．６％ ２．６％

５ 授業を受講する際に、シラバスを確認してい ２０ ６ ８ ０ ４ １
ますか。

５１．２％ １５．４％ ２０．５％ ０．０％ １０．３％ ２．６％

○授業の方法について

６ 授業での話し方は、わかりやすいものになっ ３０ ４ ５ ０ ０ ０
ていましたか。

７６．９％ １０．３％ １２．８％ ０．０％ ０．０％ ０．０％

７ 教科書、プリント、ビデオ等の教材は、適切 ２７ ７ ５ ０ ０ ０
に用いられい今したか。

６９．２％ １８．０％ １２．８％ ０．０％ ０．０％ ０．０％

８ 板書や画像等は、わかりやすいものとなって ２５ ７ ７ ０ ０ ０
いましたか。

６４．１％ １８．０％ １７．９％ ０．０％ ０．０％ ０．０％

９ この授業の教え方は、適切でしたか。 ２７ ７ ５ ０ ０ ０

６９．２％ １８．０％ １２．８％ ０．０％ ０．０％ ０．０％

○授業の内容について

10 この授業内容は、わかりやすく整理されてい ２２ １３ ２ ２ ０ ０
ると思いますか。

５６．４％ ３３．４％ ５．１％ ５．１％ ０．０％ ０．０％

11 この授業目標は、明確でしたか。 ２９ ７ ３ ０ ０ ０

７４．４％ １７．９％ ７．７％ ０．０％ ０．０％ ０．０％

12 このシラバスの記載内容は、適切でしたか。 ２２ ６ ５ ０ ０ ６

５６．４％ １５．４％ １２．８％ ０．０％ ０．０％ １５．４％

13 この授業の難易度は適切でしたか。 ２１ １０ ８ ０ ０ ０

５３．９％ ２５．６％ ２０．５％ ０．０％ ０．０％ ０．０％

14 この授業は、興味深い授業内容でしたか。 ２６ ９ ２ １ １ ０

６６．６％ ２３．１％ ５．１％ ２．６％ ２．６％ ０．０％

15 この授業で、ものの見方や興味・関心を拡げ ２９ ６ ２ １ １ ０
ることができましたか。

７４．３％ １５．４％ ５．１％ ２．６％ ２．６％ ０．０％

16 この授業で、この分野における新しい知識、 ２６ ８ ３ １ １ ０
手法、技能等を修得することができましたか。

６６．６％ ２０．５％ ７．７％ ２．６％ ２．６％ ０．０％

17 この授業は、有意義であったと思いますか。 ３１ ５ １ １ １ ０

７９．４％ １２．８％ ２．６％ ２．６％ ２．６％ ０．０％

18 あなたは、総合的にこの授業に満足していま ３１ ４ ４ ０ ０ ０
すか。

７９．４％ １０．３％ １０．３％ ０．０％ ０．０％ ０．０％



○ ○○○○特論（○○○○教授）は、毎回テーマを変えて、深く勉強できてよかったです。

○ ８について、字を書いたり、資料を見たり、少し黒板から目を離すと黒板の字が読めないことがあり解読するのに苦戦するので、

もう少しだけくずさず書いていただけるとうれしいです。（１、２回程だったのですが）

○ 職場を経験しているので、ものたりなさを感ずる。それがしょうがないとも思っている。

○ 特別支援学級や通 指導教室における軽度発達障害児に対する授業内容についても触れてほしいと思いました。今後もニーズが高

いと思います。

○ いろいろお世話になりました。本当に、ありがとうございました。

○ 初めての形態だったこともあるのだと思うが、グループ間など情報を事前にいただけると、対応できてうれしい

○ 理論に基づく実践にしていくよう精神していきたい



参考資料２－２

科目等履修生等に関する「学生による授業評価アンケート」結果（平成１８年度・後期）

○授業科目：大学院 学校教育研究科 アンケート回答者数：８人

評 価

アンケート事項 は い いいえ
無 回 答

⑤ ④ ③ ② ①

○はじめに、あなた自身の取り組みについて

１ あなたは、この授業に意欲的に取り組みまし ７件 １件 ０件 ０件 ０件 ０件
たか。

８７．５％ １２．５％ ０．０％ ０．０％ ０．０％ ０．０％

２ あなたは、授業に集中していましたか。 ６ ２ ０ ０ ０ ０

７５．０％ ２５．０％ ０．０％ ０．０％ ０．０％ ０．０％

３ あなたは、この授業内容を発展させるため、 ２ ３ ３ ０ ０ ０
授業中以外の時間に努力をしましたか。

２５．０％ ３７．５％ ３７．５％ ０．０％ ０．０％ ０．０％

４ 授業を受講する際に、教員になる（である） ７ ０ １ ０ ０ ０
ことを意識して、授業に臨んでいますか。

８７．５％ ０．０％ １２．５％ ０．０％ ０．０％ ０．０％

５ 授業を受講する際に、シラバスを確認してい ５ １ ０ ０ １ １
ますか。

６２．５％ １２．５％ ０．０％ ０．０％ １２．５％ １２．５％

○授業の方法について

６ 授業での話し方は、わかりやすいものになっ ５ ０ ３ ０ ０ ０
ていましたか。

６２．５％ ０．０％ ３７．５％ ０．０％ ０．０％ ０．０％

７ 教科書、プリント、ビデオ等の教材は、適切 ６ ２ ０ ０ ０ ０
に用いられい今したか。

７５．０％ ２５．０％ ０．０％ ０．０％ ０．０％ ０．０％

８ 板書や画像等は、わかりやすいものとなって ４ １ ３ ０ ０ ０
いましたか。

５０．０％ １２．５％ ３７．５％ ０．０％ ０．０％ ０．０％

９ この授業の教え方は、適切でしたか。 ５ ３ ０ ０ ０ ０

６２．５％ ３７．５％ ０．０％ ０．０％ ０．０％ ０．０％

○授業の内容について

10 この授業内容は、わかりやすく整理されてい ６ ２ ０ ０ ０ ０
ると思いますか。

７５．０％ ２５．０％ ０．０％ ０．０％ ０．０％ ０．０％

11 この授業目標は、明確でしたか。 ７ １ ０ ０ ０ ０

８７．５％ １２．５％ ０．０％ ０．０％ ０．０％ ０．０％

12 このシラバスの記載内容は、適切でしたか。 ５ １ ０ ０ １ １

６２．５％ １２．５％ ０．０％ ０．０％ １２．５％ １２．５％

13 この授業の難易度は適切でしたか。 ８ ０ ０ ０ ０ ０

１００．０％ ０．０％ ０．０％ ０．０％ ０．０％ ０．０％

14 この授業は、興味深い授業内容でしたか。 ６ ２ ０ ０ ０ ０

７５．０％ ２５．０％ ０．０％ ０．０％ ０．０％ ０．０％

15 この授業で、ものの見方や興味・関心を拡げ ７ １ ０ ０ ０ ０
ることができましたか。

８７．５％ １２．５％ ０．０％ ０．０％ ０．０％ ０．０％

16 この授業で、この分野における新しい知識、 ７ １ ０ ０ ０ ０
手法、技能等を修得することができましたか。

８７．５％ １２．５％ ０．０％ ０．０％ ０．０％ ０．０％

17 この授業は、有意義であったと思いますか。 ７ １ ０ ０ ０ ０

８７．５％ １２．５％ ０．０％ ０．０％ ０．０％ ０．０％

18 あなたは、総合的にこの授業に満足していま ７ １ ０ ０ ０ ０
すか。

８７．５％ １２．５％ ０．０％ ０．０％ ０．０％ ０．０％

○ 学外の人の為に、教室等の変更、始まる時間等、シラバスにも掲載してください。また、授業日の変更は、とても困りました。



参考資料２－３

科目等履修生等に関する「学生による授業評価アンケート」結果 比較表（平成１８年度）

○授業科目：大学院 学校教育研究科

全学生 全回答に対する割合
・

アンケート事項 非正規 平成１８年度 前期 平成１８年度 後期
課程の
学生の 肯定的 中間的 否定的 無回答 肯定的 中間的 否定的 無回答
別 回答 回答 回答 回答 回答 回答

○はじめに、あなた自身の取り組みについて

１ あなたは、この授業に意欲的に 全学 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％
取り組みましたか。 ８８．０ ９．９ ２．０ ０．１ ９０．２ ８．１ １．７ ０．０

非正規 ８９．７ １０．３ ０．０ ０．０ １００．０ ０．０ ０．０ ０．０

２ あなたは、授業に集中していま 全学 ８６．４ １０．９ ２．６ ０．１ ８９．１ ９．０ １．９ ０．０
したか。

非正規 ８９．７ ７．７ ２．６ ０．０ １００．０ ０．０ ０．０ ０．０

３ あなたは、この授業内容を発展 全学 ６０．６ ２５．４ １３．８ ０．２ ７３．９ １８．２ ７．８ ０．１
させるため、授業中以外の時間に努
力をしましたか。 非正規 ４８．７ ３８．５ １２．８ ０．０ ６２．５ ３７．５ ０．０ ０．０

４ 授業を受講する際に、教員にな 全学 ７７．０ １４．０ ８．８ ０．２ ７７．２ １２．４ １０．０ ０．４
る（である）ことを意識して、授業
に臨んでいますか。 非正規 ９２．２ ２．６ ２．６ ２．６ ８７．５ １２．５ ０．０ ０．０

５ 授業を受講する際に、シラバス 全学 ５２．７ １６．３ ２９．７ １．３ ５７．２ １３．１ ２７．８ １．９
を確認していますか。

非正規 ６６．６ ２０．５ １０．３ ２．６ ７５．０ ０．０ １２．５ １２．５

○授業の方法について

６ 授業での話し方は、わかりやす 全学 ８４．７ １１．８ ３．３ ０．２ ８６．９ １０．６ ２．３ ０．２
いものになっていましたか。

非正規 ８７．２ １２．８ ０．０ ０．０ ６２．５ ３７．５ ０．０ ０．０

７ 教科書、プリント、ビデオ等の 全学 ８３．８ １２．４ ３．４ ０．４ ８２．５ １３．５ ３．３ ０．７
教材は、適切に用いられい今したか。

非正規 ８７．２ １２．８ ０．０ ０．０ １００．０ ０．０ ０．０ ０．０

８ 板書や画像等は、わかりやすい 全学 ７５．２ １９．１ ４．７ １．０ ７７．３ １８．１ ３．３ １．３
ものとなっていましたか。

非正規 ８２．１ １７．９ ０．０ ０．０ ６２．５ ３７．５ ０．０ ０．０

９ この授業の教え方は、適切でし 全学 ８３．３ １３．１ ３．３ ０．３ ８５．１ １１．７ ２．７ ０．５
たか。

非正規 ８７．２ １２．８ ０．０ ０．０ １００．０ ０．０ ０．０ ０．０

○授業の内容について

10 この授業内容は、わかりやすく 全学 ８３．５ １２．３ ４．０ ０．２ ８５．５ １０．６ ３．７ ０．２
整理されていると思いますか。

非正規 ８９．８ ５．１ ５．１ ０．０ １００．０ ０．０ ０．０ ０．０

11 この授業目標は、明確でしたか。 全学 ８４．９ １１．９ ３．０ ０．２ ８７．２ ９．４ ３．３ ０．１

非正規 ９２．３ ７．７ ０．０ ０．０ １００．０ ０．０ ０．０ ０．０

12 このシラバスの記載内容は、適 全学 ５３．７ １６．４ １．９ ２８．０ ５６．９ １５．７ ２．０ ２５．４
切でしたか。

非正規 ７１．８ １２．８ ０．０ １５．４ ７５．０ ０．０ １２．５ １２．５

13 この授業の難易度は適切でした 全学 ７５．９ １８．７ ５．２ ０．２ ８２．３ １３．７ ３．６ ０．４
か。

非正規 ７９．５ ２０．５ ０．０ ０．０ １００．０ ０．０ ０．０ ０．０

14 この授業は、興味深い授業内容で 全学 ８６．９ ９．８ ２．９ ０．４ ８８．８ ９．１ １．９ ０．１
したか。

非正規 ８９．７ ５．１ ５．２ ０．０ １００．０ ０．０ ０．０ ０．０

15 この授業で、ものの見方や興味 全学 ８９．０ ８．６ ２．１ ０．３ ８９．９ ７．９ １．８ ０．４
・関心を拡げることができましたか。

非正規 ８９．７ ５．１ ５．２ ０．０ １００．０ ０．０ ０．０ ０．０

16 この授業で、この分野における 全学 ８５．７ １１．３ ２．７ ０．３ ８７．４ ９．５ ２．８ ０．３
新しい知識、手法、技能等を修得す
ることができましたか。 非正規 ８７．１ ７．７ ５．２ ０．０ １００．０ ０．０ ０．０ ０．０

17 この授業は、有意義であったと思 全学 ８７．５ ９．７ ２．７ ０．１ ８８．１ ９．３ ２．４ ０．２
いますか。

非正規 ９２．２ ２．６ ５．２ ０．０ １００．０ ０．０ ０．０ ０．０

18 あなたは、総合的にこの授業に 全学 ８６．０ １０．７ ３．１ ０．２ ８６．５ １０．４ ２．７ ０．４
満足していますか。

非正規 ８９．７ １０．３ ０．０ ０．０ １００．０ ０．０ ０．０ ０．０



参考資料 ３

研究生アンケート結果

正規課程以外の学生（研究生）について、その要望、問題点など、研修サービス改善のための資料を収集する目的で調査を行った。

○ 調査対象者と方法

正規課程以外の学生の多数を占める研究生を対象として、平成１９年３月に実施し、下記の回答を得た。

・現職教員派遣研究生 ２６人のうち１２人

・外国人留学生 １３人のうち ３人

・それ以外の研究生 ３人のうち １人

平成１８年度在籍した研究生を対象としたが、現職教員については、平成１７年度に在籍した研究生も対象とした。

○ 調査結果の集約について

・無記名で質問項目ごとに自由記述式としたので、結果は、数量的な分析はせず、すべての回答を記述する。

なお、

・現職教員派遣研究生は（A）、外国人留学生は（B）、それ以外の研究生は（C）で区別している。

・表記を統一するために一部文章を変更している部分もある。

・誤字と分かる部分もそのまま表記したものもある。

・特定の個人名、研究室名などは、＊＊＊＊ で置き換えている。

（それでも、「研究生となった目的」などの質問への回答ではおきかえできないことがあり、指導教員名、研究生名など個人名を特

定できる可能性があるので、配慮が必要である。）

・それぞれの質問ごとに、担当者（阿部（勲））の主観的な[まとめ」をつけているが、この部分の文責は担当者に帰する。

１ 省略（質問項目１は研究生の種類を問う質問）

２ あなたが研究生となった目的は何ですか？

→ その目的は、どの程度達成できましたか？

（A） 小学校英語の在り方について研究するため→十分にとはいきませんでしたが、この一年間で得たものをきっかけにして研

究していくという観点にたてば満足のいくものでした。

（A） 学校評価の意義と活用について研究する。→報告書の評判もよく十分達成できました。

（A） 現場で生じる様々な問題に対応できず、専門的な知識や技能を身につけたいと感じたため→十分とはいえないが、半分程

度は達成できたと思える。

（A） 総合的な学習の時間の充実を図るための教師や学校の役割を学ぶため→無答

（A） 障害児教育全般の知識・経験を得ること→一年で学び得るものは達成できたと思う。

（A） 軽度発達障害児の支援について研修を深めるため→充実した研修をすることができた。ほぼ達成。

（A） 専門知識を深めるため→学ぶほど終わりなし、という思いが深まった。現場にもどっての指導には大変役立てた。増々研

修をしていこうと思った。

（A） 保健体育の指導法について研修したかったから→すべてではないが、当初の目的は十分達成できた。

（A） 教材研究に生かせる理論を学ぶため→自分で納得できる成果をあげる程度

（A） 当該教育委員会からの依頼と、自分の今までの教育実践を見直し、新しい教育のために自己研修するため→短い期間でし

たが充実した研修をすることができた。できればもう少し長い期間大学で研修したかった。

（A） 道徳教育の指導法について専門的な研究をすること→所属した研究室の先生に懇切丁寧にご指導いただき、授業参観も多

数させていただき、かなり勉強になりました。

（A） 特別支援教育に関わる支援及びシステム等々について研修を行う（特にこうはん性発達障害）→理論などは学ぶことがで

きた。

（B） 日本の生活、日本の勉強生活に早く慣れるため→日本の生活はだいぶ慣れてきた。日本での勉強生活にもある程度慣れて

きた。

大学院へ進学するため、受験勉強をすること。→大学院入試に合格した。



（B） 第一の目的は、日本社会に関する研究を母国で行っており、本学におきまして現地現物を観察しながら研究の続きをした

いと思っていました。次に、日本に関する研究を行う際、日本語能力も必要となっており、言語能力の向上も目指していました。

最後に、日本社会における高齢者の社会的ネットワークをめぐる調査を実施したいと考えており、このような計画の実行も研

究生になったひとつの目的でした。→上述の調査を無事に終え、その結果を修論にまとめました。さらに、日本社会における

高齢化に関する大変良い研究が本学ででき、目的は完全に達成したと思っています。

（B） 大学院にはいるため→８０％くらい

（C） 生涯教育の一環として勉強したくなったため。若い時仕事で忙しく勉強する時間と体力の余裕がなかったため。老齢、病気、

死、苦悩が原因で孤独と絶望から逃れたいため。→学問の入り口に近づいただけで、まだまだ真理は把握していません。達成

感や満足度は少なく、自己の愚かさに沈んでいます。

[まとめ]

・現職教員（派遣研究生）については、社交辞令的な記述になっている可能性を否定できないが、概ね、初期の目的を達成し、満足

していることがうかがえる。・それ以外の研究生についても、強い不満足感をうったえる回答はみられない。

３ 次のそれぞれの側面について、研究生としてあなたが、よかった（満足できた）と思うこと、よくなかった（満足できなかった）

と思うことがありましたら記入ください。

（１）研究・学習の側面

●よかった（満足できた）こと

（A） ＊＊＊＊先生から適切なアドバイスを受けたこと

受講させていただいた授業はどれも刺激的でよかったこと

（A） 研究室で他のゼミの方々と一緒に勉強させて頂けたこと

（A） 大学施設、特に障害児実践センター、図書館を使用することができた点

研究室に所属し、院生とともに研究できた点

指導教官や他の教官から多方面で指導して頂けた点

（A） 図書館の充実 たくさんの本を読ませていただきました。

（A） 文献が存分に収集できたこと

ゼミに参加し、刺激を受けられたこと

担当教官より、私のニーズ、学びのスタイルに合わせたアドバイスが頂けたこと

センターにおいて実習を通して多くを学べたこと

（A） 自分のペースで研修することができた。

授業やゼミなどに参加させてもらい、一緒に学ぶことができた。

（A） 先生方のすばらしい人間性にふれることができ、ポイントをおさえた指導をしていただけたこと

自分の研究テーマにかかわり、自由に研究に取り組ませていただけたこと

（A） ＊＊＊＊先生をはじめ、その他の先生方の授業や研究会などに参加させていただき、大変勉強になりました。また、

先生方の指導やゼミ生の方との交流も大変ありがたかったです。

（A） 院生との交流を通して学ぶことが多かったこと

（A） 研究室の学生、大学院の皆さんとディスカッションすることで、今の教育の流れ、研究のあり方について見聞でき、

現場でできない学術的な研究ができた。

（A） たくさん授業を見る機会を紹介していただき、参加できたこと。

（A） 専門的知識を有する教官の講義、また、ゼミを通して様々な研究や、その仕方等、最新の知識が得られたこと

（B） 日本人の学生は外国人の私を受け入れてくれて、一緒に楽しく勉強することができた。

（B） 指導教員 （研究指導、調査指導、授業）

日本語教育

受講した授業すべて

（B） 大学院での研究テーマが決まった。

日本語のレベルがアップできた。

（C） 自分が迷っていたことで勉強の仕方や方向づけを指導してもらったこと。

資料や読むべき適当な本や書籍を紹介してもらったこと。

自分の疑問や不安について時間をかけず回答してもらったこと。



問題の難解な事を解説してもらったこと。

人生問題の難解、孤独、絶望、不安を解消してくれたこと。

無記入 １

●よくなかった（不満足だった）こと

（A） はじめのうちは、他の学部生や院生の方々とことなり、情報が何もないに等しかったので、学内の施設から授業科目等、

全てにわたり聞きまくっていました。学校要覧（？）や授業科目一覧等、事前に配付して頂ければありがたかったです。

前期は科目履修生としての申し込みの〆切り日に間に合わず（県からの内定が遅かったために）聴講だけで単位がとれ

ず残念でした。〆切り日についてはもう少し遅くならないでしょうか。

（A） 受講したかった講義が受講できなかったこと（バスの定員オーバー、検査用具の不足、他専攻者受講不可のため）

（A） 一年は短かかったです。

私の時は参加できた授業が、次の年人数が多いということで研究生が参加できなかったと聞きました。同じ学ぶ立場な

のにと残念です。

（A） 人数の都合、ということで聴講したい授業を断られた。

（A） 知識を学んだ上でそれを検証する場（実技、演習）がなかった（受講できなかった）こと。

（B） ほかの（専門以外）の勉強ができなかった。

（C） もっと時間が欲しい。

もっと知りたい。自分の能力のなさをつくづく感じます。

もっと学ぶ老人の仲間が欲しい。

無記入（または、特になし、と記述） ９

[まとめ]

・この質問（研究・学習面）への回答ではなく、他の質問への回答として分類した方がよいと思われるものもあるが、その

ままここにあげた。

・指導教員とのふれ合いに限らず、ゼミ等を介した、他の学生（学部生、院生）との交流から学ぶことが多かったことをあげ

る人が多い。

・満足できたことを、一人で複数あげる人が多い。

・不満足だったことを記述しない人が多い、また、記述していても、研究サービスに関わる記述でないものもある。

・このようなことから、概ね満足してもらえているようにうかがえる。

・ただし、不満足だったと指摘された項目の中には、改善可能な項目も含まれていて、検討の余地がある。

（２）施設（学習環境）の側面

●よかった（満足できた）こと

（A） 印刷等させて頂いたこと。

（A） 図書館が利用しやすかった。

（A） 図書館

教育センター

（A） 図書館を利用できた。

（A） 図書館等施設も充実しており、大変よかった。

（A） 院生室に机を確保してもらえたこと。

（A） 大学の図書館等が利用でき、書籍も自由に借りることができて助かった。

院生室に机も用意していただきよかった。

パソコン等（インターネット接続）もしていただきました。

（A） 大学の図書館が充実しており、研究学習に専念できたこと。

無線LANが使えたこと。

（B） どこでもインターネットをつなげること。

（B） 附属図書館の素早いサービス

研究室における調査に整えた環境

院生室における設備等

（B） 図書館がきれい



研究室があった

（次の回答は、質問４への回答に分類した方が適当と判断される。）

（C） 研究室に冷房設備はあるのでしょうか。

夏の講習会で教室に冷房設備はあるのでしょうか。

室外のゴミ屑篭がなく、ビン、カンが捨てられています。

駐車場が少ないです。また、雪の時車の置く場所が不足しています。

廊下に本や資料、ロッカーが沢山おいてあります。地震災害に危険です。

無記入（または、特になし、と記述） ４

●よくなかった（不満足だった）こと

（A） スペースの関係で難しいのかもしれませんが、＊＊＊＊の院生室に、個人で使用できる机を設置して頂けるとありが

たいです。

（A） 学食（カロリーが高いものばかりでした。）

（A） 履修登録していないので、聴講している授業の資料を講義支援システムを利用してダウンロードできなかった。

（A） 体育施設の老朽化が気になった。（トレーニング施設等）

（A） 冷房設備が不十分であったこと（次の回答も、質問４への回答に分類した方が適当と判断される。）

（C） 食堂を「老人サロン」の場として開放して下さい。

廊下や建物のコーナーにイスが少ない。

授業の間に、短い時間にコーヒーでも飲めるコーナーを作って欲しい。

校内（特に室外）を散歩出来る公園化して下さい。

無記入（または、特になし、と記述） １０

[まとめ]

・図書館の利用に満足している人が多い。

・施設面での不満はあまり多くないようである。

（３）受け入れ教員の指導の側面

●よかった（満足できた）こと

（A） 担当の先生が、私の考えを尊重して下さりながら、様々な研究の機会を与えて下さったこと。親身になって、いろい

ろと相談にのって下さり、また明確にご指導頂き、ありがたかったです。

（A） 十分かつ適切なアドバイスをいただけました。

（A） 多忙の中指導の時間をとって頂き、多方面にわたる指導をして頂けたこと。

様々な現場へ同行して研修できたこと。

（A） 報告書の作成、研究会への参加、他校（小学校）訪問手続きなど、大変お世話になりました。

（A） 私のニーズ、学びのスタイルにあわせて指導アドバイスいただけたこと。

実習の場、実践の場を多く設けていただいたこと。

学びをじっくり見守っていただけたこと。

（A） 忙しい中、個別指導の時間をとって指導してもらえたこと。

（A） 先生方はじめ、ゼミ生の方にも大変暖かく受け入れてくださり感謝しています。

（A） 細部にわたって、ていねいに指導してもらえたこと。

（A） お忙しい中、親身になって指導していただきました。感謝しています。

研究期間（在籍）終了後も、いろいろ指導していただき感謝しています。

（A） とても懇切丁寧にご指導いただき、研修の場や研究授業参観の機会をたくさん紹介して下さったこと。

ご多用の中、研究室を訪れると、いつでも気軽に対応して下さったこと。

（B） ていねいに、熱心に、親切に、分かりやすい日本語で指導してくださった。

勉強の面だけでなく、生活の面でもいろいろと助けてくださった。

（B） 研究指導

調査に関する指導

全面的な支援

研究セミナー

授業



（B） ゼミでの指導

資料の調べ

論文テーマを選ぶ時のアドバイス

外にもたくさんある

（C） 立派な先生に会えたことは人生の喜びです。

無記入（または、特になし、と記述） ２

●よくなかった（不満足だった）こと

（A） 年度途中で異動されたこと。（しかし、他の教官から十分な指導を頂けました。）

（次の回答も、質問４への回答に分類した方が適当と判断される。）

（C） 研究期間が２カ年で区切りがつけてありますが、継続の場合の手続きを簡素にできるようにして下さい。

教育面だけでなく、社会的な知識を増すため、企業（化学会社）、商社、電力会社などの経営者とのセミナーも計画し

てみたら生徒（又は研究生）の知識も増加すると思います。

無記入（または、特になし、と記述） １４

[まとめ]

・３の（１）と、この質問は、この調査の中でももっとも重要な質問項目であるといえる。

・ほとんどの人が教員の指導に満足しており、本質的な不満の指摘も見当たらない。

・満足できたことに記入のなかった人が２人いたことだけが気がかりである。

（４）その他（生活など）の側面

●よかった（満足できた）こと

（A） 事務手続き等、簡略でよかった。

（A） 印刷機やコピー機が利用できた。

情報処理室が利用できた。

（A） 教官・学生・同じ研究生とのつながりができ、深まったこと。

（A） 研究室全体の雰囲気が大変よく、安心して研修期間を過ごすことができました。大変感謝しています。

（A） 職員の方の応対がていねいで、気持ちよく過ごせたこと。

（A） 研究生からは授業料など一切とられなかったのでありがたかったです。

（A） 他学生の方と同様のたいぐう？

（B） 国際棟に住めたこと。

（B） 山と海、つまり自然に恵まれた上越の生活

宿舎

（B） 寮がきれい

学校が静かできれい

学校側が色々な活動、行事を行い、参加できる。

活動時に学校からのサポートもある。（例えばスキー等）

校内に、食堂、美容室、売店などがあって便利

（C） 立派な先生に会えたこと。 無記入（または、特になし、と記述） ５

●よくなかった（不満足だった）こと

（A） 院生室に個人用の机がなく、不便だったこと。

（A） 学生寮が利用できない。アパートを借り、経済的負担が大きかった。

（A） 研究生は寮に入れてもらえなかったこと。

（B） お風呂に２４H使えるシャワーが少ない。

（C） 老人は孤独で、ケチで、欲ばりです。もっと授業料を下げてください。ただし、無料はプライドが許しません。

老人の受講料は、課税の対象から免除するように国に要求して下さい。

無記入（または、特になし、と記述） １１



[まとめ]

・「生活」という質問のしかたが具体的でなかったのか、特に注目される回答は少なかった。

４ その他、皆さんが疑問・問題に思ったこと、大学に検討して欲しいことなどがありましたらお書きください。

（A） 授業によってですが、私語が大変多い時があり、気になりました。これは学生の資質にかかわることで、大学とは直接関係

ありませんが。

教室によって全く清掃されていない部屋があり、ほうきで掃きたくても清掃用具がおいてないのでできませんでした。業者

の方がこまめにやって下さっているところはありがたいのですが、学生たちの自主性を育て、環境美化に努めるためにも、各

教室にほうきとちりとりぐらいはあってもよいのではないでしょうか？

支援課の方が親身に相談にのって下さりありがたかったです。ありがとうございました。

（A） 本校を選択する際、ホームページが充実していて参考になりました。

（A） もう少し講座を受講したかったのですが、実はよく選択の仕方がわかっていないところがありました。

（A） 研究生としても単位を認定してほしいこと

終了後も図書館を利用させていただきたいこと、是非！

（A） 研究生にも院生室に個人ごとの机を用意していただきたい。

（B） 部活だけでなく、サークルも設けてほしいです。

（C） 上越には小生のような時間の余裕と孤独な老人が沢山いると思います。他の宗教的な講習会にいくと沢山見受けます。もっ

と、「老人クラブ、介護施設」として利用できるようにしてください。

老人は良き指導者を欲しています。当校には沢山いるのですから門戸を積極的に開いて下さい。老人施設、教会、お寺、

神社等迷える老羊が沢山います。人生の目的を失った老人の指導方宜しくお願いいたします。

無記入（または、特になし、と記述） １０

[まとめ]

・特になし

・個々の提案について検討し、可能なものについては具体化を図ることが必要か？



別添資料11－２－①－１　「本学ホームページ/大学案内/地域連携・大学間連携/学内の地域連携推進体制」







別添資料11－２－①－２　「国立大学法人上越教育大学と独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構 
　　　　　　　　　　　　　　　　中央農業総合研究センターとの研究・教育に関する交流協定書」



別添資料11－２－①－３　「国立大学法人上越教育大学と独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構 
　　　　　　　　　　　　　　　　中央農業総合研究センター北陸研究センターとの研究・教育に関する覚書」



別添資料11－２－①－４　「地域貢献事業報告（総合的「学校コンサルテーション」推進事業等報告書）」







































































































別添資料11－２－①－５　「上越教育大学三十周年記念誌（抜粋）－ 第１節　地域と大学－」











別添資料11－２－①－６　「平成17年度～平成20年度地域貢献個別事業実施計画書」





















別添資料11－２－①－７　「特別支援教育フォーラム2007-2009」







別添資料11－２－②－１　「上越教育大学地域貢献事業　上越市「子どものきこえ相談室」パンフレット（平成21年度）」



別添資料11－２－②－２　「第７回　上越地域難聴児サポートシステム会議要項」



別添資料11－２－③－１　「第４回　上越地域難聴児サポートシステム構築会議資料」





� �

�������	
���
�������
��

���������������

��������� !"#$%&'()*
�+,�-�����

�������./
01*2��34�5
6�789':;�*�+,�-�����

�����<=>��?�+@�����

�������	
�������

���������

���
������������ !"����

A

B

C

D

E

�#$�%&'(�)*+,��-
���.�/
0��"����

1$234,
�5��26�7�8�9��"�
���

���
������:;���"����

���
�������<=>?@A�B���;
CD�EF�GH<�"����

CB

CF

CG

H

H

H

CD

G

CA

FIJIK

I I

L

F

CE

CL

M

CI

CC

I

I

I

D D I I

D C I C

����NOPQ�RSTU���������
VWXYFZ�[\]^_`'ab�����+cd�� �[efghi
���

�����"#j��TU�����

I

���TU��k�l!�mnopq��*
+@�����

���rs��ta�����

IJK
L M N O P


Q� ���

IJIK


Q� ������	R����

C D C

��<ST6AU���V��AW��AX�8<�
Y�����Z[��"6��

��<ST6AU��\]^_<`a���"6
��

����b�	
�5��26�7���9��"
����

L M N O P

IJIK

I I
IJIK IJIK

I I

P

���
IJK

L M N O

cdPefghi���j6Ak'lm(no

��#pqr OsMs ��#pt uuvR

JKwx M��yz�{t ||}Q~�


Q�

STwx M


�B���������� !����

AFJIK DFJIK IJIK IJIK
E C I I

D I C
FIJIK IJIK DFJIK

IJIK DFJIK DFJIK FIJIK

DFJIK
C

I C C D

IJIK
D C C I

I
IJIK IJIK
I

I

C C C I

I
FIJIK DFJIK DFJIK IJIK IJIK

DFJIK DFJIK DFJIK IJIK DFJIK IJIK

FIJIK DFJIK IJIK IJIK IJIK

C I

IJK

IJIK
C D I C

I I

I

I
DFJIK

FIJIK DFJIK IJIK DFJIK

I
DFJIK FIJIK IJIK DFJIK IJIK

I I
IJIK IJIK

I I
IJIK IJIK

C E
DFJIK AFJIK IJIK IJIK

I I

DFJIK DFJIK FIJIK IJIK
C C D I

IJIK
I I I

I I
IJIK IJIK

I

C
IJIK

I I
IJIK

E C
AFJIK DFJIK IJIK

C
IJIK DFJIK

I
DFJIK DFJIK DFJIK IJIK
C C

IJIK IJIK
C D C
DFJIK FIJIK IJIK DFJIK

I

I
AFJIK DFJIK IJIK IJIK IJIK IJIK
E C I

I
FIJIK IJIK IJIK

D C I
FIJIK DFJIK

I
IJIK

I
IJIK IJIK

I
IJIK IJIK

D

C

I I
AFJIK DFJIK IJIK IJIK
E
DFJIK

FIJIK FIJIK IJIK IJIK IJIK IJIK
D

C

I I
IJIK IJIK

I

OsMs

cdPefgQhiQQ

別添資料11－２－③－２　「平成18年度～平成20年度栽培法に関する授業アンケート」



POeN�L�N��

|}Q~��� � �

�������������A����Y��R��
�,<��6A�8���"����

���������������

�������	
���
�������
��

�������	
�������

���
������������A�
:;���
�� !"����

A

B

C

D

E

�#$�%&'(�)*+,��-
���.�/
0��"����

1$234,
�5��26�7�8�9��"��
��

���
�������<=>?@A�B���;
CD�EF�GH<�"����

CGJAK

�����"#j��TU�����

FIJIK

EEJEK

EEJEK

CF

H

H

����NOPQ�RSTU�������
��
VuvR�wxyz{��NOPQ'ab�����+cd��|�
��}~�hi���

��<ST6AU���V��AW��AX�8<�Y
������Z[��"6��

��<ST6AU��\]^_<`a���"6��

���TU��k�l!�mnopq��*+
@�����

���rs��ta�����

����b�	
�5��26�7���9��"�
���

���������

L

F

CE

CL

M

CI

CC

CD

G

I

I

I

C F I I

D

L

E D C I

IJK
L M N O P


Q� ���


Q� ������	R����

L D I

I

I I

IJK
L M N O P

IJIK IJIK

I
IJIK IJIK

IJK
L M N O

D I

cdP�fghi���j6Ak'lm(no

��#pqr ��#pt uuvR

��yz�Vt


Q�H

I

JKwx s

P

���

I
GGJAK EEJEK IJIK

CGJAK

C

STwx �


�B���������� !����

IJIK

L

D E C I

C C E
CGJAK CGJAK FIJIK

EEJEK FIJIK CGJAK IJIK

E I I

I
IJIK IJIK

I

I

C I

I

D I
FIJIK IJIK IJIK IJIK IJIK

E

CGJAK CGJAK IJIK EEJEK IJIK

D C

I
GGJAK EEJEK IJIK IJIK IJIK IJIK

I I

I I
FIJIK FIJIK IJIK IJIK IJIK IJIK

E E I

I C
FIJIK EEJEK CGJAK IJIK

I I
IJIK IJIK

IJIK CGJAK

C E
CGJAK FIJIK CGJAK IJIK

C I

C L C I

I
CGJAK GGJAK CGJAK IJIK

I I
IJIK IJIK

IJIK

C L
CGJAK GGJAK CGJAK IJIK

C I I

D C C
IJIK

I I

CGJAK CGJAK IJIK

D

IJIK EEJEK

I
IJIK IJIK

I C C
IJIK CGJAK GGJAK CGJAK

I

I
CGJAK FIJIK EEJEK IJIK IJIK IJIK

C E

BEJEK IJIK IJIK

I
IJIK IJIK

POeN�L�N��

cdP�fgQhiQQ



POeN�L�N��

|}Q~��� � �

N�P

M��

M�N

N�e

N��

c�

N��

M��

M��

c�

M��

N��

I

I

N��

c�

M�P

O��

M�P

M�P

I

IJK

��<ST6AU���V��AW��AX�
8<�Y������Z[��"6��

��<ST6AU��\]^_<`a���
"6��

���	R����

����b�	
�5��26�7���9
��"����

A


Q�

E

�#$�%&'(�)*+�����-�,�
�-
���.�/0��"����
�XQ� ¡¢,�������£z���¤¥
�¦m§¨©�
6�

L

CD

M

CI

CC

H

1$234,
�5��26�7�8�9�
�"����
�XQ� ¡¢,�������£z���¤¥
�¦m§¨©�
6�

���
�������<=>?@A�B�
��;CD�EF�GH<�"����

�������������A����Y�
�R���,<��6A�8���"����

CF

CE

CL

B

D

H

H

G

L

F

C

E

LLJLK

����NOPQ�RSTU�����
����
Vuv�wxyz���NOPQ'ab�����+cd
��|���}~�hi���

�����"#j��TU�����

E���������������

�������	
���
�����
����

FFJGK

D

I

I

IJIK

I C
CCJCK

���TU��k�l!�mnopq�
�*+@�����

���rs��ta�����

�������	
�������

���������

EEJEK

E

EEJEK

DDJDK

I

L C L I

D

IJK
L M N O P


Q� ���

IJIK IJIK

E I
IJIK IJIK

JKwx �

P

���

N O

LLJLK DDJDK

I
IJIK IJIK

IJK

EEJEK

��#pqr ��#pt uuvR

IJIK

��yz�Vt


Q�

STwx P�


�B���������� !����
L

E I

DG
IJIK

cdO�fghi���j6Ak'lm(no

M

L D���
������������A�
:;
����� !"����

L D E I

I C
CCJCK DDJDKGGJAK

LLJLK DDJDK EEJEK IJIK

D E IL

I
IJIK IJIK

I

I

E I

I

P

LLJLK DDJDK EEJEK IJIK

E I

���

M N

IJIK

IJIK

EEJEK EEJEK

I I

IJIK EEJEK IJIK

O

EEJEK EEJEK EEJEK IJIK IJIK

IE E

I

I

DDJDK

LLJLK CCJCK LLJLK IJIK

D E L

IJIK

L C L

IJIK

I II

EEJEK LLJLK IJIK

DDJDK IJIK

LD I
LLJLK

I

IJIK IJIK

IJIK IJIK

I

I

D

EEJEK

I
IJIK IJIK

D

F I
IJIKDDJDK

C I
IJIK

I

C C L
DDJDK

E E

CCJCK CCJCK LLJLK IJIK

D

CCJCK DDJDK

C
IJIK CCJCK

E D I
EEJEK DDJDK EEJEK IJIK

I
FFJGK DDJDK DDJDK IJIK IJIK IJIK

F D I

I
CCJCK LLJLK IJIK

I
IJIK IJIK

POeN�L�N��

cdO�fgQhiQQ



 

    ○国立大学法人上越教育大学学則（抜粋） 

 

 

      第５章  雑則 

    第１節  科目等履修生，特別聴講学生，特別研究学生，研究生及び外国 

      人留学生 

  （科目等履修生） 

第８４条  本学において，特定の授業科目の履修を志願する者があるときは，大学の教

育に支障のない場合に限り，選考の上，科目等履修生として入学を許可することがあ

る。 

２  科目等履修生に関し必要な事項は，別に定める。 

  （特別聴講学生） 

第８５条  他の大学，短期大学又は大学院（外国の大学，短期大学又は大学院を含む。） 

  の学生で，本学において特定の授業科目を履修することを志願する者があるときは，

当該大学等との協議に基づき，特別聴講学生として入学を許可することがある。 

２  特別聴講学生に関し必要な事項は，別に定める。 

  （特別研究学生） 

第８６条  他の大学院（外国の大学院を含む。）の学生で，本学の大学院において研究

指導を受けることを志願する者があるときは，当該大学院との協議に基づき，特別研

究学生として入学を許可することがある。 

２  特別研究学生に関し必要な事項は，別に定める。 

  （研究生） 

第８７条  本学において特定の専門事項について研究することを志願する者があるとき

は，大学の教育に支障のない場合に限り，選考の上，研究生として入学を許可するこ

とがある。 

２  研究生に関し必要な事項は，別に定める。 

  （外国人留学生） 

第８８条  外国人で，大学において教育を受ける目的をもって入国し，本学に入学を志

願する者があるときは，選考の上，外国人留学生として入学を許可することがある。 

２  外国人留学生に関し必要な事項は，別に定める。 

別添資料11－３－①－１　「 国立大学法人上越教育大学学則（抜粋）」



 

    ○上越教育大学私学研修員，専修学校研 

     修員，公立高等専門学校研修員，公立 

     大学研修員及び教員研修センター研修 

     員受入規程 

 

                                                     平成 16 年４月１日 

                                                規 程 第 8 1 号         

 

   上越教育大学私学研修員，専修学校研修員，公立高等専門学校研修員，公立 

      大学研修員及び教員研修センター研修員受入規程 

  （趣旨）                                                                     

第１条 この規程は，上越教育大学（以下「本学」という。）に私立学校，専修学校，

公立高等専門学校，公立大学又は教員研修センターの教職員を私学研修員，専修学校

研修員，公立高等専門学校研修員，公立大学研修員又は教員研修センター研修員（以

下「研修員」という。）として受け入れる場合の取扱いについて必要な事項を定める。 

  （受入手続）                                                          

第２条  研修員の受入れは，私学研修員にあっては財団法人私学研修福祉会理事長，専

修学校研修員にあっては財団法人専修学校教育振興会理事長，公立高等専門学校研修

員にあっては当該研修員を派遣しようとする学校長，公立大学研修員にあっては当該

研修員を派遣しようとする大学長，教員研修センター研修員にあっては独立行政法人

教員研修センター理事長の申請に基づいて行う。   

２ 前項の申請には，次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 

  (1) 研修員派遣申請書（別記第１号様式）                           

  (2) 履歴書（写真添付）                                                        

  （受入許可）                                                                 

第３条 学長は，前条の手続を完了した者について，教育研究に支障のない範囲内にお

いて，教授会の議を経て受入れを許可するものとする。                           

 （研究方法）                                                                 

第４条 研修員は，本学の施設，設備及び備品（以下「施設等」という。）を利用し，

本学指導教員の指導の下に研究に従事するものとする。                          

  （研究期間）                                                                 

第５条  研修員の研究期間は，１年とし，４月１日から翌年３月 31 日までとする。ただ

し，研究期間中において研究上の都合その他特別の事情が生じた場合には，その期間

内において研究期間を６か月又は３か月に短縮することができる。               

２  前項の規定にかかわらず，特別の事情がある場合には，研究期間を６か月又は３か 

月とすることができる。                              

別添資料11－３－①－２　「上越教育大学私学研修員，専修学校研修員，公立高等専門学校研修員， 
　　　　　　　　　　　　　　　　公立大学研修員及び教員研修センター研修員受入規程（各種様式は省略）」
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  （研究料）                                                                   

第６条  研修員の研究料の額は，別に定める。                       

２  既納の研究料は，還付しない。  

  （報告書） 

第７条  研修員は，研究が終了したときは，別記第２号様式の研修員終了報告書により

学長に報告するものとする。 

  （研究証明書の交付）                                                         

第８条  研修員がその研究期間を終了し，研究証明書の交付を受けようとするときは，

学長に願い出なければならない。                                

２  学長は，前項による願い出があったときは，所期の成果をあげたものと認められた

者に対し，研究証明書を交付することができる。                  

  （損害賠償）                                                                 

第９条  研修員が研究期間中において故意又は重大な過失により本学の施設等を汚損

し，損傷し，又は紛失したときは，その原状回復に要する費用を弁償しなければなら

ない。 

 （研究の取消）                                                               

第１０条  学長は，疾病その他特別の事由により研究を継続することが不適当と認めら

れる者に対し，教授会の議を経て研究の許可を取り消すことができる。 

  （細則） 

第１１条  この規程に定めるもののほか，研修員に関し必要な事項は，学長が別に定め

る。 

    附 則                                                                   

 この規程は，平成 16 年４月１日から施行する。         



 

    ○上越教育大学科目等履修生規則 

 

                                                     平成 16 年４月１日 

                                                規 則 第 1 8 号         

 

                                               改正 平成 19 年１月 24 日規則第３号 

                                               改正 平成 19 年 11 月 19 日規則第 16 号 

 

 

    上越教育大学科目等履修生規則 

 （趣旨） 

第１条  この規則は，国立大学法人上越教育大学学則（平成 16 年学則第１号）第 84 条

第２項の規定に基づき，上越教育大学（以下「本学」という。）の科目等履修生に関

し必要 な事項を定める。 

  （入学の時期） 

第２条  科目等履修生の入学の時期は，学年又は学期の始めとする。 

  （入学資格） 

第３条  学校教育学部（以下「学部」という。）の科目等履修生として入学することが

できる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。 

  (1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者 

  (2) 通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者 

  (3) 本学において前２号に定める者に準ずる学力があると認められる者 

２  大学院学校教育研究科（以下「大学院」という。）の科目等履修生として入学する

ことができる者は，大学を卒業した者又は本学においてこれに準ずる学力があると認

められる者とする。 

  （入学の出願） 

第４条  科目等履修生として入学を志願する者は，次の各号に掲げる書類に検定料を添

えて，学長に願い出なければならない。 

  (1) 入学願書（本学所定のもの） 

  (2) 履歴書 

  (3) 最終出身校の卒業証明書又は修了証明書及び成績証明書 

  (4) 在職中の者は，所属する機関等の長の承諾書 

  （入学者の選考） 

第５条  前条の入学志願者については，学力検査，その他の方法により選考を行う。 

  （入学の許可） 

第６条  前条の選考の結果に基づいて合格の通知を受けた者は，所定の入学手続を行う

とともに，入学料を納付しなければならない。 

２  学長は，前項の手続を完了した者に入学を許可する。 
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  （履修期間） 

第７条  履修期間は，入学を許可された年度内とする。 

  （単位の授与） 

第８条  履修した授業科目については，願い出によって試験を実施の上，合格者には所

定の単位を与える。 

２  前項により授与された単位については，本人の請求により単位修得証明書を交付す

る。 

  （退学） 

第９条  科目等履修生が退学しようとするときは，学長の許可を受けなければならない。 

  （検定料，入学料及び授業料等） 

第１０条  検定料，入学料及び授業料の額並びに徴収方法等は，国立大学法人上越教育

大学における授業料その他の費用に関する規程（平成 16 年規程第 65 号）に定めると

ころによる。 

２ 実験，実習等に要する費用は，科目等履修生の負担とすることがある。 

  （細則） 

第１１条  この規則に定めるもののほか，科目等履修生に関し必要な事項は，学長が別

に定める。 

    附 則 

１  この規則は，平成 16 年４月１日から施行する。         

２ この規則の施行日の前日において，上越教育大学の科目等履修生である者で，施行

日前に，施行日以後引き続き科目等履修生として履修期間の延長を許可された者は，

施行後の上越教育大学科目等履修生規則を適用する。 

    附 則 

  この規則は，平成 19 年１月 24 日から施行する。         

    附 則 

  この規則は，平成 19 年 11 月 19 日から施行する。         

 



 

    ○上越教育大学科目等履修生取扱細則 

 

                                                     平成 16 年４月１日 

                                                細 則 第 2 0 号         

 

                                                改正 平成 19 年１月 24 日細則第２号 

                                                改正 平成 20 年３月 21 日細則第 16 号 

 

    上越教育大学科目等履修生取扱細則                  

  （趣旨） 

第１条 この細則は，上越教育大学科目等履修生規則（平成 16 年規則第 18 号）第 11

条の規定に基づき，科目等履修生の取扱いについて必要な事項を定める。 

  （受入人数） 

第２条 一の授業科目について受け入れる科目等履修生の人数は，各授業科目の授業方

法，施設・設備等を考慮して，当該授業担当教員が決定する。 

  （出願期間） 

第３条 科目等履修生として入学を志願する者（以下「志願者」という。）の出願期間

は，別に定める。 

  （入学者の選考） 

第４条 入学者の選考は，志願者が履修を希望する授業科目の担当教員による書類審査

及び面接（必要がある場合は，実技検査）によるものとする。 

２ 学長は，前項の選考の結果に基づき，教務委員会の議を経て合格の決定を行う。 

  （履修の範囲） 

第５条 科目等履修生が履修できる授業単位数は，年間 28 単位以内とする。 

２ 科目等履修生には，学部の教育実習に係る授業科目の履修を認めないものとする。

ただし，当該科目等履修生が上越教育大学（以下「本学」という。）の大学院学生の

身分を有する者は，この限りでない。 

３ 前項ただし書きの教育実習の履修については，上越教育大学教育実習履修取扱細則

（平成 19 年細則第 15 号）第６条の規定によるものとする。 

  （授業科目の追加等） 

第６条 学年の始めに科目等履修生として入学した者が，後期から新たに授業科目を追

加して履修する場合は，第３条に規定する出願期間において願い出るものとする。 

２ 授業科目の開講時期が前期から後期の変更により履修する場合は，その都度願い出

を提出させるものとする。 

３ 学長は，前２項の願い出に基づき，教務委員会の議を経て授業科目の追加又は履修

の変更を行うことができる。 

  （授業科目の取消） 

第７条 科目等履修生の申出により履修する授業科目を取り消す場合は，当該授業科目
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の授業開始後１か月までとする。この場合，集中講義形態の授業科目は，授業開始前

までとする。 

２ 学長は，前項の申出に基づき，教務委員会の議を経て授業科目の取消しを行うこと

ができる。 

 （入学願書等の様式） 

第８条 科目等履修生に係る入学願書，入学許可書，履修科目追加願，履修科目取消願， 

履修科目変更許可書及び単位修得証明書の様式は，別記第１号様式から別記第６号様

式までのとおりとする。 

  （その他） 

第９条  この細則に定めるもののほか，この細則の実施に関し必要な事項は，学長が別

に定める。 

      附 則 

１ この細則は，平成 16 年４月１日から施行する。                           

２ この細則の施行日の前日において，科目等履修生である者で，施行日前に，施行日

以後引き続き科目等履修生として履修期間の延長を許可された者は，上越教育大学科

目等履修生取扱細則（平成 10 年細則第６号）第４条の規定にかかわらず，施行後の上

越教育大学科目等履修生細則を適用する。 

      附 則 

 この細則は，平成 19 年１月 24 日から施行する。                           

     附 則 

 この細則は，平成 20 年４月１日から施行する。 

 



 

    ○上越教育大学外国人留学生規則       

 

                                                     平成 16 年４月１日 

                                                規 則 第 2 2 号         

 

   上越教育大学外国人留学生規則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は，国立大学法人上越教育大学学則（平成 16 年学則第１号。以下「学

則」という。）第 88 条第２項の規定に基づき，上越教育大学（以下「本学」という。）

の外国人留学生に関し必要な事項を定める。 

  （種類） 

第２条  本学が受入れる外国人留学生の種類は，学部学生，大学院学生，科目等履修生， 

  特別聴講学生，特別研究学生及び研究生とする。 

 （入学の時期） 

第３条 外国人留学生の入学の時期は，学部学生及び大学院学生にあっては学年の始め

とし，科目等履修生，特別聴講学生，特別研究学生及び研究生にあっては学年又は学

期の始めとする。ただし，特別聴講学生，特別研究学生及び研究生については，特別

の事情がある場合は，この限りでない。 

 （入学資格） 

第４条 外国人留学生の入学資格は，次の各号に掲げるとおりとする。 

  (1) 学部学生  学則第 38 条の規定を適用する。 

  (2) 大学院学生  学則第 68 条の規定を適用する。 

  (3) 科目等履修生  上越教育大学科目等履修生規則（平成 16 年規則第 18 号。以下「科

目等履修生規則」という。）第３条の規定を適用する。 

  (4) 特別聴講学生  上越教育大学派遣学生及び特別聴講学生規則（平成 16 年規則第

19 号。以下「派遣学生及び特別聴講学生規則」という。）第 12 条の規定を適用す

る。 

  (5) 特別研究学生  上越教育大学派遣特別研究学生及び特別研究学生規則(平成 16 年

規則第 20 号。以下「派遣特別研究学生及び特別研究学生規則」という。）第 12 条

の規定を適用する。 

  (6) 研究生  上越教育大学研究生規則（平成 16 年規則第 21 号。以下「研究生規則」

という。）第３条の規定を適用する。 

  （入学の出願） 

第５条  外国人留学生として入学を志願する者は，入学願書（本学所定のもの）に所定

の検定料及び別に定める書類を添えて，学長に願い出なければならない。 

  （入学者の選考） 

第６条  前条の入学志願者については，別に定めるところにより選考を行う。 

  （入学手続及び入学許可） 
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第７条  前条の選考の結果に基づいて合格の通知を受けた者は，所定の入学手続を行う

とともに，入学料を納付しなければならない。 

２ 学長は，前項の手続を完了した者に入学を許可する。 

  （授業料等の額及び徴収方法） 

第８条  外国人留学生の検定料，入学料及び授業料（以下「授業料等」という。）の額

並びにその徴収方法は，次の各号に掲げるとおりとする。 

  (1) 学部学生及び大学院学生  学則の定めるところによる。 

  (2) 科目等履修生  科目等履修生規則の定めるところによる。 

  (3) 特別聴講学生  派遣学生及び特別聴講学生規則の定めるところによる。 

  (4) 特別研究学生  派遣特別研究学生及び特別研究学生規則の定めるところによる。 

  (5) 研究生  研究生規則の定めるところによる。 

  （国費外国人留学生の授業料等） 

第９条  国費外国人留学生制度実施要項（昭和 29 年３月 31 日文部大臣裁定）に基づく

国費外国人留学生については，授業料等を徴収しない。 

  （大学間交流協定に基づく外国人留学生の授業料等） 

第１０条  大学間交流協定に基づいて入学する外国人留学生については，授業料等を徴

収しない。ただし，学部学生及び大学院学生は除くものとする。 

  （既納の授業料等） 

第１１条  既納の授業料等は，還付しない。 

  （規則等の適用） 

第１２条  外国人留学生については，この規則に定めるもののほか，学則及びその他の

学内規則等を適用する。 

  （細則） 

第１３条  この規則に定めるもののほか，外国人留学生に関し必要な事項は，学長が別

に定める。 

    附 則 

１ この規則は，平成 16 年４月１日から施行する。 

２  この規則の施行日の前日において，研究生である者で，施行日前に，施行日以後引

き続き研究生として研究期間の延長を許可された者は，上越教育大学研究生規則（昭

和 58 年規則第９号）及び上越教育大学外国人留学生規則（平成２年規則第１号）の規

定にかかわらず，この規則の施行日において，本学の研究生となる。 

 



 

    ○国立大学法人上越教育大学学則（抜粋） 

 

 

  （資格の取得） 

第６０条  学部において取得することができる教員の免許状の種類は，次のとおりとす 

  る。 

 幼稚園教諭一種免許状 

    小学校教諭一種免許状 

    中学校教諭一種免許状（国語，社会，数学，理科，音楽，美術，保健体育，保健， 

  技術，家庭，英語） 

    高等学校教諭一種免許状（国語，地理歴史，公民，数学，理科，音楽，美術，工芸， 

    保健体育，保健，家庭，情報，英語） 

２  前項の免許状を取得しようとする者は，教育職員免許法（昭和 24 年法律第 147 号）

及び教育職員免許法施行規則（昭和 29 年文部省令第 26 号）に定める所要の単位を修

得しなければならない。 

３  第１項の免許状のうち，小学校又は中学校の教員の普通免許状を取得しようとする

者は，小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関

する法律（平成９年法律第 90 号）及び小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係

る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則（平成９年文部省令第 40 号）に定め

る介護等の体験を行わなければならない。 

 

  （資格の取得） 

第８１条  修士課程及び専門職学位課程において取得することができる教員の免許状の

種類は，次のとおりとする。 

  (1) 修士課程 

   ア 学校教育専攻 

       幼稚園教諭専修免許状 

       小学校教諭専修免許状 

       中学校教諭専修免許状（国語，社会，数学，理科，音楽，美術，保健体育，保

健，技術，家庭，職業，職業指導，英語，ドイツ語，フランス語，宗教） 

       高等学校教諭専修免許状（国語，地理歴史，公民，数学，理科，音楽，美術，

工芸，書道，保健体育，保健，看護，家庭，情報，農業，工業，商業，水産，

福祉，商船，職業指導，英語，ドイツ語，フランス語，宗教） 

    特別支援学校教諭専修免許状 

       特別支援学校教諭一種免許状 

   イ 教科・領域教育専攻 

       幼稚園教諭専修免許状 

       小学校教諭専修免許状 
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       中学校教諭専修免許状（国語，社会，数学，理科，音楽，美術，保健体育，保

健，技術，家庭，英語） 

       高等学校教諭専修免許状（国語，地理歴史，公民，数学，理科，音楽，美術，

工芸，保健体育，保健，家庭，工業，英語） 

        養護教諭専修免許状 

       栄養教諭専修免許状 

  (2) 専門職学位課程 

    教育実践高度化専攻 

      幼稚園教諭専修免許状 

      小学校教諭専修免許状 

      中学校教諭専修免許状（国語，社会，数学，理科，音楽，美術，保健体育，保健， 

     技術，家庭，職業，職業指導，英語，ドイツ語，フランス語，宗教） 

      高等学校教諭専修免許状（国語，地理歴史，公民，数学，理科，音楽，美術，工

芸，書道，保健体育，保健，看護，家庭，情報，農業，工業，商業，水産，福祉，

商船，職業指導，英語，ドイツ語，フランス語，宗教） 

２  前項の免許状を取得しようとする者は，教育職員免許法及び教育職員免許法施行規

則に定める所要の単位を修得しなければならない。 



 

    ○上越教育大学研究生規則       

 

                                                     平成 16 年４月１日 

                                                規 則 第 2 1 号         

 

                                               改正 平成 19 年１月 24 日規則第６号 

                                               改正 平成 19 年 11 月 19 日規則第 16 号 

                                               改正 平成 20 年３月 21 日規則第９号 

 

    上越教育大学研究生規則 

  （趣旨） 

第１条  この規則は，国立大学法人上越教育大学学則（平成 16 年学則第１号。以下「学

則」という。）第 87 条第２項の規定に基づき，上越教育大学（以下「本学」という。）

の研究生に関し必要な事項を定める。 

  （入学の時期） 

第２条  研究生の入学の時期は，学年又は学期の始めとする。ただし，特別の事情があ

る場合は，この限りでない。 

  （入学資格） 

第３条  研究生として入学することができる者は，大学を卒業した者又は本学において 

これに準ずる学力があると認められる者とする。 

  （入学の出願） 

第４条  研究生として入学を志願する者は，次の各号に掲げる書類に検定料を添えて，

学長に願い出なければならない。 

  (1) 入学願書（本学所定のもの） 

  (2) 履歴書 

  (3) 最終出身校の卒業証明書又は修了証明書及び成績証明書 

  (4) 在職中の者は，所属する機関等の長の承諾書 

２  前項の規定にかかわらず，現職教育のため任命権者の命により派遣される教職員に 

ついては，前項第３号及び第４号に掲げる書類に代えて，任命権者の推薦書を提出す

るものとする。 

  （入学者の選考） 

第５条  前条の入学志願者については，研究発表その他の業績等を審査して選考を行う。 

  （入学の許可） 

第６条  前条の選考の結果に基づいて合格の通知を受けた者は，所定の入学手続を行う 

とともに，入学料を納付しなければならない。 

２  学長は，前項の手続を完了した者に入学を許可する。 

  （研究期間） 

第７条  研究期間は，１年以内とする。ただし，国費外国人留学生及び外国政府派遣留
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学生の研究期間は，２年以内とする。 

２  引き続き研究を希望する者は，通算２年の範囲内で，許可を得て研究期間を延長す

ることができる。 

３ 研究成果の達成により研究期間の短縮を希望する者は，許可を得なければならない。 

  （指導教員等） 

第８条  学長は，研究課題に応じて，研究生の指導教員を指定する。 

２  研究生は，特定の研究課題について指導教員の指導を受けるほか，指導教員及び授

業担当教員の承認を得て，当該研究に関連のある授業を履修することができる。ただ

し，単位を修得することはできない。 

３  研究生は，指導教員及び各施設管理者の承認を得て，学内の諸施設及び諸設備を使

用することができる。 

４  研究生が，単位を修得しようとするときは，併せて科目等履修生として入学しなけ

ればならない。 

 （研究の修了） 

第９条  研究生が所定の期間在学し，研究を修了したときは，研究成果の概要等を記載

した研究修了届を，指導教員を経て，学長に提出しなければならない。 

 （証明書） 

第１０条  学長は，研究修了者から申出があったときは，研究証明書を交付する。 

 （退学） 

第１１条 研究生が退学しようとするときは，学長の許可を受けなければならない。 

 （除籍） 

第１２条 学長は，研究生として適当でないと認められる者について，教務委員会の議

を経て，除籍することができる。 

  （検定料，入学料及び授業料等） 

第１３条  検定料，入学料及び授業料の額並びに徴収方法等は，国立大学法人上越教育

大学における授業料その他の費用に関する規程（平成 16 年規程第 65 号）に定めると

ころによる。 

２ 実験，実習等に要する費用は，研究生の負担とすることがある。 

  （検定料，入学料及び授業料の不徴収） 

第１４条  大学間交流協定に基づいて入学する外国人留学生及び現職教育のため，任命

権者の命により派遣される教職員については，検定料，入学料及び授業料を徴収しな

い。 

  （現職教育のために派遣される者の授業料等） 

第１５条  現職教育のため，任命権者の命により派遣される教職員については，検定料， 

  入学料及び授業料を徴収しない。 

  （細則） 

第１６条  この規則に定めるもののほか，研究生に関し必要な事項は，学長が別に定め

る。 

    附 則 

１  この規則は，平成 16 年４月１日から施行する。          



２ この規則の施行日の前日において，研究生である者で，施行日前に，施行日以後引

き続き研究生として研究期間を許可された者は，施行後の上越教育大学研究生規則を

適用する。 

    附 則 

  この規則は，平成 19 年１月 24 日から施行する。 

    附 則 

  この規則は，平成 19 年 11 月 19 日から施行する。 

    附 則 

  この規則は，平成 20 年４月１日から施行する。 



 

    ○上越教育大学研究生取扱細則 

 

                                                     平成 16 年４月１日 

                                                細 則 第 2 3 号         

 

                                                改正 平成 19 年１月 24 日細則第３号 

                                                改正 平成 20 年３月 21 日細則第 10 号 

 

   上越教育大学研究生取扱細則                     

  （趣旨） 

第１条 この細則は，上越教育大学研究生規則（平成 16 年規則第 21 号。以下「規則」

という。）第 16 条の規定に基づき，研究生の取扱いについて必要な事項を定める。 

  （入学の時期） 

第２条 規則第２条ただし書に定める「特別の事情がある場合」とは，大学間交流協定

に基づく外国人留学生及び現職教育のため任命権者から派遣される教職員（以下「外

国人留学生及び教職員」という。）が入学する場合をいう。 

  （出願期間等） 

第３条 研究生として入学を志願する者（以下「志願者」という。）の出願期間は，別

に定める。ただし，外国人留学生及び教職員が出願する場合にあっては，この限りで

ない。 

２ 志願者は，出願前に研究指導を希望する教員（以下「研究指導予定教員」という。） 

の内諾を得るものとする。 

  （入学者の選考） 

第４条 入学者の選考は，研究指導予定教員による書類審査（必要がある場合は，面接

又は実技検査）によるものとする。 

２ 学長は，前項の選考の結果に基づき，教務委員会の議を経て合格の決定を行う。 

  （研究期間の延長） 

第５条 研究期間の延長又は短縮を希望する者は，研究期間変更願を提出するものとし， 

在職中の教職員にあっては，所属する機関等の長の承諾書を併せて提出するものとす

る。 

 （退学） 

第６条 退学を希望する者は，退学願を学長に提出しなければならない。 

  （入学願書等の様式） 

第７条 研究生に係る入学願書，入学許可書，研究期間変更願，研究期間変更許可書，

研究修了届，研究証明書及び研究生退学願の様式は，別記第１号様式から別記第７号

様式までのとおりとする。 

  （その他） 

第８条  この細則に定めるもののほか，この細則の実施に関し必要な事項は，学長が別
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に定める。 

   附 則 

１ この細則は，平成 16 年４月１日から施行する。                           

２ この細則の施行日の前日において，研究生である者で，施行日前に，施行日以後引

き続き研究生として研究期間を許可された者は，上越教育大学研究生取扱細則（平成

10 年細則第９号）の規定にかかわらず，施行後の上越教育大学研究生細則を適用する。 

   附 則 

 この細則は，平成 19 年１月 24 日から施行する。                           

   附 則 

 この細則は，平成 20 年４月１日から施行する。 



 

    ○上越教育大学派遣学生及び特別聴講学 

     生規則       

 

                                                     平成 16 年４月１日 

                                                規 則 第 1 9 号         

 

                                                改正 平成 19 年１月 24 日規則第４号 

                                                改正 平成 20 年３月 21 日規則第９号 

 

   上越教育大学派遣学生及び特別聴講学生規則 

    第１章 総則 

  （趣旨） 

第１条 この規則は，国立大学法人上越教育大学学則（平成 16 年学則第１号。以下「学

則」という。）第 47 条，第 55 条，第 72 条及び第 77 条の規定に基づき，他の大学，

短期大学又は大学院（外国の大学，短期大学又は大学院を含む。以下「他大学等」と

いう。）において授業科目を履修しようとする者（以下「派遣学生」という。）及び

学則第 85 条第２項の規定に基づき，他大学等の学生で，上越教育大学（以下「本学」

という。）の授業科目を履修しようとする者（以下「特別聴講学生」という。）に関

し必要な事項を定める。 

  （他大学等との協議） 

第２条 学則第 47 条，第 72 条及び第 85 条に規定する本学と他大学等との協議は，次の

各号に掲げる事項について，教授会の議を経て，学長が行う。ただし，やむを得ない

事情により，外国の大学，短期大学又は大学院（以下「外国の大学等」という。）と

事前の協議を行うことが困難な場合には，これを欠くことができる。 

  (1) 授業科目の範囲 

  (2) 学生数 

  (3) 単位の認定方法 

  (4) 履修期間 

  (5) その他必要な事項 

    第２章 派遣学生 

 （派遣の出願） 

第３条 派遣学生として他大学等の授業科目を履修しようとする者は，別に定める派遣

学生願をクラス担当教員，専門セミナー担当教員又はアドバイザーの同意を得て，学

長に提出しなければならない。 

  （派遣の許可） 

第４条 学長は，第２条に規定する協議の結果に基づき，派遣を許可する。 

  （派遣の期間） 
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第５条 他大学等における履修期間は，入学を許可された年度内とする。ただし，やむ

を得ない事情があると認められるときは，他大学等との協議に基づき，学長は，通算

２年の範囲内で，履修期間の延長を許可することができる。 

２ 前項ただし書の規定にかかわらず，学部３年次生及び４年次生並びに大学院学生の

履修期間は，１年以内とする。         

  （修業年限等及び在学年限の取扱い） 

第６条 派遣学生としての履修期間は，学則第 34 条又は第 66 条に規定する修業年限又

は標準修業年限及び学則第 36 条又は第 67 条に規定する在学年限に算入する。 

  （履修報告書等の提出） 

第７条 派遣学生は，他大学等における履修が終了したときは，直ちに（外国の大学等

で履修した者にあっては，帰国の日から１月以内）派遣学生履修報告書及び他大学等

の長が交付する学業成績証明書を，学長に提出しなければならない。 

 （単位の認定） 

第８条 派遣学生が他大学等において履修により修得した単位は，前条に規定する派遣

学生履修報告書及び学業成績証明書に基づき，学則第 47 条及び第 72 条の規定により，

本学において修得したものとみなすことができる。 

  （授業料） 

第９条 派遣学生は，他大学等において履修している期間中も，本学の学生としての授

業料を納付するものとする。 

 （派遣許可の取消し） 

第１０条 学長は，派遣学生が次の各号のいずれかに該当するときは，教授会の議を経

て，当該他大学等と協議の上，派遣の許可を取り消すことができる。 

  (1) 履修の見込みがないと認められるとき。 

  (2) 本学又は当該他大学等の規則等に違反し，又はその本分に反する行為があると認

められるとき。  

  (3) その他派遣の趣旨に反する行為等があると認められるとき。 

    第３章 特別聴講学生 

  （入学の時期） 

第１１条 特別聴講学生の入学の時期は，学年又は学期の始めとする。ただし，特別の

事情がある場合は，この限りでない。     

 （入学資格） 

第１２条 特別聴講学生の入学資格は，他大学等に在学する者で，本学と所属する他大

学等との協議に基づき，特定の授業科目の聴講が教育上有益と認められるものとする。 

 （入学の出願） 

第１３条 特別聴講学生として入学を志願する者は，次の各号に掲げる書類を所属する

他大学等を通じて，学長に願い出なければならない。 

  (1) 入学願書（本学所定のもの） 

  (2) 所属する他大学等の成績証明書 

  (3) 所属する他大学等の長の推薦書 

  （入学の許可） 



第１４条 学長は，第２条に規定する協議の結果に基づき，入学を許可する。 

  （履修期間） 

第１５条 履修期間は，学生の所属する他大学等との協議に基づく期間とする。 

  （単位の授与） 

第１６条 履修した授業科目については，願い出によって試験を実施の上，合格者には

所定の単位を与える。 

２ 前項により授与された単位については，本人から申出があったときは，単位修得証

明書を交付する。 

  （検定料，入学料及び授業料等） 

第１７条 特別聴講学生に係る検定料及び入学料は，徴収しない。 

２ 授業料については，特別聴講学生が国立の大学，短期大学又は大学院の学生である

ときは，徴収しないものとし，公立又は私立の大学等の学生であるときは，別に定め

る額を徴収するものとする。 

３ 特別聴講学生が公立又は私立の大学等の学生で，大学間相互単位互換協定に基づい

て入学するときの授業料については，前項の規定にかかわらず，徴収しない。 

４ 特別聴講学生の授業料は，入学を許可された学年又は学期の始めの月に入学を許可

された当該年度内の授業料の額の総額を徴収するものとする。 

５ 大学間交流協定に基づいて入学する外国人留学生については，検定料，入学料及び

授業料を徴収しない。 

６ 実験・実習に要する費用は，特別聴講学生の負担とすることがある。 

  （既納の授業料） 

第１８条 既納の授業料は，還付しない。   

２ 特別聴講学生が在学中に履修する授業科目の取消を認められた場合における授業料

の差額は，前項の規定にかかわらず，還付するものとする。 

  （受入許可の取消し） 

第１９条 学長は，特別聴講学生が次の各号のいずれかに該当するときは，教授会の議

を経て，当該他大学等と協議の上，受入れの許可を取り消すことができる。 

  (1) 履修の見込みがないと認められるとき。 

  (2) 本学の規則等に違反し，又はその本分に反する行為があると認められるとき。 

  (3) その他受入れの趣旨に反する行為等があると認められるとき。        

    第４章 雑則 

 （細則） 

第２０条 この規則に定めるもののほか，派遣学生及び特別聴講学生に関し必要な事項

は，学長が別に定める。 

    附 則 

  この規則は，平成 16 年４月１日から施行する。 

    附 則 

  この規則は，平成 19 年１月 24 日から施行する。 

    附 則 

  この規則は，平成 20 年４月１日から施行する。 



 

    ○上越教育大学派遣学生及び特別聴講学 

      生取扱細則 

 

                                                     平成 16 年４月１日 

                                                細 則 第 2 1 号         

 

                                                改正 平成 20 年３月 21 日細則第８号 

 

    上越教育大学派遣学生及び特別聴講学生取扱細則            

      第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 この細則は，上越教育大学派遣学生及び特別聴講学生規則（平成 16 年規則第

19 号。以下「規則」という。）第 21 条の規定に基づき，派遣学生及び特別聴講学生

の取扱いについて必要な事項を定める。ただし，申請，報告等の取扱い及び書式につ

いては，他大学等の定めがある場合は，それによることができるものとする。 

     第２章 派遣学生 

  （派遣の出願期間） 

第２条 派遣学生として出願を希望する者の出願期間は，他大学等の定める期間とする。 

 （派遣の出願書類の様式） 

第３条 派遣学生に係る派遣学生願の様式は，別記第１号様式のとおりとする。 

 （派遣の許可） 

第４条 学長は，教授会の議を経て派遣を許可する。 

  （履修報告書の様式） 

第５条 派遣学生の他大学等における履修の終了に係る履修報告書は，別記第２号様式

のとおりとする。 

      第３章 特別聴講学生 

  （入学の時期） 

第６条 規則第 11 条ただし書に定める「特別の事情がある場合」とは，大学間交流協定

に基づく外国人留学生を受け入れる場合等をいう。 

  （出願期間） 

第７条 特別聴講学生として入学を志願する者（以下「志願者」という。）の出願期間

は，別に定める。 

  （入学の許可） 

第８条 入学の許可に当たっては，志願者が聴講を希望する授業科目の担当教員による

書類審査（必要がある場合は，面接又は実技検査）を行うものとする。 

２ 学長は，前項の審査の結果に基づき，教授会の議を経て入学を許可する。 

  （聴講の範囲） 
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第９条 特別聴講学生には，学部の教育実習に係る授業科目の履修を認めないものとす

る。 

  （入学願書等の様式） 

第１０条 特別聴講学生に係る入学願書，入学許可書及び単位修得証明書の様式は，別

記第３号様式から別記第５号様式までのとおりとする。 

  （その他） 

第１１条  この細則に定めるもののほか，この細則の実施に関し必要な事項は，学長が

別に定める。 

   附 則 

 この細則は，平成 16 年４月１日から施行する。                                

   附 則 

  この細則は，平成 20 年４月１日から施行する。 



 

    ○上越教育大学派遣特別研究学生及び特 

     別研究学生規則       

 

                                                     平成 16 年４月１日 

                                                規 則 第 2 0 号         

 

                                                改正 平成 19 年１月 24 日規則第５号 

                                                改正 平成 20 年３月 21 日規則第９号 

 

   上越教育大学派遣特別研究学生及び特別研究学生規則 

    第１章 総則 

  （趣旨） 

第１条 この規則は，国立大学法人上越教育大学学則（平成 16 年学則第１号。以下「学

則」という。）第 73 条の規定に基づき，他の大学院又は研究所等（外国の大学院等を

含む。以下「他大学院等」という。）において研究指導を受けようとする者（以下「派

遣特別研究学生」という。）及び学則第 86 条第２項の規定に基づき，他の大学院（外

国の大学院を含む。以下同じ。）の学生で，上越教育大学（以下「本学」という。）

の大学院修士課程において研究指導を受けようとする者（以下「特別研究学生」とい

う。）に関し必要な事項を定める。   

  （他大学院等との協議） 

第２条 学則第 73 条及び第 86 条に規定する本学と他大学院等との協議は，研究指導計

画その他これに関連する必要事項について，教授会の議を経て，学長が行う。 

    第２章 派遣特別研究学生 

 （派遣の出願） 

第３条 派遣特別研究学生として他大学院等の研究指導を受けようとする者は，次の各

号に掲げる書類を指導教員の同意を得て，学長に提出しなければならない。 

  (1) 派遣特別研究学生願（本学所定のもの） 

  (2) 派遣特別研究学生略歴（本学所定のもの） 

  (3) 派遣先担当教員（担当者）略歴及び研究業績概要（本学所定のもの） 

  （派遣の許可） 

第４条 学長は，第２条に規定する協議の結果に基づき，派遣を許可する。  

  （派遣の期間） 

第５条 他大学院等において研究指導を受ける期間は，１年以内とする。 

 （在学期間の取扱い） 

第６条 派遣特別研究学生として研究指導を受けた期間は，本学の在学期間に含めるも

のとする。 

  （研究終了報告書等の提出） 
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第７条 派遣特別研究学生は，他大学院等における研究指導が終了したときは，直ちに 

  （外国の大学院等で研究した者にあっては，帰国の日から１月以内）派遣特別研究学

生研究終了報告書及び他大学院等の長が交付する派遣特別研究学生研究指導報告書

を，学長に提出しなければならない。 

 （研究指導の認定） 

第８条 派遣特別研究学生が他大学院等において受けた研究指導は，前条に規定する派

遣特別研究学生研究終了報告書及び派遣特別研究学生研究指導報告書により，本学に

おける課程の修了に必要な研究指導の一部として認定することができる。 

  （授業料） 

第９条 派遣特別研究学生は，他大学院等で研究指導を受けている期間中も，本学の学

生としての授業料を納付するものとする。 

  （派遣の許可の取消し） 

第１０条 学長は，派遣特別研究学生が次の各号のいずれか該当するときは，教授会の

議を経て，当該他大学院等との協議の上，派遣の許可を取り消すことができる。 

  (1) 研究指導計画の完了の見込みがないと認められるとき。 

  (2) 本学又は当該他大学院等の規則等に違反し，又はその本分に反する行為があると

認められるとき。  

  (3) その他派遣の趣旨に反する行為があると認められるとき。 

      第３章 特別研究学生 

 （入学の時期） 

第１１条 特別研究学生の入学の時期は，学年又は学期の始めとする。ただし，特別の

事情がある場合は，この限りでない。 

  （入学資格） 

第１２条 特別研究学生の入学資格は，他の大学院に在学する者で，第２条に規定する

協議に基づき，研究指導を受けることが教育上有益と認められるものとする。 

  （入学の出願） 

第１３条 特別研究学生として入学を志願する者は，次の各号に掲げる書類を所属する

大学院を通じて，学長に提出しなければならない。 

  (1) 入学願書（本学所定のもの） 

  (2) 所属する大学院の成績証明書 

  (3) 所属する大学院の長の推薦書 

  （入学の許可） 

第１４条 学長は，第２条に規定する協議の結果に基づき，入学を許可する。 

  （研究指導期間） 

第１５条 研究指導を受ける期間は，１年以内とする。 

 （指導教員等） 

第１６条 学長は，研究課題に応じて，特別研究学生の指導教員を指定する。 

２ 特別研究学生は，特定の研究課題について指導教員の指導を受けるほか，指導教員

及び授業担当教員の承認を得て，当該研究に関連のある授業を履修することができる。

ただし，単位を修得することはできない。   



３ 特別研究学生は，指導教員及び各施設管理者の承認を得て，学内の諸施設及び諸設

備を使用することができる。 

  （研究指導の終了） 

第１７条 特別研究学生が所定の期間在学し，研究を終了したときは，研究成果の概要

等を記載した特別研究学生研究終了報告書を，指導教員を経て，学長に提出しなけれ

ばならない。 

２ 学長は，前項の報告に基づき，特別研究学生研究指導報告書を交付する。 

３  学長は，研究終了者に対し，本人からの申出があったときは，特別研究学生研究証

明書を交付する。 

  （検定料，入学料及び授業料等） 

第１８条 特別研究学生に係る検定料及び入学料は，徴収しない。 

２ 授業料については，特別研究学生が国立の大学院の学生であるときは，徴収しない

ものとし，公立又は私立の大学院の学生であるときは，別に定める額を徴収するもの

とする。  

３ 特別研究学生が公立又は私立の大学院の学生で，大学間特別研究学生交流協定に基

づいて入学するときの授業料については，前項の規定にかかわらず，徴収しない。 

４ 特別研究学生の授業料は，入学を許可された日に属する月に入学を許可された研究

期間の授業料の総額を徴収するものとする。  

５ 大学間交流協定に基づいて入学する外国人留学生については，検定料，入学料及び

授業料を徴収しない。 

６ 実験・実習に要する費用は，特別研究学生の負担とすることがある。 

 （既納の授業料） 

第１９条 既納の授業料は，還付しない。  

２ 特別研究学生が在学中に研究期間の短縮を認められた場合における授業料の差額

（月の途中で認められた場合はその月を含まない。）は，前項の規定にかかわらず，

還付するものとする。 

  （受入許可の取消し） 

第２０条  学長は，特別研究学生が次の各号のいずれかに該当するときは，教授会の議

を経て，当該他大学院等との協議の上，受入れの許可を取り消すことができる。 

  (1) 研究指導計画の完了の見込みがないと認められるとき。 

  (2) 本学の規則等に違反し，又はその本分に反する行為があると認められるとき。 

  (3) その他受入れの趣旨に反する行為があると認められるとき。 

      第４章 雑則 

 （細則） 

第２１条 この規則に定めるもののほか，派遣特別研究学生及び特別研究学生に関し必

要な事項は，学長が別に定める。 

    附 則 

  この規則は，平成 16 年４月１日から施行する。                      

    附 則 

  この規則は，平成 19 年１月 24 日から施行する。                      



    附 則 

  この規則は，平成 20 年４月１日から施行する。                      



 

    ○上越教育大学派遣特別研究学生及び特 

      別研究学生取扱細則 

 

                                                     平成 16 年４月１日 

                                                細 則 第 2 2 号         

 

                                                改正 平成 20 年３月 21 日細則第９号 

 

    上越教育大学派遣特別研究学生及び特別研究学生取扱細則 

      第１章 総則 

  （趣旨） 

第１条 この細則は，上越教育大学派遣特別研究学生及び特別研究学生規則（平成 16

年規則第 20 号。以下「規則」という。）第 21 条の規定に基づき，派遣特別研究学生

及び特別研究学生の取扱いについて必要な事項を定める。ただし，申請，報告等の取

扱い又は書式については，他大学院等の定めがある場合は，それによることができる

ものとする。 

      第２章 派遣特別研究学生 

  （派遣の出願期間） 

第２条 派遣特別研究学生として出願を希望する者の出願期間は別に定めず，指導教員

の同意を得て，学長に願い出を行った時期とする。 

  （派遣の出願書類の様式） 

第３条 派遣特別研究学生に係る派遣特別研究学生願，派遣特別研究学生略歴，派遣先

担当教員（担当者）略歴及び研究業績概要の様式は，別記第１号様式から別記第３号

様式までのとおりとする。 

  （派遣の許可） 

第４条  学長は，教授会の議を経て派遣を許可する。 

  （研究終了報告書等の様式） 

第５条 派遣特別研究学生が他大学院等における研究指導終了に係る研究終了報告書及

び研究指導報告書の様式は，別記第４号様式及び別記第５号様式のとおりとする。 

      第３章 特別研究学生 

  （入学の時期） 

第６条 規則第 11 条ただし書に定める「特別の事情がある場合」とは，大学間交流協定

に基づく外国人留学生を受け入れる場合等をいう。 

  （出願期間等） 

第７条 特別研究学生として入学を志願する者（以下「志願者」という。）の出願期間

は，別に定める。 

２ 志願者は，出願前に研究指導を希望する教員（以下「研究指導予定教員」という。） 
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 の内諾を得るものとする。 

  （入学の許可） 

第８条 入学の許可に当たっては，研究指導予定教員による書類審査（必要がある場合

は，面接又は実技検査）を行うものとする。 

２ 学長は，前項の審査の結果に基づき，教授会の議を経て入学を許可する。 

  （入学願書等の様式） 

第９条 特別研究学生に係る入学願書，入学許可書，研究終了報告書，研究指導報告書

及び研究証明書の様式は，別記第６号様式から別記第 10 号様式までのとおりとする。 

  （その他） 

第１０条  この細則に定めるもののほか，この細則の実施に関し必要な事項は，学長が

別に定める。 

   附 則 

 この細則は，平成 16 年４月１日から施行する。    

   附 則 

  この細則は，平成 20 年４月１日から施行する。   
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    ○上越教育大学事務局等事務分掌細則（抜粋） 

 

                                                     平成 18 年３月 31 日 

                                                細 則 第 ５ 号         

 

                            改正 平成 19 年３月１日細則第４号 

                            改正 平成 19 年３月 30 日細則第 23 号 

                            改正 平成 20 年３月 31 日細則第 17 号 

                            改正 平成 21 年３月 31 日細則第７号 

 

 

   上越教育大学事務局等事務分掌細則 

 

   第３章 学務部 

 （教育支援課） 

第７条 教育支援課に，その課の事務を分掌させるため，次の２チームを置く。 

  (1) 教務支援チーム 

  (2) 学校連携チーム 

２ 教務支援チームにおいては，次の事務をつかさどる。  

  (1) 学務部の事務に関し，総括し，及び連絡調整すること。 

  (2) 連合研究科の事務に関し，総括し，連絡調整すること。 

  (3) 授業評価に関すること。 

  (4) 教育方法の改善に関すること。 

  (5) 教育課程の編成等（授業計画及びその実施に関することを含む。）に関すること。 

  (6) 教育改革推進の調査及び資料収集に関すること。 

  (7) 学生の修学指導に関すること。          

  (8) 教育職員免許法に基づく教員の免許状（教員免許課程認定申請を含む。）に関す

ること。 

  (9) 学位に関すること。 

  (10)学生の入学，退学，転学，休学，復学及び卒業・修了等に関すること。 

  (11)保育士養成に関すること。 

  (12)学生の学業成績の管理及び学生の教務に係る諸証明に関すること。 

  (13)科目等履修生，特別聴講学生，派遣特別研究学生，特別研究学生及び研究生の受

入れ等に関すること。 

  (14)学務情報システムの運用に関すること。 

  (15)講義室の管理及び使用計画に関すること。 

 (16)幼稚園教員資格認定試験及び小学校教員資格認定試験に関すること。 

  (17)その他課の所掌事務で他のチームに属しない事項に関すること。 
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３ 学校連携チームにおいては，次の事務をつかさどる。 

  (1) 教育実習，介護等体験及び博物館実習等の実施に関すること。 

  (2) フレンドシップ事業に関すること。 

  (3) 教員免許状更新講習に関すること。 

  (4) 学校教育実践研究センターに関すること。 

  (5) ＧＰの申請の総括及び採択ＧＰの円滑な推進等に関すること。 
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意見箱投書の対応フロー

H19.4.17 学生支援課

投書回収 （毎日）

【学生支援課】

回答案の作成

検討依頼（原文）

関係部課等

検討案提出

学長，副学長， （必要に応じて）

局長，学生委

員会委員長等 関係委員会

報告 報告

教授会等

回答の公表（掲示）

＊投書に対しては、原則として回収後一ヶ月以内に速やかに回答する。

検討期間を要する場合にあっては、その旨を予め回答する。

＊教授会等への報告は，関係委員会等の判断による。
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平成２０年度公開講座立案方針

開設講座数 平成20年度・・・15講座以上45講座以下

過去の実績 平成10年度・・・15講座 平成16年度・・・一般12＋理科10講座

平成11年度・・・15講座 免許（理科のみ）10講座

平成12年度・・・15講座 平成17年度・・・一般22＋理科10講座

平成13年度・・・９講座 免許（理科・障害児）12講座

平成14年度・・・13講座 平成18年度・・・一般21＋理科10講座

平成15年度・・・13講座 免許（理科・障害児）12講座

平成19年度・・・一般20＋理科 9講座

免許（理科・特別支援）12講座

講座の目的
１．生涯学習・大学開放事業として，地域住民に知的エネルギーを与え，人生

を楽しむ「こつ」を伝授することを目的に，多くの市民が参加しやすいよう
に配慮した講座を開設する。

２．教員養成大学の特性を生かし，現職教員のニーズに合わせた研修内容を設
定し，内容に応じて，講師と受講者の双方向的な交流ができるように配慮し
た講座を開設する。

講座の種類
○公開講座

・一般公開講座・・・・地域住民を主たる対象とする講座
（趣味的なもの，健康・スポーツ，教養的なも

の等）
・現職教育講座・・・・現職の教員を主たる対象とする講座

（教員としての職務上必要な知識・技能等）
・特別公開講座・・・・小・中・高校生を主たる対象とする講座

（趣味的なもの，健康・スポーツ，教養的なも
の等）

○免許法認定公開講座・・・・教育職員免許法施行規則第４３条の５による講座

時間数 目安 １講座当たり１５時間程度
定 員 講座内容に応じた人数（１５名～２０名を目安とする。 ）
場 所 大学（山屋敷町），学校教育総合研究センター（西城町），その他
担 当 全学，部，講座，その他（いくつかの講座が連携して，１つの講座

を開設することも可能）
本学講師への謝金

本務扱いとなるため，謝金は支払わない。
学外講師及び補助者（大学院生，学部学生）への謝金

上越教育大学基準諸謝金単価表等に基づき支払う。
公開講座講習料

「国立大学法人上越教育大学における授業料その他の費用に関する
規程」第４章に基づき設定

その他 応募された公開講座については，地域連携推進室で選考を行う。
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平成２１年度公開講座立案方針

開設講座数 平成21年度・・・15講座以上45講座以下
（過去の実績）

平成10年度・・・15講座 平成17年度・・・一般22＋理科10講座

平成11年度・・・15講座 免許（理科・障害児）12講座

平成12年度・・・15講座 平成18年度・・・一般21＋理科10講座

平成13年度・・・９講座 免許（理科・障害児）12講座

平成14年度・・・13講座 平成19年度・・・一般20＋理科 9講座

平成15年度・・・13講座 免許（理科・特別支援）12講座

平成16年度・・・一般12＋理科10講座 平成20年度・・・一般18＋理科 9講座

免許（理科のみ）10講座 免許（理科・特別支援）12講座

講座の目的
１．生涯学習・大学開放事業として，地域住民に知的エネルギーを与え，人生

を楽しむ「こつ」を伝授することを目的に，多くの市民が参加しやすいよう
に配慮した講座を開設する。

２．教員養成大学の特性を生かし，現職教員のニーズに合わせた研修内容を設
定し，内容に応じて，講師と受講者の双方向的な交流ができるように配慮し
た講座を開設する。

講座の種類
○公開講座

・一般公開講座・・・・地域住民を主たる対象とする講座
（趣味的なもの，健康・スポーツ，教養的なも

の等）
・現職教育講座・・・・現職の教員を主たる対象とする講座

（教員としての職務上必要な知識・技能等）
・特別公開講座・・・・小・中・高校生を主たる対象とする講座

（趣味的なもの，健康・スポーツ，教養的なも
の等）

○免許法認定公開講座・・・・教育職員免許法施行規則第４３条の５による講座

時間数 目安 １講座当たり１５時間程度
定 員 講座内容に応じた人数（１５名～２０名を目安とする。 ）
場 所 大学（山屋敷町），その他
担 当 全学，専攻，コース，その他（いくつかのコース連携して，１つの

講座を開設することも可能）
本学講師への謝金

本務扱いとなるため，謝金は支払わない。
学外講師及び補助者（大学院生，学部学生）への謝金

上越教育大学基準諸謝金単価表等に基づき支払う。
公開講座講習料

「国立大学法人上越教育大学における授業料その他の費用に関する
規程」第４章に基づき設定

その他 応募された公開講座については，地域連携推進室で選考を行う。
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平成１９年度上越教育大学出前講座実施要項

趣旨

本学の多彩な人的資源を活用して地域社会の多様なニーズに対応するとともに，本学の

研究成果を広く地域社会に還元するため，地域貢献事業の一環として地域の教育関係機関

等の求めに応じ，出向して講義等を行う「出前講座」を実施する。

対象

（１）対象地域は，原則として新潟県内全域とする。

（２）受講対象者は，学校教職員、保護者、児童・生徒及び地域住民とする。

テーマ等の募集

（１）各教員に実施可能な「出前講座」のテーマを募集する。

申込みから実施まで

（１） 年度当初にテーマ及び講師一覧（出前講座の御案内）を作成し，対象とする学校

（園）長，教育委員会教育長等に送付する。

（２）学校（園）及び教育委員会が，出前講座の案内を見て，申込書を本学宛，送付する。

（３）申込代表者は、公・私立学校（園）長、教育委員会教育長とする。

（４）申込み受付後，速やかに当該教員と日程調整を行い，その実施の可否を回答する。

（５）申込代表者は出前講座終了後，速やかに実施報告書を本学宛送付する。

（５）申込みは随時受け付ける。

費用

（１）申込者から謝金は受け取らないこととする。

（２）申込者が，旧上越市以外の地域の場合は，旅費は申込者の負担とする。

（３）会場費は，申込者の負担とする。

その他

（１）出前講座は公務とする。

（２）テーマ及び講師一覧の追加変更等の更新は，原則として年度当初に行う。

（３）本学が提示するテーマ及び講師一覧以外に「出前講座」の希望があった場合は，関

連領域の分野に属する教員と協議し，その実施の可否について申込者に通知する。
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平成２０年度上越教育大学出前講座実施要項

趣旨

本学の多彩な人的資源を活用して地域社会の多様なニーズに対応するとともに，本学の

研究成果を広く地域社会に還元するため，地域貢献事業の一環として地域の教育関係機関

及び企業等の求めに応じ，出向して講義等を行う「出前講座」を実施する。

対象

（１）対象地域は，原則として新潟県内全域とする。

（２）受講対象者は，幼稚園，小学校，中学校，中等教育学校，高等学校及び特別支援学

校（以下「義務教育諸学校等」という。）の教員，幼児児童生徒及び保護者，企業，

地域住民等

テーマ等の募集

（１）各教員に実施可能な「出前講座」のテーマを募集する。

申込みから実施まで

（１） 年度当初にテーマ及び講師一覧（出前講座の御案内）を作成し，本学ホームペー

ジに掲載するとともに，対象とする学校（園）長，教育委員会教育長等に送付する。

（２）学校（園）及び教育委員会等が，出前講座の案内を見て，申込書を本学宛，送付す

る。

（３）申込代表者は，学校（園）長，教育委員会教育長並びに企業の代表者、地域住民の

代表者等とする。

（４）申込み受付後，速やかに当該教員と日程調整を行い，その実施の可否を回答する。

（５）申込代表者は出前講座終了後，速やかに実施報告書を本学宛送付する。

（５）申込みは随時受け付ける。

費用

（１）出前講座講習料の額及び徴収方法は，国立大学法人上越教育大学における授業料そ

の他の費用に関する規程（平成１６年規程第６５号）の定めるところによる。

（２）受講対象者が、

（２）申込者が，旧上越市以外の地域の場合は，旅費は申込者の負担とする。

（３）会場費その他実費は，申込者の負担とする。

その他
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（１）出前講座は本務とする。

（２）テーマ及び講師一覧の追加変更等の更新は，原則として年度当初に行う。

（３）本学が提示するテーマ及び講師一覧以外に「出前講座」の希望があった場合は，関

連領域の分野に属する教員と協議し，その実施の可否について申込者に通知する。



○上越教育大学出前講座実施要項

平成20年３月21日（学 長 裁 定）
上越教育大学出前講座実施要項

（趣旨）

１ この要項は，上越教育大学(以下「本学」という。)が実施する出前講座に関し必要な

事項を定める。

（目的）

２ 出前講座は，本学教員の多彩な人的資源を活用した講座を地域の教育関係機関及び企

業の求めに応じ，学外で実施することにより，本学の研究成果を広く地域社会に還元す

ることを目的とする。

（受講対象機関）

３ 受講対象は，次の各号に掲げる機関（以下「受講対象機関」という。）とする。

(1) 新潟県内の幼稚園，小学校，中学校，高等学校，中等教育学校及び特別支援学校（以

下「県内諸学校」という。）

(2) 県内諸学校以外の教育関係機関

(3) 新潟県内の企業及び地域住民の団体

(4) その他学長が認める機関

（出前講座の開設）

４ 学長は，年度ごとに本学の教員から出前講座のテーマを募集し，講座を開設するもの

とする。

（申込み手続等）

５ 前項に規定する出前講座の受講を希望する受講対象機関は，別記第１号様式の出前講

座申込書により本学へ申し込むものとし，終了後，速やかに別記第２号様式の出前講座

実施報告書を本学へ提出するものする。

（講師派遣の承諾）

６ 学長は，前項に規定する申込みを受けた場合，速やかに当該申込み内容の審査及び当

該出前講座担当教員（以下「講師」という。）との調整を行い適当と認めるときは，申

込代表者に承諾書を交付するものとする。

（講習料等）

７ 出前講座に係る費用は，次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 出前講座の受講を承諾された機関（以下「受講機関」という。）は，国立大学法人

上越教育大学における授業料その他の費用に関する規程（平成16年規程第65号）第17

条の２に規定する出前講座講習料（以下「講習料」という。）を納入しなければなら

ない。

(2) 出前講座を実施する場所が，平成16年12月31日現在において上越市以外の地域であ

った地域の場合は，講師に係る旅費は受講機関の負担とする。
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(3) 出前講座の実施に係る会場代，資料代，器材代その他の費用は，受講機関の負担と

する。

（実施の中止）

８ 学長は，出前講座の実施を決定した後，天災事変その他の本学の責めに帰することが

できない事由によって出前講座の実施が困難になった時は，その実施を中止することが

できる。

９ 前項の規定により出前講座の実施を中止したときは，当該受講機関との協議により，

既納の出前講座講習料の全部又は一部を返還することができるものとする。

（損害賠償）

10 出前講座の実施中における事故により，受講者が負傷するなど損害が生じた場合は，

本学の故意又は重大な過失によるものを除いて，本学はその損害を賠償しない。

（事務の処理）

11 出前講座に係る事務は，研究連携室において処理する。

（その他）

12 この要項に定めるもののほか，この要項の実施に関し必要な事項は，学長が別に定め

る。

附 則

この要項は，平成20年４月１日から施行する。



別記第１号様式（第５項関係）

出 前 講 座 申 込 書

申込代表者

１．テーマ名

２．講師氏名

３．講義日時及び場所

４．受講対象者及び人数

５．目的及び内容

６．連絡先（担当者）



別記第２号様式（第５項関係）

出 前 講 座 実 施 報 告 書

申込代表者

１．テーマ名

２．講師氏名

３．講義日時及び場所

４．受講対象者及び人数

５．目的及び内容

６．感想



○上越教育大学附属図書館利用規程

平成16年４月１日

（ ）規 程 第 8 8 号

平成17年３月31日規程第23号改正

平成18年３月１日規程第９号改正

上越教育大学附属図書館利用規程

（趣旨）

この規程は，上越教育大学附属図書館規則（平成16年規則第26号）第５条の規定第１条

に基づき，上越教育大学附属図書館（以下「附属図書館」という ）の利用について必。

要な事項を定める。

（利用者の範囲）

附属図書館を利用できる者は，次の各号に掲げる者とする。第２条

(1) 国立大学法人上越教育大学（以下「本法人」という ）の役員及び職員。

(2) 上越教育大学（以下「本学」という ）の学生。

(3) 本学の元職員，学部卒業生及び大学院修了生

(4) 上越市に在住し，又は在勤する18歳以上の者

(5) その他一般利用者

（休館日）

附属図書館の休館日は，次の各号に掲げるとおりとする。第３条

(1) 年末年始 12月29日から翌年１月３日まで

(2) 12月24日から翌年１月７日までの期間中の土曜日，日曜日及び国民の祝日に関する

法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日（以下「休日」という ）。

２ 附属図書館長（以下「館長」という ）が必要と認める場合は，前項の休館日を臨時。

に変更し，又は同項に規定するもののほか，臨時に休館日を定めることができる。

（開館時間）

附属図書館の開館時間は，次の各号に掲げるとおりとする。第４条

(1) 月曜日から金曜日まで ９時から22時まで

(2) 土曜日，日曜日及び休日 11時から17時まで

２ 前項の規定にかかわらず，８月５日から９月30日まで，12月24日から翌１月７日まで

及び３月１日から４月７日までの期間中の月曜日から金曜日の開館時間は，９時から17

時までとする。

３ 館長が必要と認める場合は，前２項に規定する開館時間を臨時に変更することができ

る。

（入館）

附属図書館を利用する者（以下「利用者」という ）は，職員証（磁気データ入第５条 。

りのものに限る ）等を携帯するとともに，係員の求めに応じ，これを提示しなければ。

ならない。
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２ 本法人の役員及び職員のうち職員証が発行されていない者又は第２条第３号に規定す

る者で，附属図書館を利用しようとする者は，利用願を提出し，利用証の交付を受けな

ければならない。

３ 第２条第４号及び第５号に規定する者で，附属図書館を利用しようとする者は，学外

者利用願を 提出しなければならない。

４ 前項の規定により利用願を提出した者で，必要があると認められた者には，学外者利

用証を交付するものとする。

（利用証の返却）

利用証又は学外者利用証（以下「利用証」という ）の交付を受けた者は，次の第６条 。

各号のいずれかに該当するときは，利用証を返却しなければならない。

(1) 本法人の役員又は職員でなくなったとき。

(2) 利用証の有効期限が満了したとき。

（図書館資料の利用）

附属図書館が所蔵する図書，雑誌その他の資料（以下「図書等」という ）の利第７条 。

用は，館内閲覧（以下「閲覧」という ）及び館外貸出（以下「貸出」という ）とす。 。

る。ただし，館長が教育活動に必要と認める場合には，学内での使用を認めることがで

きる。

（閲覧）

利用者は，開架閲覧室及びライブラリー・ホールに配置されている図書等を自由第８条

に閲覧することができる。ただし，学年末又は学期末に実施する試験期間中において閲

覧室等が非常に混雑している場合等，本学の教育，研究及び学習に支障をきたすおそれ

がある場合においては，館長は，閲覧利用を制限することができる。

２ 利用者は，前項に規定する以外の図書等の閲覧については，係員に申し出るもの

とする。

３ 利用者は，開架閲覧室その他所定の場所において閲覧するものとする。

， 。 。４ 次の各号に掲げる場合においては 閲覧を制限することがある

(1) 図書等に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成13年法律第140

号。以下「情報公開法」という ）第５条第１号，第２号及び第４号イに掲げる情報。

（個人情報に係る部分等）が記録されていると認められる場合における当該情報が記

録されている部分

(2) 図書等の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に個人又は情報公開法第

５条第２号に規定する法人等から，寄贈又は寄託を受けている場合における当該期間

が経過するまでの間

(3) 図書等の原本を利用させることにより，当該原本の破損若しくはその汚損を生じる

恐れがある場合又は附属図書館において当該原本が現に使用されている場合

５ 開架閲覧室等で利用した図書等は，所定の書架又は返却台若しくはカウンターに返却

するものとする。

（貸出）

図書等の貸出は，一般貸出，一夜貸出及び研究室貸出とする。第９条

２ 利用者は，図書等の貸出を受けようとするときは，当該図書等に職員証，学生証又は



利用証を添え，所定の手続きをとらなければならない。

３ 図書等の貸出を受けた者は，当該図書等の保管に関し責任を負うものとする。

第２条第１号から第４号までに掲げる者への一般貸出冊数及び貸出期間は，第１０条

の表に掲げるとおりとする。

貸出資料 最新号以外の

利用者 未製本雑誌
一般資料 教科書 製本雑誌

役員，職員及び 冊 数 15冊以内 ３冊以内

大学院学生 期 間 ４週間以内 ２週間以内 ３日以内 ３日以内

学部学生 冊 数 ８冊以内 ３冊以内

期 間 ２週間以内 ２週間以内 ３日以内 ３日以内

元職員 冊 数 10冊以内 ３冊以内

期 間 ４週間以内 ２週間以内 ３日以内 ３日以内

学部卒業生及び 冊 数 ５冊以内 ３冊以内

大学院修了生 期 間 ４週間以内 ２週間以内 ３日以内 ３日以内

冊 数 ３冊以内
上 越 市 に 在 住

し，又は在勤す

期 間 ２週間以内る18歳以上の者

２ 館長が必要と認める場合は，前項に規定する貸出冊数又は貸出期間を臨時に変更する

ことができる。

３ 一般貸出の貸出期限を超えて図書等を返却しない者に対しては，当該図書等が返却さ

れるまで，新たな一般貸出を行わないものとする。

４ 第２条第５号に規定する者への一般貸出については，館長が別に定める。

（一般貸出禁止資料）

次の各号に掲げる図書等は，原則として一般貸出を行わない。第１１条

(1) 参考図書

(2) 雑誌の最新号

(3) その他館長が指定した資料

（一夜貸出）

第２条第１号及び第２号に規定する者は，前条第１号及び第２号に規定する図第１２条

書等の一夜貸出を受けることができる。

２ 一夜貸出の貸出冊数及び貸出期間は，次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 貸出冊数 １冊

(2) 貸出期間 閉館時刻30分前から次の開館日の開館時刻まで

（研究室貸出）

本学の教員は，当該教員の研究費によって購入された図書等については，研究第１３条

室貸出を受けることができる。

研究室貸出（次条に規定する研究室貸出を除く。以下この条において同じ ）第１４条 。

の貸出期間は，１年とする。ただし，必要があれば所定の手続を受け，貸出期間を更新

することができる。



２ 研究室貸出を受けた者は，館長が蔵書点検を行うときは，これに応じなければならな

い。

３ 研究室貸出を受けた者は，次の各号のいずれかに該当するときは，直ちに当該図書等

を返却しなければならない。

(1) 研究室貸出を受ける必要がなくなったとき。

(2) 本学の教員でなくなったとき。

(3) 館長が返却を求めたとき。

雑誌の最新号は，次号到着までの期間，研究室貸出を希望する教員の所属する第１５条

共用会議室等へ研究室貸出をすることができる。

（予約及び更新）

利用者は，一般貸出を希望する図書等が貸出中のときは，当該図書等の貸出を第１６条

予約することができる。

２ 一般貸出期間の更新は，１回に限り行うことができる。ただし，当該図書館資料に予

約がある場合は，更新できないものとする。

（返却）

図書等の貸出を受けた者は，当該図書等を所定の期限までに返却しなければな第１７条

らない。

（相談又は調査）

第２条第１号及び第２号に規定する者は，教育研究又は学習上必要があるとき第１８条

は，次の各号に掲げる事項について相談し，又は調査を依頼することができる。

(1) 文献及び学術情報に関すること。

(2) 他大学等の図書館等の利用に関すること。

（文献複写）

利用者は，原則として図書等を複写することができる。第１９条

２ 前項の複写をしようとする者は，別に定めるところにより，所定の手続をとらなけれ

ばならない。

（相互利用）

第２条第１号及び第２号に規定する者は，教育研究又は学習上必要があるとき第２０条

は，附属図書館を通じて，他の機関の所蔵する資料の複写その他の利用を依頼すること

ができる。

（他機関からの利用）

他の機関から図書等の複写その他の利用の依頼があったときは，利用者に第２１条

支障のない範囲において，これに応ずるものとする。

（展示・掲示）

附属図書館に展示又は掲示しようとする者は，別に定めるところにより，館長第２２条

の許可を得なければならない。

（損害賠償）

利用者は，故意又は過失により附属図書館の施設等を汚損し，損傷し，又は紛第２３条

失したときは，その原状回復に要する費用を弁償しなければならない。

２ 図書館資料については，原状に回復し，又はその損害に相当する費用を賠償しなけれ



ばならない。

（規程の遵守）

利用者は，この規程その他附属図書館の利用についての定めに従わなければな第２４条

らない。

２ 館長は，前項の規定に違反した者又は館長の指示に従わない者に対しては，附属図書

館の利用を停止し，又は禁止することができる。

（目録等）

図書等を利用者の閲覧に供するため，図書等の目録及びこの規程を常時開架閲第２５条

覧室等に備え付けるものとする。

（細則）

この規程に定めるもののほか，附属図書館の利用に関し必要な事項は，館長が第２６条

別に定める。

附 則

この規程は，平成16年４月１日から施行する。

附 則

この規程は，平成17年４月１日から施行する。

附 則

この規程は，平成18年４月１日から施行する。



○上越教育大学附属図書館利用細則

平成16年４月１日

（ ）細 則 第 2 4 号

平成18年3月1日細則第２号改正

上越教育大学附属図書館利用細則

（趣旨）

この細則は，上越教育大学附属図書館利用規程（平成16年規程第88号。以下「規第１条

程」という ）第26条の規定に基づき，上越教育大学附属図書館（以下「附属図書館」。

という ）の利用について必要な事項を定める。。

（利用者の範囲）

規程第２条第１号に規定する「本法人の役員及び職員」には，次の各号に掲げる第２条

者を含むものとする。

(1) 外国人教師

(2) 非常勤職員

(3) 客員研究員及び研究員

(4) 外国人研究者

２ 規程第２条第２号に規定する「本学の学生」とは，次の各号に掲げる者を含むものと

する。

(1) 科目等履修生

(2) 特別聴講学生

(3) 特別研究学生

(4) 研究生

(5) 私学研修員，専修学校研修員，公立高等学校専門学校研修員及び公立大学研修員等

３ 規程第２条第３号に規定する「元職員」には，次の各号に掲げる者等は含まない。

(1) 元非常勤職員

(2) 元客員研究員及び研究員

(3) 元外国人研究者

（私学研修員等の利用手続）

前条第２項第５号に規定する者で，附属図書館を利用しようとする者は，利用願第３条

を提出し，利用証の交付を受けなければならない

（月例館内整理）

月例館内整理は，毎月末日（日曜日，土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和第４条

23年法律第178号）に規定する休日（以下「休日」という ）を除く ）に行うものとす。 。

る。ただし，この日が期末試験の期日又は休館日であるときは，館長が別に定める。

（貸出）

図書等の貸出の受付時間は，開館時刻から閉館時刻15分前までとする。第５条

（一般貸出）
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規程第10条第１項に規定する「学部学生」には，第２条第２項に規定する者を含第６条

むものとする。

（参考図書）

規程第11条第１号に規定する「参考図書」とは，次の各号に掲げるものをいう。第７条

(1) 百科事典

(2) 辞典，事典

(3) 用語集，術語集

(4) データブック，便覧，要覧，ハンドブック，必携，研究案内

(5) 図鑑

(6) 年表

(7) 年鑑

(8) 統計書

(9) 地図，地図帳

(10)名簿，名鑑，住所録

(11)書誌，書目，解題

(12)索引，抄録

（相談又は調査等の受付）

規程第18条，第20条及び第22条に規定する相談又は調査，相互利用及び展示・掲第８条

示の受付時間は，開館日（日曜日，土曜日及び休日を除く ）の９時から17時までとす。

る。

（相互利用）

規程第20条に規定する「他の機関」とは，次の各号に掲げる機関をいう。第９条

(1) 国公私立大学の附属図書館

(2) その他館長が適当と認めた機関

（その他）

この細則に定めるもののほか，この細則に関し必要な事項は，館長が別に定め第１０条

る。

附 則

この細則は，平成16年４月１日から施行する。

附 則

この細則は，平成18年４月１日から施行する。



調査研究のために館内資料を必要とされる方にご利用いただいています。 

（座席のみの利用はご遠慮ください） 

【利用申込】 

図書館２階のカウンターで「学外者利用願」を記入してください。 

長期利用をご希望の方には利用証を発行しますので、お申し出ください。 

その際、氏名等を確認できる書類（身分証明書、免許証、保険証等）の提示をお願いします。 

【開館時間】 

月末平日開館日の午前中は館内整理を実施します。 

所在調査受付時間： ９時～１７時（平日のみ） 

開館カレンダーをご確認ください。 

開館時間の変更及び臨時休館の場合は、ホームページ等で随時お知らせいたします。 

【利用証】 

・本人しか使用できません。他人に貸さないでください。 

・不要になった場合や、利用資格を失った場合は、お返しください。 

・紛失した場合や、住所等が変更になった場合は、お早めにカウンターまでお申し出ください。 

・利用証の期限は、申請日から翌年度の３月末日までです。 

・利用証の発行  １）新規の方・・・当日 

            2)更新の方・・・３月中手続分は当日、４月１日以降手続分は翌日以降（土日・祝日除く） 

【入退館】 

上越教育大学附属図書館利用案内 （学外の方へ） H18.4.1～  ＨＯＭＥ 

平   日 土曜日・日曜日・祝日

平  常  時 ９時～２２時 １１時～１７時

休 業 期 間（春・夏） ９時～１７時 １１時～１７時

休 業 期 間（冬） ９時～１７時 休館
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・入館の際には、利用証が必要です。 

・手荷物の持ち込みはできますが、大きなものはロッカーをご利用ください。（飲食物の持ち込みはできません） 

・退館するときは、ゆっくりとゲートをお通りください。 

・貸出手続の済んでいない図書を持って出ようとすると、警報ブザーが鳴り、ゲートが開きません。そのような場合
は、 

 職員の指示に従ってください。 

【貸出登録・貸出冊数・期間】 

下記に該当し、期限内に返却が可能な方には、資料の貸出を行っています。貸出を希望される方は、 

「貸出登録申込書」を記入してください。 

１）上越市内勤務または在住の幼・小・中・高等学校、特殊教育諸学校、大学の教職員 

２）本学の卒業生・修了生・元職員 

３）放送大学新潟学習センター所属の放送大学学生 

４）独立行政法人農業技術研究機構中央農業総合研究センターの研究員 

５）新潟県立看護大学の学生 

６）上越市に在住または在勤する１８歳以上の方（高校生は除く） 

〔一般図書の貸出冊数・貸出期間〕 

〔教科書及び雑誌の貸出冊数・貸出期間〕 

冊 数 貸出期間 申請時確認事項 

市 内 教 職 員 ５冊 ２週間 所属機関

卒 業 生 ・ 修 了 生 ５冊 ４週間 学籍番号

元  職  員 １０冊 ４週間 氏 名

放 送 大 学 学 生 ８冊 ２週間 所属機関

中央農研センター教員・研究員 ８冊 ２週間 所属機関

新潟県立看護大学学生 ５冊 ２週間 所属機関

上 越 市 民 （在住） ３冊 ２週間 住 所

上 越 市 民 （在勤） ３冊 ２週間 所属機関住所

 冊 数  貸出期間 

教  科  書 各区分の規定冊数内 ２週間 

製 本 雑 誌 各区分の規定冊数内 ３日間 

未製本雑誌 ３冊（各区分の規定冊数に含まれる） ３日間 



※上越市民の方には雑誌の貸出はしておりません。

※貸出中の資料、及び研究室配置の資料は利用できません。 

※参考図書・貴重図書・新着雑誌等、一部貸出できない資料があります。 

 ただし、参考図書と新着雑誌は閉館３０分前から一夜貸出をします。 

 （１人１冊。次の開館日の開館時間までに返却） 

【貸出】 

・自動貸出装置で貸出手続をしてください。「取扱注意」の表示がある図書については、カウンター 

 へお持ちください。 

【返却】 

・返却資料はカウンターへお持ちください。閉館時は廊下のブックポストへお入れ下さい。 

・返却期限を過ぎた場合、延滞図書をすべて返却した翌日から貸出可能となります。 

【更新】 

・返却期限内に１回に限り更新することができます。更新を希望する図書と利用証をお持ちください。 

【複写】 

・著作権法の範囲内で、館内の資料に限り複写することができます。複写申込書を記入してください。 

・調査研究用に限ります。  

・１冊の半分以下しか複写できません。 

・１人１部しか複写できません。 

・カウンターでは、両替は行っておりませんので、あらかじめ硬貨をご用意ください。（１枚１０円） 

【利用上の注意】 

・図書館の利用にあたっては、職員の指示に従ってください。わからないこと、困ったことがあったら 

 職員にご相談ください。 

・貸出資料は、返却期限を厳守してください。延滞されますと貸出をお断りする場合があります。 

・閲覧室内での、私語談笑、飲食物の持ち込み、携帯電話での通話はお断りします。 



・大学内は指定場所以外禁煙です。 

・パソコン・インターネットの利用にあたっては、マナーを守ってください。 

・当館の資料は、長期間保存し将来の利用に備えるものですから、大切に扱ってください。図書の破損・ 

 亡失・機器の損壊の場合は、現物弁償をしていただきます。 

・本学学生・教職員の利用を最優先とさせていただきますので、ご要望どおりのサービスを提供できない場合 

 があります。 

・駐車場は講堂前または講堂横の「外来者駐車場」をご利用ください。（正面建物１階の警備室にて手続を 

 してください）「学生用」「職員用」の駐車場には入構票の無い車は駐車できません。 

・他の利用者に甚だしく迷惑をかける行為があった場合は、当館の利用をお断りします。 

【車椅子ご利用の方】 

・専用駐車場は、事務局正面向かって左手（南側）に一ヶ所ございます。 

・介助の方がいない場合は、来館時間をお知らせください。 

・館内には、車椅子用のトイレがありません。図書館２階廊下のトイレをご利用ください。 

 （入館ゲート、カウンターは２階にございます） 

【規則集】 

【利用に関するお問い合わせ先】 

上越教育大学附属図書館 ２階カウンター  〒９４３－８５１２ 上越市山屋敷町１番地 

TEL: 025-521-3606 / FAX: 025-521-3609 / e-mail: gservice@juen.ac.jp 



科目等履修生受入れ状況

a）年度別

人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率

学部 15 68.2% 4 18.2% 3 13.6% 22

大学院 1 25.0% 3 75.0% 4

学部 12 48.0% 7 28.0% 6 24.0% 25

大学院 3 60.0% 2 40.0% 5

学部 15 39.5% 12 31.6% 11 28.9% 38

大学院 3 100.0% 3

学部 19 38.8% 14 28.6% 16 32.7% 49

大学院 5 100.0% 5

学部 25 44.6% 20 35.7% 2 3.6% 9 16.1% 56

大学院 2 50.0% 2 50.0% 4

b)履修科目・履修単位

学部 22 160 7.3 327 14.9

大学院 4 14 3.5 28 7.0

学部 25 153 6.1 296 11.8

大学院 5 20 4.0 39 7.8

学部 38 222 5.8 417 11.0

大学院 3 3 1.0 6 2.0

学部 49 241 4.9 461 9.4

大学院 5 20 4.0 40 8.0

学部 56 333 5.9 644 11.5

大学院 4 7 1.8 14 3.5

c)入学目的別

人数 比率 人数 比率 人数 比率

学部 17 77.3% 2 9.1% 3 13.6% 22

大学院 2 50.0% 0.0% 2 50.0% 4

学部 22 88.0% 1 4.0% 2 8.0% 25

大学院 3 60.0% 0.0% 2 40.0% 5

学部 30 78.9% 5 13.2% 3 7.9% 38

大学院 2 66.7% 0.0% 1 33.3% 3

学部 35 71.4% 11 22.4% 3 6.1% 49

大学院 3 60.0% 0.0% 2 40.0% 5

学部 47 83.9% 4 7.1% 5 8.9% 56

大学院 1 25.0% 0.0% 3 75.0% 4

※学部において，教員免許と資格の両方を取得希望する者：

　平成21年度０人，平成20年度０人，平成19年度１人，平成18年度１人，平成17年度２人

d)単位修得状況

学部 153 153 143 93.5%

大学院 20 20 20 100.0%

学部 222 220 219 99.5%

大学院 3 2 2 100.0%

学部 241 241 236 97.9%

大学院 20 20 20 100.0%

学部 333 332 323 97.3%

大学院 7 7 7 100.0%

大学院学生（現職以外） 大学院学生（現職） 現職教員 その他
年度 区分

総履修
単位数

平均履修
単位数

平均履修
科目数

資格取得 その他（生涯学習等）

平成21年度

平成20年度

平成19年度

平成18年度

平成17年度

区分 人数
総履修
科目数

教員免許状取得

平成21年度

平成20年度

平成19年度

平成18年度

平成17年度

年度

平成18年度

計

平成21年度

平成20年度

平成18年度

平成17年度

評価
対象数

年度

平成19年度

総履修
科目数

区分

合格数
単位
修得率

人数計

平成17年度

年度 区分

平成20年度

平成19年度
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研究生受入れ状況

a)年度別

人数

人数 比率 人数 比率 人数 比率 計

平成21年度 6 27.8% 5 27.8% 7 38.9% 18

平成20年度 11 33.3% 5 15.2% 17 51.5% 33

平成19年度 9 42.9% 6 28.6% 6 28.6% 21

平成18年度 13 44.8% 3 10.3% 13 44.8% 29

平成17年度 13 37.1% 4 11.4% 18 51.4% 35

※　平成２１年度は，４月１日現在のものである。

※　年度をまたがる場合（外国人留学生，研究期間延長）は，各年度にカウントしている。

ｂ）コース等別

内地 一般 外国 内地 一般 外国 内地 一般 外国 内地 一般 外国 内地 一般 外国

学習臨床 3 1 1 1 2 3 3

生徒指導総合 1 1 1 1 1 1 1 2 1

臨床心理 1 5 1 4 2 3 1 1

幼児教育 1 1 1 1

障害児教育 5 2 5 1 2

特別支援教育 5 3 3

国語 2 4 1 1 3 1 1

英語 1 1 1

社会 1 4 2 6 2 3 2 3 2 8

数学 1

理科 1

音楽 1 1

美術 3 2 1

保健体育 1 1

技術

家庭 1 1

学校ヘルスケア

教育実践リーダー

学校運営リーダー 1

合計 6 5 7 11 5 17 9 6 6 13 3 13 13 4 18

平成17年度

内地留学生 一般 外国人留学生
年度

平成21年度 平成20年度 平成19年度 平成18年度
コース等
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特別研究学生受入れ状況

年度 平成21年度 平成20年度 平成19年度 平成18年度 平成17年度

0 0 0 0 0

特別聴講学生受入れ状況

年度 平成21年度 平成20年度 平成19年度 平成18年度 平成17年度

学部 4 7 4 3 2

大学院 0 0 0 0 0

　※　年度をまたがる場合（外国人留学生等）は，各年度にカウントしている。

　※　上記はすべて外国人留学生である。
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c)研究生(現職教員以外）の研究課題一覧

年度 区分 コース等 研究課題

21 一般 生徒指導 小学校における「造形遊び」の体験的意義についての研究

21 外国 生徒指導 教師集団の「同僚性」に関する研究－学校組織システムを構成する主任層教師の役割に着目して－

21 外国 国語 南吉晩年童話の倫理性の独自性

21 外国 国語 現代の中国語における日本語の影響

21 一般 社会 原始佛教及び日本佛教（室町時代以降）

21 外国 社会 日帝強占期における稲葉岩吉の朝鮮史の理解

21 外国 社会 都市空間の構造と土地利用形態が社会経済に及ぼす影響－ハルビンの衛星都市双城と上越について－

21 外国 社会 「国土総合開発」による地域格差の是正について

21 外国 社会 中日都市における可持続発展の研究－ハルビンの将来のために－

21 一般 美術 陶芸における素材・技術・プロセスの研究及び陶芸と人との関わりについての研究

21 一般 美術 内部構造を把握するための具象彫刻の研究

21 一般 美術 木を素材とした作品制作及び小学校図画工作科を対象とした造形教材の開発

20 外国 学習臨床 環境教育の中日比較研究

20 外国 学習臨床 中国の素質教育と日本のゆとり教育の比較

20 外国 学習臨床 教師と生徒の人間関係についての研究

20 一般 臨床心理 家族関係，特に親との関係が不登校の生徒の心理にどのような影響を及ぼしているか，明らかにしていく

20 外国 幼児教育 幼稚園教育における身体表現

20 外国 国語 川端康成氏の作品を中心とする日本近代文学の研究

20 外国 国語 芥川龍之介の不安

20 外国 国語 南吉晩年童話の倫理性の独自性

20 外国 国語 円地文子文学における女性の表像に関する研究

20 外国 英語 英語教授法

20 一般 社会 原始仏教の経典「ダンマ・パタ」について

20 一般 社会 織田信長の茶の湯の文化的側面からの再考

20 外国 社会 中国の中学校地理教育における環境教育に関する研究－日中の事例の比較を通して－

20 外国 社会 中国東北三省における民営企業の発展に関する研究

20 外国 社会 都市空間の構造と土地利用形態が社会経済に及ぼす影響－ハルビンの衛星都市双城と上越について－

20 外国 社会 日帝強占期における稲葉岩吉の朝鮮史の理解

20 外国 社会 大連の全体発展とレベル・アップ

20 外国 社会 中日都市における可持続発展の研究  －ハルビンの将来のために－

20 外国 音楽 小学校音楽教育の日中比較

20 一般 美術 油彩画に関する技法及び素材研究

20 一般 美術 陶芸における素材・技術・プロセスの研究及び陶芸と人との関わりについての研究

20 外国 保健体育 体育教育学

19 一般 学習臨床 国際理解教育の学習プログラムの開発に関する研究

19 外国 学習臨床 子どもの学びの本質やメカニズムを解明しカリキュラムの開発

19 一般 生徒指導総合 「学級王国」論の評価の編纂に関する歴史的研究－大正期以後の動向を中心に－

19 一般 幼児教育 子どものバイリンガル能力の習得過程に関する研究

19 外国 国語 円地文子文学における女性の表像に関する研究

19 一般 社会 織田信長の茶の湯と同時代の茶の湯の比較・検討

19 一般 社会 原始仏教の経典「ダンマ・パタ」について

19 外国 社会 三線企業の経営改革に関する研究

19 外国 社会 大連の全体発展とレベル・アップ

19 外国 社会 中日都市における可持続発展の研究  －ハルビンの将来のために－

19 外国 数学 数学教育の評価

19 一般 音楽 ベル・カントにおける換声点の研究

18 外国 学習臨床 若者言葉による中日コミュニケーション様式の比較研究

18 外国 学習臨床 設続可能な開発のための教育についてのイギリスと日本の比較研究

18 外国 学習臨床 子どもの学びの本質やメカニズムを解明しカリキュラムの開発

18 一般 生徒指導総合 「学級王国」論の評価の編纂に関する歴史的研究－大正期以後の動向を中心に－

18 外国 障害児教育 障害児教育に関する研究

18 外国 障害児教育 障害児教育に関する研究

18 外国 国語 近代文学（夏目漱石＜俳句的小説＞の研究）

18 外国 国語 日本語学－語景論，語用論，文章研究

18 外国 国語 日本近代文学・宮沢賢治研究

18 一般 社会 原始佛教及び教典についての研究

18 一般 社会 北朝鮮の社会，文化について

18 外国 社会 地域産業立地についての研究

18 外国 社会 日本経済発展史に照し，中国経済発展模式の転換方法の検索

18 外国 社会 産業における地域的相違・特色の分析

18 外国 美術 デザイン教育に関する基礎的研究

18 外国 家庭 社会老年学に関する研究

17 外国 学習臨床 台湾日本語学習者と日本人の読解能力の差異についての考察

17 外国 学習臨床 東アジアにおいての大衆文化の生成のメカニズム

17 外国 学習臨床 異文化教育に関する中日比較研究

17 外国 生徒指導総合 国際化の観点から見た中国における高級中学校教科書の動向

17 一般 臨床心理 特別支援教育における，保護者と学校関係者の協働を促す効果的な個別教育支援計画の立案とその過程の研究

17 外国 臨床心理 行動療法と気功によるストレス・マネージメント効果の日中比較

17 外国 幼児教育 日本の幼稚園教育に関する実践的研究

17 外国 障害児教育 障害児教育に関する研究

17 外国 障害児教育 障害児教育に関する研究

17 一般 障害児教育 軽度発達障害児・者の仲間同士の相互交渉に関する検討

17 外国 国語 職業高校における日本語の授業

17 一般 社会 博物館の機能と資料の扱われ方

17 一般 社会 原始佛教及び教典についての研究

17 外国 社会 中国深・市における産業構造～貿易構造に関する研究～

17 外国 社会 日本の都道府県別の産業経済の特色に関する分析

17 外国 社会 日本と内モンゴルの初等教育の比較研究

17 外国 社会 中国内モンゴル自治区の砂漠化に伴う水利用及び環境の変化－東部の通遼市を中心に－

17 外国 社会 ナルスの対中国輸入戦略

17 外国 社会 産業における地域的相違・特色の分析

17 外国 社会 地域産業立地についての研究

17 外国 社会 中国における中学校環境教育現状に関する研究－日中における中学校環境教育現状の比較

17 外国 家庭 社会老年学に関する研究

別添資料11－３－②－４　「研究生（現職教員以外）の研究課題一覧」



２ 公開講座

（１）平成２０年度実施計画
※を付した講座については，公開講座に併せて，免許法認定公開講座として実施するものである。

講座名 講 座 概 要 講 師 実施期間 開設時間 実施場所 定 員

中学に入学したばかり

で，サッカーの試合を楽し

少 年 少 女 ス む機会の少ない中学１年生 榊原 潔 ４月６日（日） １３：００ 本学 中級

ポーツ教室Ⅰ のためのサッカー教室で 准教授 ４月13日（日）
～

（山屋敷町）中学生

（山屋敷サッ す。サッカーだけでなく勉 ４月19日（土） １５：００ ２５人

カークラブ中 強の質問や相談も受け付け ４月20日（日）

学生） ます。 ４月27日（日） 計１０時間 最小実施

実施場所までの交通手段 人数1１人

が確保できない受講希望者 ５回

は，あらかじめお問い合わ

せ下さい。

小学校５,６年生のため 4月12日(土)

のものづくり教室です。

～

小学生ものづ のこぎり，さしがね，げ 東原 貴志 5月17日(土) ９：００ 本学 入門
くり教室（ち んのう等の道具の使い方を 准教授 5月3日（土）

～

（山屋敷町）小学５，６

ゃぶ台をつく 学び，木材で楽しく，ちゃ を除く １２：００ 生

ろう） ぶ台をつくります。完成し 毎週土曜日 ２０人

た作品は持ち帰ることがで ５回 計１５時間

きます。 学校行事の場

合、後日振替

実施します

初級でも演奏できる名曲

にチャレンジしてみよう。 ４月16日（水） １７：３０ 初級

ピアノ入門 平野 俊介

～ ～

本学 市民一般

准教授 ６月４日（水） １９：３０ （山屋敷町）５人

４月30日を除

く毎週水曜日 計１４時間 最小実施

７回 人数１人

発声の基礎からイタリア

古典歌曲までを集団及び個 4月19日(土) １０：２０ 初級

中・高校生の 人レッスンの形で学びま 上野 正人

～ ～

本学 中学生及び

ための声楽講 す。対象は声楽の得意な人 准教授 6月28日(土) １１：５０ （山屋敷町）高校生

座 だけでなく，苦手な人，興 5月3日（土） ４人

味のある人などどなたでも を除く 計１５時間

歓迎します。 毎週土曜日 最小実施

10回 人数１人

別添資料11－３－②－５　「平成20年度公開講座実施計画」



講座名 講 座 概 要 講 師 実施期間 開設時間 実施場所 定 員

短歌は，万葉集以来，日

本人に最も親しまれてきた

はじめての短 詩形ですが，いざ作るとな 松田 慎也 ５月13日（火） １９：００ 本学 初級

歌－実作短歌 ると「難しそう」と尻込み 教授

～ ～

（山屋敷町）市民一般

入門 する人も少なくないと思い ７月15日（火） ２０：３０ ２０人

ます。でも，そんなことは 毎週火曜日

ありません。講座では，作 10回 計１５時間

歌の勉強も兼ねて，古今の

名歌等の鑑賞も予定してい

ますが，自己表現を学ぶこ

とを通じて，鑑賞にもきっ

と新しい視界が開けてくる

ことでしょう。

小学生を対象として，マ

ット，とび箱，鉄棒，平均

体操教室Ⅰ 台，トランポリンなどの器 周東 和好 ５月17日(土) １４：００ 本学 小学生

械運動を中心に行う体操教 講師

～ ～

（山屋敷町）１～６年生

室です。 ６月21日(土) １６：００ ２０人

めざせ！宙返り。 最小実施人

毎週土曜日 計１２時間 数１人

６回

特別支援教育推進の現状

や学習指導要領の基本方針

特別支援教育 について概説するととも 藤井 和子 ５月31日（土） １０：００ 本学 （ 基 礎 グ

における個別 に，特別な教育的ニーズに 講師 ６月14日（土）

～

（山屋敷町）ループ）

の指導計画の 対応する自立活動の目標・ ６月21日（土） １６：００ 現職教員

作成法と活用 内容や個別の指導計画作成 １０人

法Ⅰ の意義・方法について論じ ３回 （昼食休憩

※ ます。その上で，特別な支 １時間）
援を必要としている子ども

のビデオを用いて個別の指 計１５時間

導計画を実際に試作してい

ただき，授業への生かし方

と具体的な評価の方法につ

いて考究します。個別の教

育支援計画策定についても

ふれる予定です。注１



講座名 講 座 概 要 講 師 実施期間 開設時間 実施場所 定 員
特別支援教育推進の現状

や学習指導要領の基本方針

等について概説するととも

特別支援教育 に，特別な教育的ニーズに 笠原 芳隆 ５月31日（土） １０：００ 本学 （ 実 践 グ

における個別 対応する自立活動の目標・ 准教授 ６月14日（土）

～

（山屋敷町）ループ）

の指導計画の 内容や個別の指導計画作成 ６月21日（土） １６：００ 現職教員

作成法と活用 の意義・方法について論じ

法Ⅱ ます。その上で，受講者ご ３回 （昼食休憩 １０人

※ 自身に学級等で担当されて １時間）

いる児童生徒を対象とした

個別の指導計画を実際に作 計１５時間

成していただき，その授業

への生かし方と具体的な評

価の方法について考究しま

す。個別の教育支援計画策

定についてもふれる予定で

す。注２

すでに陶芸をやられてい

て，更なる技術や作品の向 ６月３日(火) １７：００ 中・上級

中・上級者の 上を目指す方を対象にしま 髙石 次郎

～ ～

本学 市民一般

ための陶芸 す。従って，内容は受講生 准教授 ７月１日(火) １９：００ （山屋敷町）10人

の要望に合わせて相談の上 計10時間

決めていきます。（例：作 毎週火曜日 最小実施

品の創造，加飾技術，成形 ５回 人数３人

技術，焼成技術など）

小学校３年生以下の子ど

ものためのサッカー教室で

少 年 少 女 ス す。マット，鉄棒，跳び箱， 榊原 潔 ７月27日（日） ９：００ 本学 初級

ポーツ教室Ⅲ 縄跳び，エクサザイズボー 准教授 ７月28日（月）

～

（山屋敷町）小学生

（山屋敷サッ ルなどを用いて様々なス ７月30日（水） １５人

カークラブ低 ポーツの基礎となる「動き ８月１日（金） １１：００

学年） づくり」を行います。また， ８月25日（月） 最小実施

ボールを扱うテクニックの ８月27日（水） 計１４時間 人数６人

練習や試合を行います。 ８月29日（金）

実施場所までの交通手段

が確保できない受講希望者 ７回

は，あらかじめお問い合わ

せ下さい。

近年，特別支援教育を中

心として，応用行動分析に

基づく教育実践の成果が大

応用行動分析 きな注目を集めています。 加藤 哲文 ７月31日(木) １０：００ 埼玉県 初級

で特別支援教 本講座では，応用行動分析 教授 ８月１日(金)

～

さいたま市 現職教員

育が変わるⅡ の基本的な理論と枠組みの 村中 智彦 ８月２日(土) １６：００ 本学大宮サ ２０人

※ 理解，アセスメント（行動 講師 テライト

観察など）の手法や基礎的 ３回 （昼食休憩 最小実施

な指導技法の習得，客観的 １時間） 人数５人

データに基づく授業改善や

学校コンサルテーションへ 計１５時間

の活用を目指します。注３



講座名 講 座 概 要 講 師 実施期間 開設時間 実施場所 定 員
「モラルスキルトレーニ

ング」とは，上越教育大学

道徳教育研究室の提案する ① ①

モラルスキル 新しい道徳授業のプログラ 林 泰成 ８月４日(月) 13:00～17:00 本学 初級

トレーニング ムです。道徳性の育成と人 教授 ② ② （山屋敷町）現職教員

入門～道徳授 間関係スキルの獲得を目指 ８月５日(火) 9:30～12:00 ３０人

業で仲間づく します。道徳の時間だけで ③ 13:00～17:00

り・学級づく なく学級活動でも活用でき ８月６日(水) ③ 最小実施

り～ ます。この「モラルスキル 9:30～12:00 人数５人

トレーニング」を，参加体 ３回 13:00～15:00

験型の研修スタイルでご紹

介します。市販本では小学 計１５時間

校におけるプログラムが紹

介されていますが，本講座

では中学校版も取り上げま

す。

身のまわりの食べものを

使った実験を行う。いずれ

の実験も，特別な知識や技 光永伸一郎 ① ① 初級

と っ て も 簡 能を必要としない簡単なも 准教授 ８月20日(水) 13:00～17:00 本学 小学生

単！だれでも のとする。食べものに含ま ② ② （山屋敷町）５・６年生

できる食べも れる栄養素や添加物を分析 松倉久枝（学 ８月21日(木) 13:00～16:00 １０人

の実験 したり，調理の仕組みにつ 外講師：管 ③ ③

いて調べたりする。実験を 理栄養士） ８月22日(金) 13:00～16:00 最小実施

通して，食に対する知的好 人数３人

奇心を喚起させるのが，本 ３回 計１０時間

講座の目的である。

人類は何千年も前から円

周率を求めようとしてき ９月３日(水) １９：００

た。円周率の計算について，

～ ～

初級

円周率πを計 アルキメデス，和算家，イ 中川 仁 10月１日(水) ２０：３０ 本学 市民一般

算する ンド，ガウスの方法を紹介 教授 （山屋敷町）２０人

する。彼らの計算の追体験 毎週水曜日 計7.5時間

を通して，人類の知的活動 ５回 最小実施

の歴史を鑑賞する。 人数５人

『だれでもできる』『た

めになる』『楽しい』小学

校英語の授業づくりをねら

「小学校英語」 いとします。その内容は， 石濵 博之 ９月12日(金) １８：３０ 本学 現職教員

進め方入門 理論編と実践編を組み合わ 准教授 ９月26日(金)

～

（山屋敷町）市民一般

せた内容です。 具体的に， 10月10日(金) ２０：００

小学校英語のねらいや意 10月24日(金) 計９時間 １５人

義，カリキュラムデザイン， 11月７日(金)

授業の枠組みの作り方， 11月14日(金)

ゲームの活動，歌の活動，

教材・教具，授業展開事例， ６回

評価の考え方と方法，教室

英語などの概要を提供いた

します。



講座名 講 座 概 要 講 師 実施期間 開設時間 実施場所 定 員

小学生を対象として，マッ 10月４日(土) １４：００ 小学生

ト，とび箱，鉄棒，平均台，

～ ～

本学 １～６年生

体操教室Ⅱ トランポリンなどの器械運 周東 和好 11月15日(土) １６：００ （山屋敷町）２０人

動を中心に行う体操教室で 講師 計１２時間

す。 11月１日（土） 最小実施

めざせ！宙返り。 を除く毎週土 人数１人

曜日６回

陶芸で皿とマグカップを ① ①

作ります。その後，生地か 10月25日(土) 13:00～17:00 本学 初級

陶芸…器とピ ら作ったピザを焼いて自分 髙石 次郎 ② ② （山屋敷町）市民一般

ザを作って焼 の作った器を使って昼食会 准教授 11月８日(土) 13:00～16:00 ２０人

いて食べる を開きます。 ③ ③

＊ピザの材料費は別途 11月15日(土) 10:00～13:00 最小実施

３回 計１０時間 人数１０人

中学生のためのフットサ 11月15日（土）

ル教室です。 11月23日（日） 中級

少 年 少 女 ス 受講者はチームに分かれ 榊原 潔 11月29日（土） １８：００ 本学 中学生

ポーツ教室Ⅱ て練習と試合を行います。 准教授 12月６日（土）

～

（山屋敷町）２５人

（山屋敷フッ 勉強の質問や相談も受け 12月13日（土） １９：３０

トサルクラブ 付けます。 12月23日（火 最小実施

中学生） 実施場所までの交通手段 ・祝日） 人数１１人

が確保できない受講希望者 計９時間

は，あらかじめお問い合わ ６回

せ下さい。

実習の場を林と池とし，

食物連鎖の観点から林と池 本学 初級・中級

理科野外観察 に生息する多種多様な生物 中村 雅彦 ８月９日（土） ９：００ 市民一般

指導実習Ａ とその相互関係を観察し， 教 授

～

（山屋敷町）

※ 食物連鎖の野外観察のあり ８月10日（日） １７：００ 現職教員

方，素材の提供，運営方法， １０人

指導方法，安全対策を現地

で実際に学ぶことを目的と 計１５時間

する。

実習の場を森とし，森に

生息する多種多様な生物の ９：００

理科野外観察 野外観察を通して，その生 中村 雅彦 ９月８日（月）

～

志賀高原 初級・中級

指導実習Ｂ 息環境や生物同士の関係を 教 授 ９月９日（火） １７：００ 市民一般

※ 考え，森における野外観察 現職教員

のあり方，素材の提供，運 計１５時間 １０人

営方法，指導方法，安全対

策を現地で実際に学ぶこと

を目的とする。



講座名 講 座 概 要 講 師 実施期間 開設時間 実施場所 定 員

実習の場を川とし，川に

生息する多種多様な生物の ９：００

理科野外観察 野外観察を通して，その生 中村 雅彦 ８月18日（月）

～

正善寺川 初級・中級

指導実習Ｃ 息環境や生物同士の関係を 教 授 ８月19日（火） １７：００ 市民一般

※ 考え，川における野外観察

のあり方，素材の提供，運 現職教員

営方法，指導方法，安全対 計１５時間 １０人

策を現地で実際に学ぶこと

を目的とする。

池や沼などでみられる浮

遊生物（プランクトン）に

ついてそのサンプリング方 ９：００

理科野外観察 法や観察法について実習を 小川 茂 ８月27日（水）

～

本学 初級・中級

指導実習Ｄ 通して指導する。走査電子 准教授 ８月28日（木） １７：００ （山屋敷町）市民一般

※ 顕微鏡，蛍光顕微鏡等を実

際に操作しながらプランク 計１５時間 現職教員

トンの生きた姿と微細形態 １０人

の観察・撮影を行う。

身近に生育する植物の分

類，形態，生態についての

観察指導のポイントを，校 ９：００

理科野外観察 庭や路傍，畑地や空き地， 森田 龍義 ９月１日（月）

～

本学 初級・中級

指導実習Ｅ 雑木林や杉林を観察場所と （新潟大学 ９月２日（火） １７：００ （山屋敷町）市民一般

※ した実習を通して学ぶ。名 教授）

前を知らなくとも植物の野 計１５時間 現職教員

外観察はできることを体験 １０人

し，野外観察指導実践を阻

むバリアーの低減をめざ

す。

初等中等教育では野外で

の地層観察や化石採集が求

められている。本実習では ９：００ 上越市平山 初級・中級

理科野外観察 地層観察方法や化石採集方 天野 和孝 ８月11日（月）

～

～中ﾉ俣 市民一般

指導実習Ｆ 法を実習し，採集された化 教授 ８月12日（火） １７：００ 上越市谷浜

※ 石などから地質時代や古環 現職教員

境を検討する。 ～大淵 １０人

計１５時間

大地の変動の観点から変

成作用による地殻変動や火

成活動の野外観察をおこな ９：００ 妙高・糸魚 初級・中級

理科野外観察 う。いろいろな岩石を観察 大場 孝信 ８月25日（月）

～

川 市民一般

指導実習Ｇ することにより野外観察を 准教授 １７：００

※ 指導するための基礎を習得 ８月26日（火） 現職教員

させる。また火山災害につ 計１５時間 １０人

いての安全対策を現地で実

際に学ぶ。



講座名 講 座 概 要 講 師 実施期間 開設時間 実施場所 定 員

１泊２日の日程で気象観

測実習を行う。小・中学校

理科野外観察 のカリキュラムに出てく 中川 清隆 ６月７日（土） ９：００ 本学 初級・中級

指導実習Ｈ る，太陽の日周運動，気温 (立正大学教 ６月８日（日）

～

（山屋敷町）市民一般

※ と湿度の日変化，雲形・雲 授） １７：００ 現職教員

量，海風循環等の現象を対 １０人

象とした独自の観測結果を 計１５時間

インターネット上に公開さ

れる気象情報と比較しなが

ら，現象の理解や説明の方

法等を習得させる。

１泊２日の日程で暖候季

の星夜観測実習を実施す

る。小学校４年理科および

理科野外観察 中学校理科第２分野の天文 宮本 昌典 ８月30日（土） ９：００ 星のふるさ 初級・中級

指導実習Ｉ 単元に出てくる，太陽，月， (国立天文台 ８月31日（日）

～

と館（清里 市民一般

※ 星座の日周運動および星夜 名誉教授） １７：００ 区）

観測の指導に適した季節， 現職教員

場所，方法等について，実 １０人

際に観測しながら体得させ 計１５時間

る。

理科野外観察指導実習Ｊは，今年度休講いたします。



２ 公開講座

（１）平成２１年度実施計画
※を付した講座については，公開講座に併せて，免許法認定公開講座として実施するものである。

講座名 講 座 概 要 講 師 実施期間 開設時間 実施場所 定 員

初級でも演奏できる名曲 ４月15日（水）

ピアノ入門 にチャレンジしてみよう。 平野 俊介

～

１７：３０ 本学 初級

准教授 ６月10日（水）

～

（山屋敷町）市民一般

４月29日、5月 １９：３０ ５人

6日を除く毎週 計１４時間 最小実施

水曜日７回 人数１人

短歌は、万葉集以来、日

本人に最も親しまれてきた

はじめての短 詩形ですが、いざ作るとな 松田 愼也 ５月８日（金） １９：００ 本学 初級

歌－実作短歌 ると「難しそう」と感じる 教授

～ ～

（山屋敷町）市民一般

入門 人も多いと思います。でも、 ７月10日（金） ２０：３０ ２０人

そんなことはありません。

講座では、初回に歌作りの 毎週金曜日 計１５時間 最小実施

基本的な考え方をお話しし 10回 人数２人

た後、２回目からは各自が

作品を持ち寄り、相互に批

評しあうことによって、歌

作りの勘どころを学んでい

きます。短歌を通じ自己表

現の手法を学べば、他の文

学作品を鑑賞する上でもき

っと新しい視界が開かれる

ことでしょう。

初級ドイツ語の習得を目

指し、ドイツ語のガイドを 増井 三夫 ５月12日（火） １４：４０ 本学 初級

ドイツ語入門 読み、街で簡単な会話がで 教授

～ ～

（山屋敷町）市民一般

きるようになりましょう。 ７月14日（火） １６：１０ １５人

毎週火曜日 計１５時間 最小実施

10回 人数１０人

小学生を対象として，マ

ット，とび箱，鉄棒，平均 周東 和好 ５月16日(土) １４：００ 本学 小学生

体操教室Ⅰ 台，トランポリンなどの器 講師 ５月23日(土)

～

（山屋敷町）１～６年生

（山屋敷体操 械運動を中心に行う体操教 ６月13日(土) １６：００ ２０人

教室小学生） 室です。 ６月20日(土)

６月27日(土) 計１２時間 最小実施人

７月４日(土) 数１人

毎週土曜日

６回

別添資料11－３－②－６　「平成21年度公開講座実施計画」



講座名 講 座 概 要 講 師 実施期間 開設時間 実施場所 定 員

特別支援教育推進の現状

や新学習指導要領の基本方

特別な支援 針等について概説するとと 笠原 芳隆 ５月30日（土） １０：００ 本学 現職教員･

を必要とする もに，特別な教育的ニーズ 准教授 ６月13日（土）

～

（山屋敷町）保育士等で

子の指導・支 に対応するカリキュラムで ６月20日（土） １６：００ 特別な支援

援計画 ある「自立活動」の考え方 藤井 和子 を必要とす

や個別の指導計画作成の方 講師 ３回 （昼食休憩 る子の指導

法等について論じます。そ １時間） ･支援に関

の上で，受講者ご自身に学 心のある方

級等で担当されている児童 計１５時間

生徒を対象とした個別の指 ２０人

導計画を実際に作成してい

ただき，その授業への生か

し方と具体的な評価の方法

について考究します。個別

の教育支援計画策定につい

てもふれていきます。 注

１

小学校３年生以下の子ど

ものためのサッカー教室で

少 年 少 女 ス す。マット，鉄棒，跳び箱， 榊原 潔 ７月26日（日） ９：００ 本学 初級

ポーツ教室Ⅲ 縄跳び，エクサザイズボー 准教授 ７月27日（月）

～

（山屋敷町）小学生

（山屋敷サッ ルなどを用いて様々なス ７月29日（水） １５人

カークラブ低 ポーツの基礎となる「動き ７月30日（木） １１：００

学年） づくり」を行います。また， ７月31日（金） 最小実施

ボールを扱うテクニックの ８月３日（月） 計１４時間 人数６人

練習や試合を行います。 ８月４日（火）

実施場所までの交通手段

が確保できない受講希望者 ７回

は，あらかじめお問い合わ

せ下さい。

近年、特別支援教育を中

心として、応用行動分析に

応用行動分析 基づく教育実践の成果が大 加藤 哲文 ７月28日（火） １０:００ 本学大宮サ 初級

で特別支援教 きな注目を集めています。 教授 ７月29日（水）

～

テライトキ 特別支援学

育が変わるⅢ 本講座では、応用行動分析 ７月30日（木） １６:００ ャンパス 校・特別支

－特別支援学 の基本的な理論と枠組みの 村中 智彦 援学級教員

校・特別支援 理解、アセスメント（行動 講師 ３回 (昼食休憩１

学級編－ 観察など）の手法や基礎的 時間) ２０人

な指導技法の習得、客観的 最小実施人

データに基づく特別支援学 計１５時間 数５人

校・特別支援学級における

授業改善や学校コンサル

テーションへの活用を目指

します。注２



講座名 講 座 概 要 講 師 実施期間 開設時間 実施場所 定 員

近年、特別支援教育を中

心として、応用行動分析に

応用行動分析 基づく教育実践の成果が大 加藤 哲文 ７月28日（火） １０:００ 本学新潟 初級

で特別支援教 きな注目を集めています。 教授 ７月29日（水）

～

サテライト 小中高の通

育が変わるⅢ 本講座では、応用行動分析 ７月30日（木） １６:００ 常学級教員

－通常学級編 の基本的な理論と枠組みの 道城 裕貴 ２０人

－ 理解、アセスメント（行動 助教 ３回 (昼食休憩１

観察など）の手法や基礎的 時間) 最小実施

な指導技法の習得、客観的 人数５人

データに基づく通常学級に 計１５時間

おける授業改善や学校コン

サルテーションへの活用を

目指します。注３

小学校５,６年生と中学

生を対象とした木工ものづ

木工ものづく くり教室です。 東原 貴志 ８月３日(月) ９：００ 本学 入門

り教室（ちゃ のこぎり，さしがね，げ 准教授

～ ～

（山屋敷町）小学５，６

ぶ台をつくろ んのう等の道具の使い方を ８月７日(金) １２：００ 生と中学生

う） 学び，木材で楽しく，折り ２０人

たたみができる便利なちゃ 連続５日間 計１５時間

ぶ台をつくります。完成し ５回 最小実施

た作品は展示を予定してい 人数１人

ます。

日本の短編小説を毎回１

作品ずつ取り上げ、じっく

日本近代文学 り読み解く作業を通じて、 小埜 裕二 ８月５日(水) １９：００ 本学 初級

の名作を読む その作品の面白さやテーマ 教授

～ ～

（山屋敷町）市民一般

～短編小説を ・構造等について考えま ２０：３０ １０人

楽しむ⑤～ す。小説の読み方、楽しみ 12月９日(水)

方について学ぶ講座です。 計１５時間

講読予定作品：①川端「弓 最小実施

浦市」②漱石「一夜」③内 隔週水曜日 人数５人

田百閒「サラサーテの盤」 １０回

④芥川「枯野抄」⑤谷崎「幇

間」⑥鏡花「貝の穴に河童

の居る事」⑦太宰「桜桃」

⑧三島「荒野より」⑨川上

弘美「花野」⑩町田康「一

言主の神」



講座名 講 座 概 要 講 師 実施期間 開設時間 実施場所 定 員

『だれでもできる』『た

めになる』『楽しい』小学

「小学校英語」 校英語の授業づくりをねら 石濵 博之 ８月26日(水) １０：００ 本学 現職教員

進め方入門 いとします。その内容は、 准教授 ８月27日(木)

～

（山屋敷町）市民一般

理論編と実践編を組み合わ １６：００

せた内容です。 具体的に、 ２回 １５人

学習指導要領に基づく小学 計１０時間

校英語のねらいや意義、カ

リキュラムデザイン、授業

の枠組みの作り方、ゲーム

の活動、歌の活動、教材・

教具、授業展開事例、評価

の考え方と方法、教室英語

などの概要を提供いたしま

す。

本学創立20周年の平成10

年10月，シンポジウム「謙 10月14日(水）

越の文化を探 信・景勝と春日山城－過去 川村 知行 10月21日(水） １８：００ 上越市春日 市民一般

るⅩⅡ ・現在・未来－」を実施し 教授 11月４日(水）

～

謙信交流館

た。その折，謙信の真言宗 ２０：００ （ＪＲ春日 ２０人

信仰と景勝時代の春日山 小島 幸雄 毎週水曜日 山駅前）

城，さらに直江兼継の「愛」 （元上越市 ３回 計１６時間

にも注目したが，前年の公 教育委員会） 最小実施

開講座の成果でもあった。 10月24日（土） 人数１０人

以来，10年が経過し，「天 10月25日（日）

地人」によって，再注目さ

れている。そこで，この間 実地見学

10年の成果を踏まえ，再び，

会津・米沢を訪問したい。

化粧土によるかき落とし 13:00～
や象嵌技法を使って，オリ 10月10日(土） 17:00

陶芸－加飾に ジナルの絵模様を表現した 髙石 次郎 13:00～ 本学 初級

凝った器を作 凝った盛り皿・盛り鉢を作 准教授 10月17日(土） 16:00 （山屋敷町）市民一般

る り施釉後焼成します。 10:00～ ２０人

10月31日(土） 12:00
10:00～ 最小実施

11月７日(土） 12:00 人数１０人

４回 計１１時間

小学生を対象として，マ 10月24日(土) 小学生

体操教室Ⅱ ット，とび箱，鉄棒，平均 周東 和好 10月31日(土) １４：００ 本学 １～６年生

（山屋敷体操 台，トランポリンなどの器 講師 11月７日(土)

～

（山屋敷町）２０人

教室小学生） 械運動を中心に行う体操教 11月14日(土) １６：００

室です。 12月５日(土) 最小実施

12月12日(土) 計１２時間 人数１人

６回



講座名 講 座 概 要 講 師 実施期間 開設時間 実施場所 定 員

中学生のためのフットサ 11月23日（月

ル教室です。受講者はチー ・祝）

少 年 少 女 ス ムに分かれて練習と試合を 榊原 潔 11月29日（日） １８：００ 本学 中級

ポーツ教室Ⅱ 行います。勉強の質問や相 准教授 12月19日（土）

～

（山屋敷町）中学生
（山屋敷フッ 談も受け付けます。 12月23日（水 ２０：００ ２５人

トサルクラブ 実施場所までの交通手段 ・祝）

中学生） が確保できない受講希望者 12月26日（土） 最小実施

は，あらかじめお問い合わ 12月27日（日） 計９時間 人数１１人

せ下さい。 １月９日（土）

７回

実習の場を林と池とし，

食物連鎖の観点から林と池

理科野外観察 に生息する多種多様な生物 中村 雅彦 ８月８日（土） ９：００ 本学 初級・中級

指導実習Ａ とその相互関係を観察し， 教 授

～

市民一般

※ 食物連鎖の野外観察のあり ８月９日（日） １７：００ （山屋敷町）

方，素材の提供，運営方法， 現職教員

指導方法，安全対策を現地 １０人

で実際に学ぶことを目的と 計１５時間

する。

実習の場を川とし，川に

生息する多種多様な生物の

理科野外観察 野外観察を通して，その生 中村 雅彦 ８月18日（火） ９：００ 正善寺川 初級・中級

指導実習Ｃ 息環境や生物同士の関係を 教 授 ８月19日（水）

～

市民一般

※ 考え，川における野外観察 １７：００

のあり方，素材の提供，運 現職教員

営方法，指導方法，安全対 １０人

策を現地で実際に学ぶこと 計１５時間

を目的とする。

池や沼などでみられる浮

遊生物（プランクトン）に

理科野外観察 ついてそのサンプリング方 小川 茂 ８月31日（月） ９：００ 本学 初級・中級

指導実習Ｄ 法や観察法について実習を 准教授 ９月１日（火）

～

（山屋敷町）市民一般

※ 通して指導する。走査電子 １７：００

顕微鏡，蛍光顕微鏡等を実

際に操作しながらプランク 計１５時間 現職教員

トンの生きた姿と微細形態 １０人

の観察・撮影を行う。



講座名 講 座 概 要 講 師 実施期間 開設時間 実施場所 定 員

身近に生育する植物の分

類，形態，生態についての

理科野外観察 観察指導のポイントを，校 谷 友和 ８月22日（土） ９：００ 本学 初級・中級

指導実習Ｅ 庭や路傍，畑地や空き地， 講師 ８月23日（日）

～

（山屋敷町）市民一般

※ 雑木林や杉林を観察場所と １７：００

した実習を通して学ぶ。名 現職教員

前を知らなくとも植物の野 １０人

外観察はできることを体験 計１５時間

し，野外観察指導実践を阻

むバリアーの低減をめざ

す。

初等中等教育では野外で

の地層観察や化石採集が求

理科野外観察 められている。本実習では 天野 和孝 ８月10日（月） ９：００ 上越市平山 初級・中級

指導実習Ｆ 地層観察方法や化石採集方 教授 ８月11日（火）

～

～中ﾉ俣 市民一般

※ 法を実習し，採集された化 １７：００ 上越市谷浜

石などから地質時代や古環

境を検討する。 ～大淵 現職教員

計１５時間 １０人

大地の変動の観点から変

成作用による地殻変動や火

理科野外観察 成活動の野外観察をおこな 大場 孝信 ８月27日（木） ９：００ 妙高・糸魚 初級・中級

指導実習Ｇ う。いろいろな岩石を観察 准教授

～

川 市民一般

※ することにより野外観察を ８月28日（金） １７：００

指導するための基礎を習得 現職教員

させる。また火山災害につ 計１５時間 １０人

いての安全対策を現地で実

際に学ぶ。

１泊２日の日程で暖候季

の星の観測実習を実施す

理科野外観察 る。小学校４年理科および 濤﨑 智佳 10月10日（土） ９：００ 星のふるさ 初級・中級

指導実習Ｉ 中学校理科第２分野の天文 准教授 10月11日（日）

～

と館（清里 市民一般

※ 単元に出てくる，太陽，月， １７：００ 区）

星座の日周運動および星の 現職教員

観測の指導に適した季節， １０人

場所，方法等について，実 計１５時間

際に観測しながら体得させ

る。



講座名 講 座 概 要 講 師 実施期間 開設時間 実施場所 定 員

身近な自然に見られる野

草等の植物の生活史を，植

理科野外観察 物相互の関わり，昆虫との 中村 雅彦 ５月23日（土） ９：００ 本学 初級・中級

指導実習Ｊ 関わり，光・温度・水・土 教 授 ５月24日（日）

～

市民一般

※ 等の物理・化学的環境要因 １７：００ （山屋敷町）

との関わり等の視点で総合 現職教員

的に理解するための観察能 １０人

力を，講義と実習を通して 計１５時間

修得する。さらに，比較や

分類等を通してプロセス・

スキルズについても実習を

通して学ぶ。

理科野外観察指導実習Ｂ及び理科野外観察指導実習Ｈは，今年度休講いたします。



  2006.6.24 (Sat.) 10：00～16：00

 

いのち教育フォーラム 

「いのちを語る 

～教育、医療、宗教とのつながり～」

「いのちのあり方」、「生と死」、「いのち教育」について、哲学、教育、医療、宗教の諸視点か

ら、タブーを超えて率直に考え語ることにより、現在、未来を見通した生き方や教育につい

て考えるフォーラムです。基調講演、シンポジウム、参加者との質問交流を予定しています。

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

哲学部門 カール・ベッカー氏 京都大学教授 
 

 

 

 

宗教部門 若麻績 敏隆氏 善光寺白蓮坊住職･画家 
 

 

 

 

医療部門 今井 洋介氏 新潟県立がんセンター新潟病院 内科医長 

 

 

 

 

 

看護部門 中川 泉氏 新潟県立看護大学助教授 
 
 
 
 
 

 

教育部門 西 穣司氏 上越教育大学教授 
 

◎日程◎ 

10:00～    開会挨拶 

10:20～12:00 基調講演 カール・ベッカー氏 

「生と死を考えて、今を生きる」 

12:00～13:00 昼食・休憩 

13:00～14:40 シンポジウムⅠ 

「いのちを語る」 

14:40～14:50 休憩 

14:50～15:50 シンポジウムⅡ 

「参加者との交流；いのち教育について」

参加費●無料 
主催●上越教育大学 

会場●上越教育大学 講堂 
後援●上越教育大学いのちの教育を考える会 

いのちと看護を考える会 
連絡先●上越教育大学 研究連携室研究連携チーム、

または、生活健康系 得丸定子 
E-mail：chiiki@juen.ac.jp  TEL  025-521-3665 

別添資料11－３－②－７　「平成18年度～平成21年度いのち教育フォーラム」









（１）平成２０年度実施計画

教員 保護者 学生 地域住民 企業

1
学校教育

学系
川村　知行

文化財から国分寺、上
杉氏の謎を探る

講義 2:00 高校生

  古代の越後は謎だらけである。国府・国分寺・一の宮など未解決な
問題が多い。とりわけ、越後国分寺は五智国分寺が現存するもの
の、古代からの経過は明らかでない。ただ、越後の古代遺跡と仏教
美術から、「越後国分寺の謎」を解くことができる。また、「上杉謙信と
真言密教」について考えることによって、上杉軍団や春日山城の謎に
迫ることもできる。
　美術史や考古学による上越市史編纂事業の成果から、上越地域の
文化財理解と歴史の再構成を、高校生とともに考えてみたい。

2
学校教育

学系
藤岡　達也 環境問題と環境教育 講義（演習） 1:00～2:00 ○ ○ ○ ○

　現在，地球規模での様々な環境に関する問題が生じており，自分
達の生活とも関わっている課題も多い。その中で新潟県を中心とした
地域の課題や身近な問題を取り上げ，地球環境に対する新しい知見
を提示する。また，環境問題は文明の問題とも関わるが，本講座で
は，科学技術を社会的な文脈から捉え，持続可能な開発には，地
域，学校，家庭での環境教育が必要であることを受講者とともに考え
る。

3
学校教育

学系
藤岡　達也

自然の二面性（自然景
観及び自然の恩恵と自
然災害）

講義 1:00～1:30 ○ ○ ○ ○

　近年，国内外において，様々な自然災害が生じている。人間との関
わりによって自然現象が自然災害となる。一方，自然は資源やエネ
ルギーをはじめ。人間に様々な恩恵も与えてきた。本講座では，恩恵
や景観と災害などの自然のもつ二面性に注目するとともに，自然災
害を自然と人間との関わりを考える環境教育の観点からも捉える。同
時に，自然に対する畏敬や自然のダイナミクスを考える機会とした
い。

4
学校教育

学系
鈴木　情一

コミュニケーション能力
の発達と子ども理解

講義 1:30 ○ ○ ○

　対人関係とコミュニケーション能力の発達は子どもの自己、社会、
文化そして環境の接するところに生まれます。とりわけ子どもの自己
は他者との相互行為と対話（言葉を含む）により生成と発達を遂げま
す。
　本テーマでは、乳幼児から児童期初期までの子どもの言語・非言語
発達と表現能力の発達を中心に、それらを駆使したコミュニケーショ
ン能力の発達と育成について解説・講義することを目指します。
　特に、母子間の「やりとり」、（ルール学習としての）「しつけ」、幼稚
園や学校等における「（対話・会話という）やりとり」の技法、等に焦点
をおいて解説等をします。

５　出前講座（地域貢献事業）

講座番号 講義時間数講座形式テーマ名 講座概要氏名所属学系
受講対象者

別添資料11－３－②－８　「平成20年度出前講座実施計画」



（１）平成２０年度実施計画

教員 保護者 学生 地域住民 企業
講座番号 講義時間数講座形式テーマ名 講座概要氏名所属学系

受講対象者

5
学校教育

学系
鈴木　情一

地域における子育て支
援とその方法

講義 1:30 ○ ○ ○

　古くは都市化現象、最近では少子化、グローバリゼーションや地方
分権化、そして男女機会均等法やジェンダー論、等、子どもと子育て
に関する社会的環境が激変しています。そうした社会の変化に対して
「社会・コミュニティによる子育て」（「共育」）が叫ばれ、ボランティア活
動、ヘルパー、サポーター育成やその活動、保育所や幼稚園の延長
保育、等の対策がなされています。
　ヘルパー、サポーター育成に関わった経験を生かし、こうした子育て
と子育て環境の現状とそこで必要とされる知識やスキル、支援のスキ
ル等について、討論を交えて考えます。もちろん、子どもの実態や生
活、その考えられる変化についても考えてみたいと思います。

6
学校教育

学系
鈴木　情一

乳幼児期からのリテラ
シーの援助

講義・演習 1:30～2:00 ○ ○ ○

  リテラシーとは「読み・書き能力」のことです。幼稚園等での指導とは
関わりなく、乳児期からすでに子どもの能力とスキルは成長していま
す。この講座ではそうした実態とリテラシースキルの発達支援をおこ
なうための方策を紹介・検討します。

7
学校教育

学系
丸山  良平

乳幼児の遊びの理解と
指導

講義 1:30 ○ ○ ○

  遊びは古くから人間の考察の対象となり、哲学的手法や心理学的
手法によって理論的に研究されてきましたが、常にあいまいさを含
み、言葉で定義できないとされています。その一方で、今日、乳幼児
期の子どもにとって遊びは不可欠であり、その発達に重要な意味を
持っているといわれています。同時にその指導、援助が難しいともい
われています。
  そこで本テーマでは乳幼児期の遊びの意味について理解し、これま
での諸研究で明らかにされている子どもの育ちと遊び内容の変化な
どを概観し、幼稚園などにおける遊びの指導と援助について考えてみ
ましょう。

8
学校教育

学系
丸山  良平

乳幼児と楽しむ絵本の
世界

講義 1:30 ○ ○ ○

  乳幼児が絵本を読んでもらう楽しみは、大人が自分のために読んで
くれる幸福感を味わいながら、絵本の世界に入り込み、そこでの出来
事に心を動かすことにあります。大人の楽しみは、自分が読むのを子
どもが注目しおもしろがっているという効力感と子どもと絵本の世界を
共有し、心が通い合う喜びです。
  そこで本テーマでは実際に代表的な物語絵本の読み聞かせを行
い、絵本を楽しんでいるときの乳幼児の心の動きを推測してみましょ
う。そして子どもの心の動きに応じた読み方を考え、乳幼児期に与え
たい絵本をみいだす視点を探ってみましょう。

9
学校教育

学系
南部  昌敏

ヴィジュアル・リテラシー
について考える

講義 2:00 ○

ヴィジュアル・リテラシーについて皆さんとともに考えましょう。本講
義では、メディアを画像映像メディアに限定する観点から、ヴィジュア
ル・リテラシーについて次のように定義します。「ヴィジュアル・リテラ
シーとは、画像映像作品（番組含む）を分析的・批判的に視聴し、そ
の構成と制作意図、並びにその作品のメッセージを理解するととも
に、自らのメッセージを画像映像メディアを用いて作品として制作表
現することができる、現代社会を生きる上で必要な獲得すべき基礎的
な能力である。」



（１）平成２０年度実施計画

教員 保護者 学生 地域住民 企業
講座番号 講義時間数講座形式テーマ名 講座概要氏名所属学系

受講対象者

10
学校教育

学系
田中　　敏

簡単な意識調査と解析
法

演習 2:00 ○ ○

　質問項目の作成、回答形式の選定、結果の処理と解釈を簡単なア
ンケート調査を実演しながら学ぶ。
　学校風土や学級イメージまたは集団の意識動向の把握に活用して
いただきたい。

11
学校教育

学系
田島　弘司

みんなで一緒に考えま
しょう！総合的な学習の
時間の使い方

演習 2:00 ○ ○
中学生、
高校生

○

　総合的な学習の時間を負担に感じる先生は多い。それはなぜか？
確かに自分一人で新しい授業を作り出そうとすれば大変である。ま
た、それでは従来の授業と何ら変わらないものとなってしまう。総合的
な学習の時間は、先生や生徒や保護者や地域の人々がみんなで力
を合わせて創造することに意味があるのではないだろうか？そして、
そこから学校の新しい文化が生まれると信じたい。以上について参加
者のみなさんと共に考えたい。

12
学校教育

学系
田島　弘司

さあ、はじめましょう！国
際交流（入門編）

講義 2:00 ○ ○
中学生、
高校生

○

　国際交流をやってみたい人は多いが、その第一歩をなかなか踏み
出せない人が多い。本講座は、そのような人がどうしたら国際交流を
身近に感じることができるようになり、無理なく始められるようになる
か、それを地域における国際交流の実践例などを紹介しつつ解説す
る。

13
学校教育

学系
松本　健義

子どもが学びをつくる過
程と学習カウンセリング
的支援の在り方

講義
及び
演習

3:30
学習参観（45～
50分）を含みま
す。

○ 　 　 　

　幼児の遊び、小中高等学校各教科、道徳、総合的な学習の時間に
おいて、子どもたちが自ら学びをつくり生きる過程の実際と、それをと
らえ支える学習カウンセリング的な支援の在り方について講義・演
習・討議などを通した研修を行う。
　実際の学習場面（授業）の観察演習を行い、参加者のビデオ記録を
基にした討議を交えながら、子どもが学び合い生き合う過程の実際
と、子どもの学びの論理や筋道を捉え、それらに基づく学習カウンセ
リング的支援の在り方、それに基づくカリキュラムや単元開発等につ
いて、討議により深めていきたく考えています。

14
学校教育

学系
松本　健義

つくり表すこと、＜私＞、
他者

演習
及び
実技

3:00
制作実習（90～
120分）を含みま
す。

○ ○
小学生、
中学生、
高校生

○

　他者と共に造形的につくり表す過程を通して、新たな意味、自己、他
者との関係をつくる過程を体験し、自己の可能性、他者との共同的世
界や、それらをつくり出していく在り方について考えていく機会とする。
また、受講者によっては、「造形的な遊び」を通した教育の可能性や
実際の過程についても理解を深めたい。講座では、１時間30分～２時
間制作活動を行います。制作の都合、内容により実費を徴収させて
いただく場合もあります。
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15
学校教育

学系
五百川　裕 雪国上越の植物 講義 1:00

○ ○ 高校生・
中学生

○

　雪国の植物を調べると，雪に耐える姿と，雪を利用する姿とがある
ことに気付く。雪国では，冬の寒さに加えて積雪が植物の生育に影響
することは，植木に冬囲いを怠ると，雪の重みで枝折れや倒伏が起こ
ることでもわかるし，丈の低い野草にとって，消雪の遅れは生育期間
の短縮を意味することも想像しやすい。上越地方でも比較的積雪が
少ない海岸沿い等に自然な生育地が限られる植物は，場所を選ぶこ
とで雪国の厳しい環境に耐えて生育している植物であると考えられ
る。一方，雪深い山地にまで生育する常緑の低木や野草は，冬の寒
さを雪の下になることでしのいでいる植物である。積雪下では，雪の
断熱効果により氷点下になりにくいため凍害を免れ，乾燥や風害から
も身を守ることが出来るのである。この講座では，多くの植物の生態
写真を用いて，雪国の植物の特徴を平易に解説する。

16
学校教育

学系
五百川　裕 身近な植物観察 演習 1:00～2:00

○ ○

小学生・
中学生・
高校生

○

　校庭から里山まで植物の生育している所ならどこでも，ご希望の観
察地にお邪魔して，身近な植物の観察のポイントを解説します。名前
を覚えることよりも，それぞれの植物の形の持つ意味や，生活様式の
巧妙さ，植物同士や昆虫をはじめ他の生物との関わりの面白さを理
解してもらえることを目標とします。

17
学校教育

学系
木村　吉彦

生活科・総合的な学習
の存在意義－全人的学
力観と「生きる力」育成
の切り札－

講義 1:30 ○ ○

　「子どもの学びや育ちを連続的に捉える」という発想を軸に、これか
らの学校が、家庭・地域と共に手を取り合って子どもを育てる必要の
あることを、副題に示したテーマを中心に具体的に明らかにしてゆく。
プログラムは以下の通り。
　１．子どもの学びを連続的に捉える～学びの「In･About･For」～
　２．生活科～子どもを学校の主人公に～
　３．総合的な学習～開かれた学校づくり～
　４．相対評価から絶対評価へ～子どもひとりひとりに即す～

18
学校教育

学系
木村　吉彦

少子化時代の子育て課
題
－「子ども」を真ん中に
置いて－

講義 1:30 ○ ○ ○

　子どもたちが「時間・空間・仲間」という「三つの間」を喪失したと言わ
れる現在、子どもにとっての「遊び」のもつ意義を確認し、家庭・地域・
学校が子どもを真ん中に置いて育てることの重要性と意義を明らか
にする。
プログラムは以下の通り。
　１．今どきの子ども～その実態は？～
　２．遊びの重要性～「主体性」を育てる～
　３．今どきの学校教育～変わりつつある学校～
　４．家庭教育の在り方～これからの家庭の姿～
　５．子どもを真ん中に置いて～家庭・地域・学校の連携～

19
学校教育

学系
釜田　聡

社会認識を深める授業
について－社会科教育
と総合的な学習を中心
に－

講義・演習 1:00-2:00 ○
小学校高
学年～中

学生

　最近，社会的事象に対して学ぶ意義を見いだせない子どもたちが
増えてきたように思います。本講座では，「社会認識を深める」ことや
「社会とのかかわりを見いだす」ことをねらいとした社会科の授業や総
合的な学習について講義し，参会者の皆様と考えたいと思います。講
座の内容については，研修等の目的に応じて可能な限り内容を再構
成します。
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20
学校教育

学系
釜田　聡

多文化共生社会におけ
る教育について

講義・演習 1:00-2:00 ○ ○
小学校高
学年～中

学生
○

　21世紀の教育の目標の一つに，多文化共生のための教育が掲げ
られています。異なる国籍・民族で異なる生活習慣をもち，多様な宗
教を信仰する人々が，共によりよい生活をするためには，どのような
視点が必要かについて参会者の皆さんと考えたいと思います。具体
的には，次の内容が考えられます。１日本と韓国（日韓の共通点と相
違点，日韓の歴史認識問題他），２多文化共生社会の現状と課題，３
多文化共生社会を視野に入れた教育，他

21
学校教育

学系
松沢　要一

こんな教材が「算数・数
学好き」にした

講義 1:30 ○

　算数・数学好きな子どもの増加を願っています。そのためには子ど
もたちが「わかる」「できる」「おもしろさを実感する」ことが大切だと考
えています。本講座では、「おもしろさを実感する」ことに焦点を当て、
このことを可能にしてくれそうな算数・数学教材のいくつかを具体的に
紹介します。前任地（小出町及び魚沼市学習指導センター）で実際に
行ってきた講座内容と一部重なります。参加者といっしょに算数・数学
教材について考えてみたいと思っています。

22
学校教育

学系
古閑　晶子

思考力・言語感覚を培う
対話的な国語教室をつく
ろう

講義・演習 1:30-2:00 ○

　子どもは、それぞれの言語経験とつながった自らの言葉で、個々に
感じ、考え続けています。だから、子ども一人一人の言語経験からく
る文脈を他者と共に納得いくものにつくりかえ、その子らしい言葉を通
してものの見方や考え方をより個性的にしていく国語教室をつくりた
いと考えています。実践事例をもとに、演習を交えながら、「思考力」
「言語感覚」を培う国語科単元・教材開発や、「対話」を手立てとした
国語科授業づくりのポイントを集約・整理して紹介します。他者と共に
自らの言語生活を充実させ、自分らしい言葉の使い手となり続ける子
どもの知的営みを見つめていきましょう。

24
学校教育

学系
高野　浩志

指導者のいない部活動
（卓球）支援 実技

2:00 中学生、
高校生

　中学校、高校の卓球部のうち、顧問教官が卓球指導を専門としてな
い場合や実質的指導者が不在で困っている学校を対象とし、指導を
行う。
　ラケットの持ち方、基本姿勢、フットワークの方法、サーブ・レシーブ
の方法、ショート・ドライブ・カット・ツッツキの方法、多球練習、３，４，
５球目攻撃など生徒のレベルに応じて実技を中心とした指導を行う。

25
臨床・健康
教育学系

齋藤　一雄 障害児のリズム指導 講義、演習、実技
2:00

○ ○

  養護学校や特殊学級の子どもたちを対象としたリズム指導につい
て、リトミック（リズム運動）やリズム同期などを中心として、実際に体
験しながら、指導のポイントや配慮点、教材選択とその扱い方、自作
の教材教具の紹介等を行う。ピアノや走り回れる広さの教室等で、動
ける服装で行います。具体的な活動としては、フォークダンス、手拍
子や足踏みによるリズム同期、歩行・かけ足・ギャロップ・スキップな
どの基本的なリズム運動と中断・強弱変化・高低変化などによる即時
反応、ゾウ・キリン・ワニ・カンガルーなどの動物になって動こう、様々
な身体表現活動やゲームなどを取り上げる予定である。これらの活
動は、音楽の授業や音楽・体育、朝の会などの学級での活動などで
効果をあげる活動である。
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26
臨床・健康
教育学系 大庭　重治

学習につまずきを示す
子どもの理解と支援

講義 1:30 ○ ○

　小・中学校に在籍する学習につまずきを示す子どもたちの支援にお
いては、発達特性の把握とその特性に応じた支援方法の工夫が必要
である。本講座では、認知特性の理解の方法、学習における動機づ
け、読み書きを中心とした学習支援方法について紹介する。

27
臨床・健康
教育学系

大庭　重治
目と上手につきあうため
に

講義 1:00 ○ ○
小学生高
学年、
中学生

　「目のこと」「視力のこと」「目との上手なつきあい方」などについて解
説し、自分の体の一部である目の理解を深め、日常生活において目
を大切にすることを学ぶ機会を提供する。

28
臨床・健康
教育学系

上野　光博
生活習慣病としての慢
性腎臓病について

講義 1:30 ○ ○

　最近、生活習慣病の一つとして、慢性腎臓病が注目されています。
透析患者は年々増加し、わが国では人口約500人に1人が透析患者
です。その主な原因疾患として、糖尿病、高血圧、慢性腎炎が挙げら
れます。慢性腎臓病の進行には、肥満、メタボリックシンドローム、喫
煙の関与も示されており、生活習慣の是正が重要です。慢性腎臓病
は潜在性に進行することが多いため、健康診断や人間ドックで定期
的に検尿や採血検査を受け、自分が腎障害を有するかどうか、腎障
害があれば何が原因か、どの程度の腎機能なのかを把握しておくこ
とが望まれます。腎機能低下が進行すると腎不全状態となり、さまざ
まの症状や合併症（心臓・脳血管障害）が生じ、ＱＯＬも損なわれま
す。本講演は慢性腎臓病への理解を深めるのに役立つと思われま
す。

29
臨床・健康
教育学系 河合　　康

障害児に対する教育の
可能性は歴史的にいか
にして認識されたか

講義 3:00 ○ ○

　障害児者に対する見方・考え方（障害児・者観）を歴史的に概観した
後 、障害児が教育の可能性のある存在であることが認識されてくる
過程について講述する。講義形式を採るが、後半部ではビデオの視
聴も行う。

30
人文・社会
教育学系 小埜 裕二 小説の読み方・楽しみ方 講義 1:30～2:00 ○ ○ ○ ○ ○

  「小説を読むのは好きだが、あまり深く理解しているとは思えない。
もう少し深く読める方法はないか」「小説を読んでも面白いとは思えな
い。小説の楽しみ方というのはないのか」「文学作品との出会いを通
じ、他者と出会い、情緒や人間性をはぐくむ文学体験を子供に与えた
いが、どうすればよいのか」こうした問いについて考えていく講座で
す。

31
人文・社会
教育学系 小埜 裕二 女性文学入門 講義 1:30～2:00 ○ ○ ○ ○ ○

  明治以降に書かれた日本の短編小説の中から女性作家の作品を
数編取り上げ、女性作家の特質や文学史的な意義を考えるとともに、
明治以降の女性が担うこととなった社会的役割を女性作家がいかに
受けとめ、描いたかについて考えます。性差に対する理解力・想像力
を養うとともに、物語を読みあじわう方法と楽しさを学びます。
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32
人文・社会
教育学系

前川  利広
文学教材を使った英語
教育（高校編）

演習 1:30
○

　近年、高校の英語教育の現場で、文学的教材を使うことは激減して
いる。読む力が不足していれば、英語力のすべてが低いままに終わ
る。文学的教材は読む力をつけるのにとてもいい材料なのであるが、
教師の側にその使用をためらう理由があるようである。ここでは文学
教材を使った英語教育にまつわる問題点を解きほぐしながら、では実
際にどう使う方法が考えられるかを示してみたい。お気に召せば利用
して頂きたいし、そうでなければ忘れ去って頂きたい。

33
人文・社会
教育学系 前川  利広

小説と映画を通して見た
アメリカ文化

講義 1:00 高校生

　２０世紀はアメリカ合衆国が国力を増し、最強・最大の国になって他
の国々に大きな影響を及ぼした時代であった。そして２１世紀はその
影響がこれまで以上に全世界に及ぶものと思われる。国力に伴って
文化的な力も大いに増し、映画産業と出版事情においてもアメリカは
比類のない規模となり、良かれ悪しかれ世界各国に測り知れない影
響を与えている。ここでは映画と小説に焦点を絞り、アメリカ文化の特
徴の一端をお伝えしたい。

34
人文・社会
教育学系

加藤　雅啓
談話文法の視点：情報
構造とcohesion

講義
1:30
あるいは
1:30 ×　2回

○ ○
中学生、
高校生

○

　中学校の英語の授業では次のような構文の書き換え練習が行われ
ている。
　 (a) John gave the book to Bill. ---> John gave Bill the book.
　 (b) John gave Bill the book.     ---> John gave the book to Bill.
これは、いわゆる英語の「五文型」のうちの第三文型と第四文型の書
き換え練習である。しかし、このような機械的な書き換え練習はどの
ような意義があるのか、あるいは「ジョンはビルにその本をあげた」と
いう同じ命題内容を表すのに、なぜ二通りの言い方があるのか等々
の疑問が生じてくる。この二つの文型は、上例のように単独で用いら
れる場合には違いが分かりにくいが、話し手と聞き手が登場する談話
(discourse)の場面を考慮すると、その違いははっきりと現れてくる。す
なわち、John gave the book to Bill. の文では、話し手が最も伝えた
いのはto Billの部分で、これをより重要な情報、すなわち新情報とし
て聞き手に伝えているのに対し、John gave Bill the book.の文では、
the bookを新情報として伝えている、という違いがある。本講座では、
話し手と聞き手の立場から英語の談話を見直し、情報構造の観点か
ら(i)冠詞の機能、(ii)定名詞句表現の機能、(iii)受動文の機能、(iv)倒
置構文の機能、(v) cohesion、(vi)指示表現（代名詞等）、(vii)二重目
的語構文の機能などに関わる諸問題を具体的に分析していく。

35
人文・社会
教育学系 北條  礼子

アジアの小学校英語事
情

講義 1:00
○ ○ ○

   最近アジア諸国では小学校から英語が大変熱心に教えられている
国がほとんどである。日本では、現在小学校英語の教科化が話題に
なっているが、その取り組みは実にさまざまである。日本を含め、どの
ような取り組みが行われているのかを簡潔に紹介する。
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36
人文・社会
教育学系 北條  礼子

教授ツールとしてのポー
トフォリオの活用につい
て

講義 1:30 ～　2:00 ○

　近年ポートフォリオは、特に総合的な学習の時間の評価手段として
用いられることが多い。ポートフォリオは評価ツールとして優れている
のはもちろんであるが、教授ツールとしても大変有望である。これま
で、英語、国語、社会で教授ツールとしてのポートフォリオ活用を行っ
たが、ポートフォリオ作成に必要な要素について、実例を用いながら
解説する。

37
人文・社会
教育学系 鈴木　敏紀

初等・中等教育教員の
ための経済学

講義 1:30 × 2回 ○

　（１）小学校社会科教科書には各産業での「働く人々の様子」をテー
マに、産業と人間との係わりが描かれている。農林漁業、各種製造
業、そして商業、運輸・通信、金融、各種サービス業における人間労
働の具体的姿及びそれらの社会関係が描かれている。またそれらが
地域の産業構造及び就業構造としても描かれ、地域経済の特殊構造
が描かれている。これらの経済原理を講義するとともに上越地域の
産業構造を講義する。
　（２）中学校社会科教科書「公民」における経済領域においては、商
品、生産、貨幣、消費、貯蓄、流通、資本主義経済、企業形態、利
潤、需要と供給、市場価格、独占価格、金融、中央銀行、労働組合、
財政、公債、社会保障など多岐にわたる経済問題が理論的に取り上
げられている。これらを体系的・総体的に把握する経済原理を講義す
る。

38
人文・社会
教育学系 鈴木　敏紀

地域づくりの基本理念と
実践例

講義
及び
ワークショップ

1:30 × 2回 ○

　地域づくりとは、「地域住民が、安全、安心、快適、快活、活力、利
便、交流、協和、自然などに恵まれた生活を営むことのできる地域環
境を創造すること。」である。地域環境創造の主体は行政であったり、
地域住民であったり、またその両者の共同事業であったり、さまざま
であるが、その基本理念を理解し、実践していくことは必ずしも容易な
ことではない。その根本要因には、「人と組織と金」という問題が存在
しているのである。
　そこで本講座では、この地域づくりの基本理念をしっかりと理解し、
実践していく手立てを講義し、特に「仲間づくり」を通じて展開されてい
る実践例を新潟県内各地域及び近隣市町村の事例を紹介する。そ
の実践例には、各種の福祉・支援活動、事故防止・防災活動、文化・
スポーツ活動、特産品創造活動、環境整備・美化活動、交流活動、自
然環境保護・観察活動などが多岐にわたって展開されている。これら
の地域づくりを地域住民が主体的に取り組める具体的方策を講義と
ワークショップを通して探っていく。
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39
人文・社会
教育学系

山本　友和
社会科の基礎学力をど
う捉え、どのように育成
するか

講義 1:30 ○

 　「生きる力」や「自己教育力」の育成という今日的課題を踏まえたう
えで、社会科教育において望まれる基礎学力とは何かについて検討
し、その育成の方策について考察する。具体的な展開は、以下の通り
である。
　①社会科の基礎学力がどのように捉えられてきたかを、戦後社
　　 会科教育史の分析を踏まえて考察する。
　②学力観としての「生きる力」の内実について考察する。
　③社会科の基礎学力を能力（学習能力と社会的能力）と基礎的
　　 内容（構造化された知識）の両面から捉えたうえで、その学習
　　 過程のありかたについて考察する。
　④以上を踏まえて、教材開発やカリキュラム開発の視点を提示
 　　する。

40
人文・社会
教育学系

石濵　博之
小学校英語の授業展開
と教員の指導力向上（教
員研修）

学級担任との
ティーム・ティー
チング（授業）及
び講義と演習

各学校の授業時
間にあわせる

○ 小学生

   公立小学校における小学校英語の授業展開事例を提案すると共
に、それに基づく小学校教員の小学校英語に関する指導力向上を目
指します。そこで、小学校を訪問して、あるトピック（話題）に関して学
級担任とのティームティーチングで小学校英語の授業（出前授業）を
展開します。そのねらいは、子どもが外国語（特に、英語）に触れた
り、外国の文化に慣れ親しむ体験的な活動を提供するためです。そ
の後、小学校英語に関する教員の指導力向上を目指します。講義と
演習を兼ね備えています。

41
人文・社会
教育学系

押木　秀樹
書写が苦手な先生のた
めの毛筆実技

実技 1:30　×　3回 ○  

　国語科書写の授業は、日常生活（硬筆）において読みやすい字を速
く書くことが目標であり、毛筆による実技はそのための基礎と位置づ
けられています。そして、指導方法さえ適切であれば、教師自身の実
技能力に関わらずすばらしい授業ができるのも事実です。
　一方で、子どもたちは、毛筆という非日常的で伝統的な用具に目を
輝かせています。それを思うと、自身の毛筆による実技能力を高めて
おきたいという先生方の気持ちもわかります。
　この講座は、毛筆実技に自信がない、小学校（中学校）向けの書写
実技に関する授業を受けたことがないという先生方のためのもので
す。具体的には、用具の扱い方・筆の持ち方から、最も簡単な用筆・
運筆（線の引き方）と字形の基礎について、実習します。

42
人文・社会
教育学系 押木　秀樹

書写で知っておくとちょっ
と良いこと
－なぜ？わかった！と
思える国語科書写指導
のために－

講義 1:30 ○  

　「筆順は何のためにあるの？」「ここははねるのに、ここは止める
の？」といった子どもたちの疑問、「こんな持ち方で大丈夫だろう
か？」「練習帳をやらせておくだけで良いだろうか？」といった先生方
の疑問に少しでも答えたいと思います。
　国語科書写指導は、この20年間、単なる練習から理解して実現でき
る力へ、子どもたちの個性も意識した指導、すべての文字を書く活動
に生きる力として、さまざまな工夫がされてきました。まだまだ十分と
はいえませんが、特に書写の授業が苦手だという先生方にとって、そ
れらを知っておくことは、ちょっと良いことかも知れません。
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43
人文・社会
教育学系 下里　俊行

現代の世界情勢を読み
解く

講義 1:30 ○ ○ 高校生 ○

　９・１１事件以降、混迷する世界情勢について、歴史的な視点から解
説する。具体的には、パレスチナ、アフガニスタン、チェチェンなど世
界各地での地域紛争やテロリズムの歴史的背景について説明すると
ともに、マスコミ等では報道されない情報をどのようにインターネット等
を通して入手するのか、それらをどのような視点から読み解けばよい
のかについて講義する。

44
人文・社会
教育学系 志村　　喬

身近な地域の地図を活
用した社会科・地理学習

講義及び演習
（講義もしくは演
習のみも可）

講義1:30
及び
演習1:30

○
中学生、
高校生

　今日の社会科・地理学習では地理的技能を身に付けることが重視
されている。地理的技能の内容は幅広いものであるが、その中心は
地図の描図・作図・読図といった技能と、フィールドワーク遂行の技能
であり、これら技能は身近な地域の地図をフィールドワークと関連づ
けながら学習することが効果的である。
　そこで本講座では、①教材となりうる上越地域に関する地図情報を
提示した後、②それら地図を用いてどのような学習が可能か簡単な
作業も交えながら検討する。③さらに時期・場所的に可能ならば、演
習として会場周辺で徒歩による簡単なフィールドワークを実施し理解
を深めたい。

45
人文・社会
教育学系

志村　　喬
学校『地図帳』から学ぶ
地理の世界

講義 1:00 ○ ○ ○ ○

　あまり知られていないが、小・中・高等学校の社会科（地理・歴史
科）で配布される学校用『地図帳』は、法的に教科書であり、文章主
体の「教科書」とは異なる地理情報を満載している。そして、それは学
校卒業後も十分価値を持っている。本講座では、現在使われている
『教科書』、過去使われた『地図帳』を紹介し、それらから日本と世界
の地理今昔を読み解いていきたい。なお、自分が学校時代に使った
地図帳をお持ちならば、持参しいただきたい。

46
自然・生活
教育学系

山崎　貞登
ポートフォリオと評価規
準表を使った学びをしよ
う

演習 1:30 ○ ○
中学生、
高校生

○

　「総合的な学習の時間」の導入や、基礎学力の低下問題が社会的
関心事となっている。「総合的な学習の時間」では、「学びのプロセス
力」をつけるために、ポートフォリオ学習と評価法が注目されている。
一方、イギリスでは1960年代から、ポートフォリオ学習が盛んに行わ
れている。そこで、イギリスの中学生及び高校生段階の生徒を対象と
し、生徒らのポートフォリオ作成過程の実際について、現地で録画し
たビデオを鑑賞しながら、日本型ポートフォリオとの違いについて意
見交換を行う。さらに、イギリスのポートフォリオの評価規準を紹介し
ながら、「日本型ポートフォリオ」との違いや、日本における評価規準
づくりと評価の実際について、演習形式で進める。

47
自然・生活
教育学系 黎　　子椰 中国の教育事情 講義 1:00～2:00 ○ ○

高校生
小・中学
生

○

 　中国の小学生が１学年で覚えなければならない漢字は約800字で
ある。こんなにたくさんの漢字が覚えられるのだろうか？年間授業時
数はどのくらいあるのだろうか？本講座では、中国文化、社会風土を
説明 しながら、中国の小・中学校の実態と課題を解説する。また、受
講者の希望に応じて、中国の小・中学校における国際交流・異文化
理解の取り組みの事例を紹介する。
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48
自然・生活
教育学系 大場　孝信 大地の変動 講義 1:00～1:30 ○ ○

中学生、
高校生

○

大正９年（１９２０）９月１６日に上越市の東隣り清里村に隕石が落下
した。日本に落ちた２９番目の隕石で、櫛池隕石と命名された。４６億
年の昔、これらの隕石は地球に降り注いでいた。隕石の落下に伴い
地球は火の玉となった。衝突にともない、ばく大なエネルギーは熱と
なり、地球内部に閉じこめられた。この熱エネルギーは今もなお外に
向かって開放されている。このエネルギーの開放が火山の噴火や地
震である。上越地域では1974年の新潟焼山の噴火があり、また中越
地震はまだ生々しい。これらの活動は大地の変動により起こってい
る。これらの大地の変動を地震や火山で、さらに地球の始原物質で
ある隕石を使って、講義する。

49
自然・生活
教育学系 大場　孝信

上越の山々のおいたち
と岩石の利用

講義及び観察 1:00～1:30 ○ ○
中学生、
高校生

○

妙高火山、米山、鉾ケ岳、南葉山、雨飾山などの中には深田久弥
の日本の１００名山にはいる美しい山々が上越にある。これらの山々
のでき方を地質調査や岩石の薄片写真、化学組成などの最近の研
究結果を加え、写真を中心に分かりやすく説明する。また、また中越
地震を踏まえ、地辷りなど地震災害や火山災害について説明する。

また、上越地域は直江津に国分寺があり、昔から文化が栄え、人
の行き来が盛んな地域であった。そのため多くの石像、石仏や五輪
塔が残っている。これらは三和村で産する大光寺石（凝灰岩）や妙高
山の関山石（角閃石安山岩）などが見られる。明治以降、新井で産す
る千草石や茨城県の稲田石（白色黒雲母花崗岩）、北欧、アフリカ、
中国からの輸入石材（赤色花崗岩や真黒なハンレイ岩）も増えてき
た。上越のいろいろな石について講義また野外で観察をおこなう。

50
自然・生活
教育学系

小川　  茂
細胞の進化‐葉録体
の不思議‐

講義 1:00
高校生

　植物細胞に見られる葉緑体は、地球上の生命活動を支えるうえで
重要な光合成を行う細胞小器官である。この葉緑体は、独自の遺伝
情報とタンパク質合成能をもち、分裂してその数を増す。このような高
い自律性を示す葉緑体が細胞の進化の過程でどのように生じたの
か、多くの未解決の問題を含んではいるものの、約１５億年前に、真
核生物（核膜に包まれた核をもつ細胞からなる生物）の細胞内に共生
したラン藻の１種が葉緑体の起源となったのではないかとする細胞内
共生説が、現在、多くの研究者に支持されている。
　本講座では、細胞の進化において葉緑体という細胞小器官がどの
ように生じたのか、細胞内共生説をもとに講義を行う。

51
自然・生活
教育学系

天野　和孝
地層や化石からみた郷
土の大地の生い立ち

講義 1:30 ○ ○
小学生

〜高校生
○

　上越地域はフォッサマグナの北部に位置し、その大地の生い立ちは
日本列島や日本海の生い立ちを考える上でも重要である。特に、西
頸城山地、東頸城丘陵、米山山地の生い立ちは1500万年以上も前
にさかのぼる。こうした大地の生い立ちは、地すべり等の災害や石
油・石炭等の資源の形成とも深く関わっている。ここでは、これまで上
越地域の市町村史編纂の過程で得られた新しい資料をもとに、郷土
の大地の生い立ちについて、スライド映写機等の視聴覚機器を用い、
できるだけ平易な言葉で講義する。
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52
自然・生活
教育学系 天野　和孝

地質時代の環境変動と
生物の進化

講義 1:00 ○ ○
中学生、
高校生

○

　地質時代の環境の変動と生物の進化は密接に結びついている。本
講座では先カンブリア時代から現在に至る環境変動と生物進化につ
いて化石資料をもとに詳しく解説する。ここでは、これまでの研究で得
られた上越地域の資料なども活用し、スライド映写機等の視聴覚機
器を用い、できるだけ平易な言葉で講義する。

53
自然・生活
教育学系 東原　貴志

木材の圧縮加工や曲げ
加工の技術を活用したも
のづくり教室

演習 2:00 ○
小学5,6
年生およ
び中学生

　木材の圧縮加工や曲げ加工の原理を学び、それらの技術を活用し
たものづくりを体験する講座である。
　学校の図工室や技術室の設備を活用して、木のおもちゃ、小物入
れなどを製作する。（製作物は相談に応じます。材料費が別途必要で
す。）

54
芸術・体育
教育学系

加藤   泰樹
大橋奈希左

“からだの感じ”を大切に
したやさしい運動の指導
法

講義･演習･実技 2:00 ～ 4:00 ○
小･中･高
指導者含

体育･ス
ポーツの
指導者

　運動は苦手だという方やスポーツはなかなか楽しめないという方、
あるいはいくら練習してもうまくなれないという方たちをやさしく導くた
めの指導者向けの入門講座です。これまでの、ひとつのかたちを押し
付けるような指導ではなく、自分の“からだで感じる”ことを手がかりに
した、とても刺激的でおもしろい指導法です。身近で手軽なインライン
スケートやショートスキーの実技講習を実際に受けて頂いたり、ある
いは野外に出かけて行ういろいろな活動に随行し、実際の指導場面
を見せて頂きながら、運動の感性学的視点やインナーゲーム理論に
基づく新しい運動の指導法を研修します。このように教えればこうなる
はずとわかっちゃいるけどうまくできないとお悩みの指導者の皆さん、
一度ご自身の指導を見直してみませんか！

55
芸術・体育
教育学系 伊藤　政展 観ることで動作を学ぶ 講義 1:00

中学生、
高校生

　スポーツの技能は身体的練習の積み重ねによって獲得されること
はいうまでもないが、また一方で、他者の動作を見ることによっても獲
得される。この講義では、観察による学習のメカニズムを概観するとと
もに、実施上の留意点について考えてみたい。

56
芸術・体育
教育学系 伊藤　政展

体力・運動能力の発達と
臨界期

講義 1:00 ○ ○
中学生、
高校生

○

　体力・運動能力はトレーニングによって向上することはいうまでもな
いが、最大のトレーニング効果が得られる時期（臨界期）は体力・運
動能力を構成する要素によって著しく異なる。この講義では、体力・運
動能力の発達と臨界期について概観するとともに、年少者を対象とし
た望ましいスポーツ指導の在り方について考えてみたい。

57
芸術・体育
教育学系

市川  真澄
スキーおよびスノーボー
ドの指導法

実技あるいは講義4:00
○

○
（指導
者）

　スキーやスノーボードの指導をどのように行ったよいかわからないと
いった先生方や地域指導者の方を対象にして，初心者から上級者ま
でのスキー，スノーボード指導法について，実技あるいは講義を行い
ます。（担当者のスノースポーツに関する資格は以下のとおりです。
スキー：全日本スキー連盟公認指導員，日本体育協会スキー上級指
導員，全日本スキー連盟教育本部ブロック技術員，スノーボード：全
日本スキー連盟準指導員，東海北陸ブロックスノーボード委員会委
員）



（１）平成２０年度実施計画

教員 保護者 学生 地域住民 企業
講座番号 講義時間数講座形式テーマ名 講座概要氏名所属学系

受講対象者

58
芸術・体育
教育学系 酒井　　創

ピアノと対話、ピアノで対
話

演習 1:30
小学生高
学年、
中学生

　過去10年間、新潟県音楽コンクール、上越器楽コンクールの審査に
関わり、小学校低学年、小学校高学年、中学校、高校・一般の４つの
部門に分けて審査するうちに手放しで喜んでは居られない事実がし
だいに明確になって現れてきた。それは、年齢が高くなるに従って演
奏表現の輝きが減少し、表現密度が薄くなる。‘演奏’には決まりが有
るようでない、無いようで有るが、児童の抱える表現行為者としてのそ
れぞれの問題点の本質は各人違う。発達途上の表現行為者（子ど
も）の励みの一助に成れば幸いと思っての講座です。

59
芸術・体育
教育学系 平野　俊介

ピアノの発展と演奏様式
の変遷

講義形式 1:45 ○

　バッハからモーツァルトが活躍した1700年代は、鍵盤楽器の発展に
とってもおおきな変革の時代であった。音楽作品はその時代の楽器
の表現力とも密接に関わっている。また、その時代特有の記譜習慣も
ある。ある作品の演奏法なり演奏様式は、そのことを踏まえた上で成
りたつと考えられる。1700年代に焦点を当て、その時代の演奏様式を
文献やCDでの演奏例を通して紹介する。

60
芸術・体育
教育学系 榊原　　潔 運動遊び 実技 2:00 ○ ○

小学生、
中学生、
高校生

○
　鬼ごっこ、長なわ、竹馬、一輪車、コマまわし、羽根つき、ジャグリン
グ、フリスビー、ドッヂボール、サッカー、ドッジピンポン、ボール遊び
などを参加者の様子に応じて、ルールや道具を変えて楽しむ。

61
芸術・体育
教育学系 土田　了輔

指導者のいない部活動
（バスケットボール）支援

実技 2:00 　 　
中学生、
高校生

　

　中学校、高校のバスケットボール部のうち、顧問教官がバスケット
ボール指導を専門としない学校を対象として、出前講座を開講する。
　生徒のやる気はあるのだけれど、実質的な指導者が不在で困って
いるチームに出向き、指導を行う。特にマンツーマンディフェンスの基
本について、ボールマンをマークする第一線を中心に、第二線、第三
線の守り方等について実技を中心とした指導を行う。
　またオフェンスについてもファーストブレイクやフリーランス・パッシン
グ・ゲーム（モーション・オフェンス）等をモデルとしたスクリーンを効果
的に使用する攻撃法について指導を行う。
　（受講者は複数チーム合同でも可とするが、実質的に確保していた
だくバスケットボールコート数で動ける人数を考慮して上限を設けるこ
とがある。）指導者がいらっしゃっても，ご要望があれば伺います。

62
芸術・体育
教育学系 周東　和好

うまくなるには
～動き方のこつのつか
みかた～

講義、演習、実
技

（応相談）
0:50-1:30 ○

幼児
小学生
中学生
高校生

　スポーツの実践では「こつ」をつかむことが目指されます。
当講座では、スポーツがうまくなるための「こつ」をつかむ方法につい
て、体操や器械運動などの実技実習を通して具体的に学びます。も
ちろん、講義のみでも可能です。
　先生方の講座の場合は「こつ」をつかむための指導方法について学
びます。



（１）平成２０年度実施計画

教員 保護者 学生 地域住民 企業
講座番号 講義時間数講座形式テーマ名 講座概要氏名所属学系

受講対象者

63
芸術・体育
教育学系 周東　和好

やわらかなからだ
～よい姿勢を探る～

講義、演習、実
技

（応相談）
0:50-1:30 ○ ○

幼児
小学生
中学生
高校生

○ ○

　柔軟性を獲得するには、継続的な取り組みを必要としますが、やり
方によっては結果を得るまでの期間は大きく異なります。また、動き
の柔らかさについてはあまり問題視されていないのが現状です。
　当講座ではからだの柔らかさについて、姿勢との関係から簡易な実
技を通して学びます。



（１）平成２１年度実施計画

教員 保護者 学生 地域住民 企業

1
学校教育

学系
川村　知行

文化財から国分寺、上
杉氏の謎を探る

講義 2:00 高校生

  古代の越後は謎だらけである。国府・国分寺・一の宮など未解決な
問題が多い。とりわけ、越後国分寺は五智国分寺が現存するもの
の、古代からの経過は明らかでない。ただ、越後の古代遺跡と仏教
美術から、「越後国分寺の謎」を解くことができる。また、「上杉謙信と
真言密教」について考えることによって、上杉軍団や春日山城の謎に
迫ることもできる。
　美術史や考古学による上越市史編纂事業の成果から、上越地域の
文化財理解と歴史の再構成を、高校生とともに考えてみたい。

2
学校教育

学系
増井三夫

ドイツは過去とどのよう
に向き合い、対話しよう
としているのか

講義 2:00 ○ ○ ○ ○ ○

　ドイツでいまヒトラーとナチズムに関する映画（「ヒトラー～最後の１２
日間」、「ナポラ　エリート養成機関」、「戦場のピアニスト」、「白バラの
祈り」）、そして旧東ドイツ時代の秘密警察の映画（「善き人のための
ソナタ」）が発表され、いずれも国際的に高い評価を得ています。それ
は、ドイツが過去と今でも真剣に向き合い、世界と対話可能な現在と
未来の歴史を切り拓いていこうとする現れの一つです。それを示す最
近の話題はフランスとの共同の歴史教科書の作成と授業です。この
講座では、映像を交え、ドイツが過去と如何に向き合うとしているの
か、一緒に考えてみたいと思っています。

3
学校教育

学系
藤岡　達也 環境問題と環境教育 講義（演習） 1:00～2:00 ○ ○ ○ ○

　現在，地球規模での様々な環境に関する問題が生じており，自分
達の生活とも関わっている課題も多い。その中で新潟県を中心とした
地域の課題や身近な問題を取り上げ，地球環境に対する新しい知見
を提示する。また，環境問題は文明の問題とも関わるが，本講座で
は，科学技術を社会的な文脈から捉え，持続可能な開発には，地
域，学校，家庭での環境教育が必要であることを受講者とともに考え
る。

4
学校教育

学系
藤岡　達也

自然の二面性（自然景
観及び自然の恩恵と自
然災害）

講義 1:00～1:30 ○ ○ ○ ○

　近年，国内外において，様々な自然災害が生じている。人間との関
わりによって自然現象が自然災害となる。一方，自然は資源やエネ
ルギーをはじめ。人間に様々な恩恵も与えてきた。本講座では，恩恵
や景観と災害などの自然のもつ二面性に注目するとともに，自然災
害を自然と人間との関わりを考える環境教育の観点からも捉える。同
時に，自然に対する畏敬や自然のダイナミクスを考える機会とした
い。

５　出前講座（地域貢献事業）

講座番号 所属学系 氏名 テーマ名 講座形式 講義時間数
受講対象者

講座概要

別添資料11－３－②－９　「平成21年度出前講座実施計画」



教員 保護者 学生 地域住民 企業
講座番号 所属学系 氏名 テーマ名 講座形式 講義時間数

受講対象者
講座概要

5
学校教育

学系
鈴木　情一

コミュニケーション能力
の発達と子ども理解

講義 1:30 ○ ○ ○

　対人関係とコミュニケーション能力の発達は子どもの自己、社会、
文化そして環境の接するところに生まれます。とりわけ子どもの自己
は他者との相互行為と対話（言葉を含む）により生成と発達を遂げま
す。
　本テーマでは、乳幼児から児童期初期までの子どもの言語・非言語
発達と表現能力の発達を中心に、それらを駆使したコミュニケーショ
ン能力の発達と育成について解説・講義することを目指します。
　特に、母子間の「やりとり」、（ルール学習としての）「しつけ」、幼稚
園や学校等における「（対話・会話という）やりとり」の技法、等に焦点
をおいて解説等をします。

6
学校教育

学系
鈴木　情一

乳幼児期からのリテラ
シーの援助

講義・演習 1:30～2:00 ○ ○ ○

  リテラシーとは「読み・書き能力」のことです。幼稚園等での指導とは
関わりなく、乳児期からすでに子どもの能力とスキルは成長していま
す。この講座ではそうした実態とリテラシースキルの発達支援をおこ
なうための方策を紹介・検討します。

7
学校教育

学系
丸山  良平

乳幼児の遊びの理解と
指導

講義 1:30 ○ ○ ○

  遊びは古くから人間の考察の対象となり、哲学的手法や心理学的
手法によって理論的に研究されてきましたが、常にあいまいさを含
み、言葉で定義できないとされています。その一方で、今日、乳幼児
期の子どもにとって遊びは不可欠であり、その発達に重要な意味を
持っているといわれています。同時にその指導、援助が難しいともい
われています。
  そこで本テーマでは乳幼児期の遊びの意味について理解し、これま
での諸研究で明らかにされている子どもの育ちと遊び内容の変化な
どを概観し、幼稚園などにおける遊びの指導と援助について考えてみ
ましょう。

8
学校教育

学系
丸山  良平

乳幼児と楽しむ絵本の
世界

講義 1:30 ○ ○ ○

  乳幼児が絵本を読んでもらう楽しみは、大人が自分のために読んで
くれる幸福感を味わいながら、絵本の世界に入り込み、そこでの出来
事に心を動かすことにあります。大人の楽しみは、自分が読むのを子
どもが注目しおもしろがっているという効力感と子どもと絵本の世界を
共有し、心が通い合う喜びです。
  そこで本テーマでは実際に代表的な物語絵本の読み聞かせを行
い、絵本を楽しんでいるときの乳幼児の心の動きを推測してみましょ
う。そして子どもの心の動きに応じた読み方を考え、乳幼児期に与え
たい絵本をみいだす視点を探ってみましょう。

9
学校教育

学系
南部  昌敏

ヴィジュアル・リテラシー
について考える

講義 2:00 ○

ヴィジュアル・リテラシーについて皆さんとともに考えましょう。本講
義では、メディアを画像映像メディアに限定する観点から、ヴィジュア
ル・リテラシーについて次のように定義します。「ヴィジュアル・リテラ
シーとは、画像映像作品（番組含む）を分析的・批判的に視聴し、そ
の構成と制作意図、並びにその作品のメッセージを理解するととも
に、自らのメッセージを画像映像メディアを用いて作品として制作表
現することができる、現代社会を生きる上で必要な獲得すべき基礎的
な能力である。」



教員 保護者 学生 地域住民 企業
講座番号 所属学系 氏名 テーマ名 講座形式 講義時間数

受講対象者
講座概要

10
学校教育

学系
田島　弘司

みんなで一緒に考えま
しょう！総合的な学習の
時間の使い方

演習 2:00 ○ ○
中学生、
高校生

○

　総合的な学習の時間を負担に感じる先生は多い。それはなぜか？
確かに自分一人で新しい授業を作り出そうとすれば大変である。ま
た、それでは従来の授業と何ら変わらないものとなってしまう。総合的
な学習の時間は、先生や生徒や保護者や地域の人々がみんなで力
を合わせて創造することに意味があるのではないだろうか？そして、
そこから学校の新しい文化が生まれると信じたい。以上について参加
者のみなさんと共に考えたい。

11
学校教育

学系
田島　弘司

さあ、はじめましょう！国
際交流（入門編）

講義 2:00 ○ ○
中学生、
高校生

○

　国際交流をやってみたい人は多いが、その第一歩をなかなか踏み
出せない人が多い。本講座は、そのような人がどうしたら国際交流を
身近に感じることができるようになり、無理なく始められるようになる
か、それを地域における国際交流の実践例などを紹介しつつ解説す
る。

12
学校教育

学系
松本　健義

子どもが学びをつくる過
程と学習カウンセリング
的支援の在り方

講義
及び
演習

3:30
学習参観（45～
50分）を含みま
す。

○ 　 　 　

　幼児の遊び、小中高等学校各教科、道徳、総合的な学習の時間に
おいて、子どもたちが自ら学びをつくり生きる過程の実際と、それをと
らえ支える学習カウンセリング的な支援の在り方について講義・演
習・討議などを通した研修を行う。
　実際の学習場面（授業）の観察演習を行い、参加者のビデオ記録を
基にした討議を交えながら、子どもが学び合い生き合う過程の実際
と、子どもの学びの論理や筋道を捉え、それらに基づく学習カウンセ
リング的支援の在り方、それに基づくカリキュラムや単元開発等につ
いて、討議により深めていきたく考えています。

13
学校教育

学系
松本　健義

つくり表すこと、＜私＞、
他者

演習
及び
実技

3:00
制作実習（90～
120分）を含みま
す。

○ ○
小学生、
中学生、
高校生

○

　他者と共に造形的につくり表す過程を通して、新たな意味、自己、他
者との関係をつくる過程を体験し、自己の可能性、他者との共同的世
界や、それらをつくり出していく在り方について考えていく機会とする。
また、受講者によっては、「造形的な遊び」を通した教育の可能性や
実際の過程についても理解を深めたい。講座では、１時間30分～２時
間制作活動を行います。制作の都合、内容により実費を徴収させて
いただく場合もあります。

14
学校教育

学系
五百川　裕 雪国上越の植物 講義 1:00

○ ○ 高校生・
中学生

○

　雪国の植物を調べると，雪に耐える姿と，雪を利用する姿とがある
ことに気付く。雪国では，冬の寒さに加えて積雪が植物の生育に影響
することは，植木に冬囲いを怠ると，雪の重みで枝折れや倒伏が起こ
ることでもわかるし，丈の低い野草にとって，消雪の遅れは生育期間
の短縮を意味することも想像しやすい。上越地方でも比較的積雪が
少ない海岸沿い等に自然な生育地が限られる植物は，場所を選ぶこ
とで雪国の厳しい環境に耐えて生育している植物であると考えられ
る。一方，雪深い山地にまで生育する常緑の低木や野草は，冬の寒
さを雪の下になることでしのいでいる植物である。積雪下では，雪の
断熱効果により氷点下になりにくいため凍害を免れ，乾燥や風害から
も身を守ることが出来るのである。この講座では，多くの植物の生態
写真を用いて，雪国の植物の特徴を平易に解説する。



教員 保護者 学生 地域住民 企業
講座番号 所属学系 氏名 テーマ名 講座形式 講義時間数
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15
学校教育

学系
五百川　裕 身近な植物観察 演習 1:00～2:00

○ ○

小学生・
中学生・
高校生

○

　校庭から里山まで植物の生育している所ならどこでも，ご希望の観
察地にお邪魔して，身近な植物の観察のポイントを解説します。名前
を覚えることよりも，それぞれの植物の形の持つ意味や，生活様式の
巧妙さ，植物同士や昆虫をはじめ他の生物との関わりの面白さを理
解してもらえることを目標とします。

16
学校教育

学系
五百川　裕

海外植物調査の実際
（ネパール・ムスタン地
域の植物相調査を例と
して）

講義 1時間
○ ○ 高校生・

中学生
○ ○

　国際学術調査としての海外における植物調査が，どのように行われ
ているのかを，ネパールのムスタン地域での実例をあげて紹介する。
ムスタン地域は，政治的事情等により外国人の立ち入りが規制され
てきたために，近年まで植物を含む国際学術調査が充分に行われて
こなかった。ヒマラヤ山脈の標高2500m以上の高地にありながら，気
温は比較的温暖であるものの，降水量が少なく極めて乾燥した独特
の気候と，そこに生育する植物と動物の関係などを，写真とビデオを
使って平易に解説する。

17
学校教育

学系
木村　吉彦

生活科・総合的な学習
の存在意義－全人的学
力観と「生きる力」育成
の切り札－

講義 1:30 ○ ○

　「子どもの学びや育ちを連続的に捉える」という発想を軸に、これか
らの学校が、家庭・地域と共に手を取り合って子どもを育てる必要の
あることを、副題に示したテーマを中心に具体的に明らかにしてゆく。
プログラムは以下の通り。
　１．子どもの学びを連続的に捉える～学びの「In･About･For」～
　２．生活科～子どもを学校の主人公に～
　３．総合的な学習～開かれた学校づくり～
　４．相対評価から絶対評価へ～子どもひとりひとりに即す～

18
学校教育

学系
木村　吉彦

少子化時代の子育て課
題
－「子ども」を真ん中に
置いて－

講義 1:30 ○ ○ ○

　子どもたちが「時間・空間・仲間」という「三つの間」を喪失したと言わ
れる現在、子どもにとっての「遊び」のもつ意義を確認し、家庭・地域・
学校が子どもを真ん中に置いて育てることの重要性と意義を明らか
にする。
プログラムは以下の通り。
　１．今どきの子ども～その実態は？～
　２．遊びの重要性～「主体性」を育てる～
　３．今どきの学校教育～変わりつつある学校～
　４．家庭教育の在り方～これからの家庭の姿～
　５．子どもを真ん中に置いて～家庭・地域・学校の連携～

19
学校教育

学系
釜田　聡

社会認識を深める授業
について－社会科教育
と総合的な学習を中心
に－

講義・演習 1:00-2:00 ○

小学校高
学年・

中学生・
高校生

　最近，社会的事象に対して学ぶ意義を見いだせない子どもたちが
増えてきたように思います。本講座では，「社会認識を深める」ことや
「社会とのかかわりを見いだす」ことをねらいとした社会科の授業や総
合的な学習について講義し，参会者の皆様と考えたいと思います。講
座の内容については，研修等の目的に応じて可能な限り内容を再構
成します。
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20
学校教育

学系
釜田　聡

多文化共生社会におけ
る教育について

講義・演習 1:00-2:00 ○ ○

小学校高
学年・

中学生・
高校生

○

　21世紀の教育の目標の一つに，多文化共生のための教育が掲げ
られています。異なる国籍・民族で異なる生活習慣をもち，多様な宗
教を信仰する人々が，共によりよい生活をするためには，どのような
視点が必要かについて参会者の皆さんと考えたいと思います。具体
的には，次の内容が考えられます。１日本と韓国（日韓の共通点と相
違点，日韓の歴史認識問題他），２多文化共生社会の現状と課題，３
多文化共生社会を視野に入れた教育，他

21
学校教育

学系
松沢　要一

こんな教材が「算数・数
学好き」にした

講義 1:30 ○

　算数・数学好きな子どもの増加を願っています。そのためには子ど
もたちが「わかる」「できる」「おもしろさを実感する」ことが大切だと考
えています。本講座では、「おもしろさを実感する」ことに焦点を当て、
このことを可能にしてくれそうな算数・数学教材のいくつかを具体的に
紹介します。前任地（小出町及び魚沼市学習指導センター）で実際に
行ってきた講座内容と一部重なります。参加者といっしょに算数・数学
教材について考えてみたいと思っています。

22
学校教育

学系
古閑　晶子

思考力・言語感覚を培う
対話的な国語教室をつく
ろう

講義・演習 1:30-2:00 ○

　子どもは、それぞれの言語経験とつながった自らの言葉で、個々に
感じ、考え続けています。だから、子ども一人一人の言語経験からく
る文脈を他者と共に納得いくものにつくりかえ、その子らしい言葉を通
してものの見方や考え方をより個性的にしていく国語教室をつくりた
いと考えています。実践事例をもとに、演習を交えながら、「思考力」
「言語感覚」を培う国語科単元・教材開発や、「対話」を手立てとした
国語科授業づくりのポイントを集約・整理して紹介します。他者と共に
自らの言語生活を充実させ、自分らしい言葉の使い手となり続ける子
どもの知的営みを見つめていきましょう。

23
学校教育

学系
藤田　武志

社会の常識は非常識？
　－社会について調べよ
う－

講義
1:00
必要に応じて変
更することも可能

中学生、
高校生

　情報が氾濫する世の中で、的確な情報を自ら求めるとともに、取捨
選択していく力が要求される。しかし、子どもたちの多くはマスメディア
からの情報を受動的に受け取り、それらを疑わない態度を身につけ
てしまっているのではないだろうか。そこで本講座は、マスメディアで
話題になっている社会問題をさまざまなデータによって吟味すること
により、社会に流通する情報をうのみにすることの危うさを実感させ、
能動的に情報を求めようとする態度の育成をめざす。
   公民や総合学習における授業の資源の一つとしても役立てていた
だければ幸いである。

24
学校教育

学系
高野　浩志

指導者のいない部活動
（卓球）支援 実技

2:00 中学生、
高校生

　中学校、高校の卓球部のうち、顧問教官が卓球指導を専門としてな
い場合や実質的指導者が不在で困っている学校を対象とし、指導を
行う。
ラケットの持ち方、基本姿勢、フットワークの方法、サーブ・レシーブの
方法、ショート・ドライブ・カット・ツッツキの方法、多球練習、３，４，５
球目攻撃など生徒のレベルに応じて実技を中心とした指導を行う。
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25
学校教育

学系
佐藤佐敏

探究ー習得ー活用をつ
なぐ授業づくり

講義・演習 １：００～２：００ ○ 　 ○ 　 　

　「活用」という教育用語が、今回の改訂で、初めて学習指導要領に
登場しました。なぜ、今、「活用型学力」が話題となっているのか。「活
用型学力」を身に付けさせると何か良いことがあるのか。今までの授
業と、「活用型の授業」はどこが違うのか。「習得」と「活用」をつなぐ
と、どういった授業になるのか。そういった疑問に対して、具体的な実
践や授業を基に、受講者と一緒に考えていきます。

26
臨床・健康
教育学系

齋藤　一雄 障害児のリズム指導 講義、演習、実技
2:00

○ ○

　養護学校や特殊学級の子どもたちを対象としたリズム指導につい
て、リトミック（リズム運動）やリズム同期などを中心として、実際に体
験しながら、指導のポイントや配慮点、教材選択とその扱い方、自作
の教材教具の紹介等を行う。ピアノや走り回れる広さの教室等で、動
ける服装で行います。具体的な活動としては、フォークダンス、手拍
子や足踏みによるリズム同期、歩行・かけ足・ギャロップ・スキップな
どの基本的なリズム運動と中断・強弱変化・高低変化などによる即時
反応、ゾウ・キリン・ワニ・カンガルーなどの動物になって動こう、様々
な身体表現活動やゲームなどを取り上げる予定である。これらの活
動は、音楽の授業や音楽・体育、朝の会などの学級での活動などで
効果をあげる活動である。

27
臨床・健康
教育学系 大庭　重治

学習につまずきを示す
子どもの理解と支援

講義 1:30 ○ ○

　小・中学校に在籍する学習につまずきを示す子どもたちの支援にお
いては、発達特性の把握とその特性に応じた支援方法の工夫が必要
である。本講座では、認知特性の理解の方法、学習における動機づ
け、読み書きを中心とした学習支援方法について紹介する。

28
臨床・健康
教育学系

大庭　重治
目と上手につきあうため
に

講義 1:00 ○ ○
小学生高

学年、
中学生

　「目のこと」「視力のこと」「目との上手なつきあい方」などについて解
説し、自分の体の一部である目の理解を深め、日常生活において目
を大切にすることを学ぶ機会を提供する。

29
臨床・健康
教育学系

上野　光博
生活習慣病としての慢
性腎臓病について

講義 1:30 ○ ○

　最近、生活習慣病の一つとして、慢性腎臓病が注目されています。
透析患者は年々増加し、わが国では人口約500人に1人が透析患者
です。その主な原因疾患として、糖尿病、高血圧、慢性腎炎が挙げら
れます。慢性腎臓病の進行には、肥満、メタボリックシンドローム、喫
煙の関与も示されており、生活習慣の是正が重要です。慢性腎臓病
は潜在性に進行することが多いため、健康診断や人間ドックで定期
的に検尿や採血検査を受け、自分が腎障害を有するかどうか、腎障
害があれば何が原因か、どの程度の腎機能なのかを把握しておくこ
とが望まれます。腎機能低下が進行すると腎不全状態となり、さまざ
まの症状や合併症（心臓・脳血管障害）が生じ、ＱＯＬも損なわれま
す。本講演は慢性腎臓病への理解を深めるのに役立つと思われま
す。

30
臨床・健康
教育学系 河合　　康

障害児に対する教育の
可能性は歴史的にいか
にして認識されたか

講義 3:00 ○ ○

　障害児者に対する見方・考え方（障害児・者観）を歴史的に概観した
後 、障害児が教育の可能性のある存在であることが認識されてくる
過程について講述する。講義形式を採るが、後半部ではビデオの視
聴も行う。
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31
人文・社会
教育学系 小埜 裕二 小説の読み方・楽しみ方 講義 1:30～2:00 ○ ○

小・中・高
校生

○ ○

　「小説を読むのは好きだが、あまり深く理解しているとは思えない。
もう少し深く読める方法はないか」「小説を読んでも面白いとは思えな
い。小説の楽しみ方というのはないのか」こうした問いについて、具体
的な作品を取りあげ考えていく講座です。

32
人文・社会
教育学系 小埜 裕二 読書会、応援します 講義、演習 1:30～2:00

中・高校
生

○

　校内や地域各所で開かれている日本近代文学に関する読書会の
応援をいたします。作品の選び方、配付の仕方、発表資料の作り方、
作品の読み方、感想の述べ方、討議の仕方、まとめ方、といった方法
に関する助言と、実際の読書会に参加して具体的な助言を行いま
す。

33
人文・社会
教育学系

前川  利広
文学教材を使った英語
教育（高校編）

演習 1:30
○

　近年、高校の英語教育の現場で、文学的教材を使うことは激減して
いる。読む力が不足していれば、英語力のすべてが低いままに終わ
る。文学的教材は読む力をつけるのにとてもいい材料なのであるが、
教師の側にその使用をためらう理由があるようである。ここでは文学
教材を使った英語教育にまつわる問題点を解きほぐしながら、では実
際にどう使う方法が考えられるかを示してみたい。お気に召せば利用
して頂きたいし、そうでなければ忘れ去って頂きたい。

34
人文・社会
教育学系

前川  利広
小説と映画を通して見た
アメリカ文化

講義 1:00 高校生

　２０世紀はアメリカ合衆国が国力を増し、最強・最大の国になって他
の国々に大きな影響を及ぼした時代であった。そして２１世紀はその
影響がこれまで以上に全世界に及ぶものと思われる。国力に伴って
文化的な力も大いに増し、映画産業と出版事情においてもアメリカは
比類のない規模となり、良かれ悪しかれ世界各国に測り知れない影
響を与えている。ここでは映画と小説に焦点を絞り、アメリカ文化の特
徴の一端をお伝えしたい。

35
人文・社会
教育学系

加藤　雅啓
談話文法の視点：情報
構造とcohesion

講義
1:30
あるいは
1:30 ×　2回

○ ○
中学生、
高校生

○

　中学校の英語の授業では次のような構文の書き換え練習が行われ
ている。
　 (a) John gave the book to Bill. ---> John gave Bill the book.
　 (b) John gave Bill the book.     ---> John gave the book to Bill.
これは、いわゆる英語の「五文型」のうちの第三文型と第四文型の書
き換え練習である。しかし、このような機械的な書き換え練習はどの
ような意義があるのか、あるいは「ジョンはビルにその本をあげた」と
いう同じ命題内容を表すのに、なぜ二通りの言い方があるのか等々
の疑問が生じてくる。この二つの文型は、上例のように単独で用いら
れる場合には違いが分かりにくいが、話し手と聞き手が登場する談話
(discourse)の場面を考慮すると、その違いははっきりと現れてくる。す
なわち、John gave the book to Bill. の文では、話し手が最も伝えた
いのはto Billの部分で、これをより重要な情報、すなわち新情報とし
て聞き手に伝えているのに対し、John gave Bill the book.の文では、
the bookを新情報として伝えている、という違いがある。本講座では、
話し手と聞き手の立場から英語の談話を見直し、情報構造の観点か
ら(i)冠詞の機能、(ii)定名詞句表現の機能、(iii)受動文の機能、(iv)倒
置構文の機能、(v) cohesion、(vi)指示表現（代名詞等）、(vii)二重目
的語構文の機能などに関わる諸問題を具体的に分析していく。
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36
人文・社会
教育学系 北條  礼子

アジアの小学校英語事
情

講義 1:00
○ ○ ○

   最近アジア諸国では小学校から英語が大変熱心に教えられている
国がほとんどである。日本では、現在小学校英語の教科化が話題に
なっているが、その取り組みは実にさまざまである。日本を含め、どの
ような取り組みが行われているのかを簡潔に紹介する。

37
人文・社会
教育学系 北條  礼子

教授ツールとしてのポー
トフォリオの活用につい
て

講義 1:30 ～　2:00 ○

　近年ポートフォリオは、特に総合的な学習の時間の評価手段として
用いられることが多い。ポートフォリオは評価ツールとして優れている
のはもちろんであるが、教授ツールとしても大変有望である。これま
で、英語、国語、社会で教授ツールとしてのポートフォリオ活用を行っ
たが、ポートフォリオ作成に必要な要素について、実例を用いながら
解説する。

38
人文・社会
教育学系

山本　友和
社会科の基礎学力をど
う捉え、どのように育成
するか

講義 1:30 ○

 　「生きる力」や「自己教育力」の育成という今日的課題を踏まえたう
えで、社会科教育において望まれる基礎学力とは何かについて検討
し、その育成の方策について考察する。具体的な展開は、以下の通り
である。
　①社会科の基礎学力がどのように捉えられてきたかを、戦後社
　　 会科教育史の分析を踏まえて考察する。
　②学力観としての「生きる力」の内実について考察する。
　③社会科の基礎学力を能力（学習能力と社会的能力）と基礎的
　　 内容（構造化された知識）の両面から捉えたうえで、その学習
　　 過程のありかたについて考察する。
　④以 上を踏まえて、教材開発やカリキュラム開発の視点を提示
　　 する。

39
人文・社会
教育学系

石濵　博之
小学校英語の授業展開
と教員の指導力向上（教
員研修）

学級担任との
ティーム・ティー
チング（授業）及
び講義と演習

各学校の授業時
間にあわせる

○ 小学生

   公立小学校における小学校英語の授業展開事例を提案すると共
に、それに基づく小学校教員の小学校英語に関する指導力向上を目
指します。そこで、小学校を訪問して、あるトピック（話題）に関して学
級担任とのティームティーチングで小学校英語の授業（出前授業）を
展開します。そのねらいは、子どもが外国語（特に、英語）に触れた
り、外国の文化に慣れ親しむ体験的な活動を提供するためです。そ
の後、小学校英語に関する教員の指導力向上を目指します。講義と
演習を兼ね備えています。

40
人文・社
会教育学

系
大場浩正

英語教室における実践
研究の進め方

講座形式 2:00 ○

　特に，中学校現場において効果的な英語教育の実践を進めるには
どのようなことに注意しなければならないかを明らかにする。アクショ
ン・リサーチに代表されるように，生徒の英語力を高める実践を行うた
めに必要な研究課題や仮説の立て方，実践の計画，そして実践の効
果の検証方法を具体的に示す。授業改善のための情報等を提供す
る。
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41
人文・社会
教育学系

押木　秀樹
書写が苦手な先生のた
めの毛筆実技

実技 1:30×3回～１回 ○

　国語科書写の授業は、読みやすい字を速く目的に応じて書くことが
目標であり、毛筆による実技はそのための基礎と位置づけられてい
ます。そして、指導方法さえ適切であれば、教師自身の実技能力に関
わらず、よい授業ができるともいわれています。一方で、子どもたち
は、毛筆という非日常的で伝統的な用具に目を輝かせており、先生
方からうまく書いて見せたいという声も聞かれます。<br>　この講座
は、毛筆実技に自信がないという先生方を対象として、書写の基本的
な実技をおこないます。具体的には、用具の扱い方・筆の持ち方か
ら、最も基本的な点画と字形の基礎について実習します。なお、内容
および時間はある程度柔軟に応じたいと考えています。

42
人文・社会
教育学系

押木　秀樹
「文字を書くこと」と書写
指導の基礎知識

講義 1:30 ○     

　「筆順は何のためにあるの？」「ここははねるのに、ここは止める
の？」といった子どもたちの疑問、「こんな持ち方で大丈夫だろう
か？」「練習帳をやらせておくだけで良いだろうか？」といった先生方
の疑問の声が聞かれます。<br>　国語科書写指導は、この20年間、
単なる練習から理解して実現できる力へ、子どもたちの個性も意識し
た指導へ、さらにすべての文字を書く活動に生きる力として、さまざま
な工夫がなされてきました。それらのうち、学習過程と学習内容につ
いての考え方を中心に、お話ししたいと思います。

43
人文・社会
教育学系 下里　俊行

世界史の視点から現代
の世界情勢を読み解く

講義 1:30 ○ ○ 高校生 ○ ○

　世界金融危機とアメリカ合衆国の政権交代の中で、ますます混迷す
る世界情勢について、世界史の視点から解説する。具体的には、サ
ブプライム問題に端を発する世界金融危機の本質、長期化してしまっ
たアフガニスタンやイラクでの戦争、マイナス成長に転化しつつある
米国・EU・日本に代わって台頭しつつあるBRICｓ（ブラジル、ロシア、
インド、中国）の動向の歴史的背景について説明するとともに、マスコ
ミ等では報道されない情報をどのようにインターネット等を通して入手
するのか、それらをどのような視点から読み解けばよいのかについて
講義する。主として高校生向けの内容。

44
人文・社会
教育学系 志村　　喬

身近な地域の地図を活
用した社会科・地理学習

講義及び演習
（講義もしくは演
習のみも可）

講義1:30
及び
演習1:30

○
中学生、
高校生

　今日の社会科・地理学習では地理的技能を身に付けることが重視
されている。地理的技能の内容は幅広いものであるが、その中心は
地図の描図・作図・読図といった技能と、フィールドワーク遂行の技能
であり、これら技能は身近な地域の地図をフィールドワークと関連づ
けながら学習することが効果的である。
　そこで本講座では、①教材となりうる上越地域に関する地図情報を
提示した後、②それら地図を用いてどのような学習が可能か簡単な
作業も交えながら検討する。③さらに時期・場所的に可能ならば、演
習として会場周辺で徒歩による簡単なフィールドワークを実施し理解
を深めたい。



教員 保護者 学生 地域住民 企業
講座番号 所属学系 氏名 テーマ名 講座形式 講義時間数

受講対象者
講座概要

45
人文・社会
教育学系

志村　　喬
学校『地図帳』から学ぶ
地理の世界

講義 1:00 ○ ○ ○ ○

　あまり知られていないが、小・中・高等学校の社会科（地理・歴史
科）で配布される学校用『地図帳』は、法的に教科書であり、文章主
体の「教科書」とは異なる地理情報を満載している。そして、それは学
校卒業後も十分価値を持っている。本講座では、現在使われている
『教科書』、過去使われた『地図帳』を紹介し、それらから日本と世界
の地理今昔を読み解いていきたい。なお、自分が学校時代に使った
地図帳をお持ちならば、持参しいただきたい。

46
人文・社
会教育学

系
中里理子 敬語を考える 講義・演習 1:30 　○ 　　　○ 　　○ 　　○ 　　○

　社会生活には敬語が欠かせないが、敬語を正しく使いこなすのは
難しい。この講座では、敬語の基本的事項を確認した後、場面に応じ
た敬語の使い方について考える。間違えやすい敬語を取り上げて、な
ぜ間違えるのか、どこがおかしいのか、など、具体的に考えていくこと
で、正しい敬語の使い方を実践的に身につけられるようにする。

47
人文・社
会教育学

系
山縣耕太郎

簡単な地理情報システ
ム（GIS）を活用したオリ
ジナル地図作成

演習 3:00 ○

　GISとは，地理的位置を手がかりに、様々な情報を管理・加工し、視
覚的に表示、分析する技術である．近年，地理学における重要なツー
ルとして注目されている．また，すでにカーナビゲーションシステムや
電子地図などの形で実社会の様々な分野で活用され，学校教育現
場での取り組みも始められている．本講座では，簡便なGISソフトを紹
介し，GISを使用した地理情報の提示や，オリジナル地図作りを体験
する．

48
人文・社
会教育学

系
山縣耕太郎

アフリカってどんなところ
－豊かな自然とそこに暮
らす人々－

講義 1:30 ○ ○
高校生・
中学生

　アフリカは，日本から距離的にも離れた地域であり，自然や文化も
大きく異なる．また，紛争や貧困，砂漠化など，様々な問題を抱えて
いる地域でもある．グローバル化した世界の中で起こっているこれら
の問題は，決して日本と無関係ではない．しかし，一般にアフリカのこ
とは良く知られていない．本講座では，南部アフリカでの海外調査経
験を中心に，アフリカの豊かな自然とそこに暮らす人々について紹介
する．

49
自然・生活
教育学系

山崎　貞登
ポートフォリオと評価規
準表を使った学びをしよ
う

演習 1:30 ○ ○
中学生、
高校生

○

　「総合的な学習の時間」の導入や、基礎学力の低下問題が社会的
関心事となっている。「総合的な学習の時間」では、「学びのプロセス
力」をつけるために、ポートフォリオ学習と評価法が注目されている。
一方、イギリスでは1960年代から、ポートフォリオ学習が盛んに行わ
れている。そこで、イギリスの中学生及び高校生段階の生徒を対象と
し、生徒らのポートフォリオ作成過程の実際について、現地で録画し
たビデオを鑑賞しながら、日本型ポートフォリオとの違いについて意
見交換を行う。さらに、イギリスのポートフォリオの評価規準を紹介し
ながら、「日本型ポートフォリオ」との違いや、日本における評価規準
づくりと評価の実際について、演習形式で進める。
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50
自然・生活
教育学系 黎　　子椰 中国の教育事情 講義 1:00～2:00 ○ ○

高校生
小・中学

生
○

 　中国の小学生が１学年で覚えなければならない漢字は約800字で
ある。こんなにたくさんの漢字が覚えられるのだろうか？年間授業時
数はどのくらいあるのだろうか？本講座では、中国文化、社会風土を
説明 しながら、中国の小・中学校の実態と課題を解説する。また、受
講者の希望に応じて、中国の小・中学校における国際交流・異文化
理解の取り組みの事例を紹介する。

51
自然・生活
教育学系 大場　孝信 大地の変動 講義 1:00～1:30 ○ ○

中学生、
高校生

○

大正９年（１９２０）９月１６日に上越市の東隣り清里村に隕石が落下
した。日本に落ちた２９番目の隕石で、櫛池隕石と命名された。４６億
年の昔、これらの隕石は地球に降り注いでいた。隕石の落下に伴い
地球は火の玉となった。衝突にともない、ばく大なエネルギーは熱と
なり、地球内部に閉じこめられた。この熱エネルギーは今もなお外に
向かって開放されている。このエネルギーの開放が火山の噴火や地
震である。上越地域では1974年の新潟焼山の噴火があり、また中越
地震はまだ生々しい。これらの活動は大地の変動により起こってい
る。これらの大地の変動を地震や火山で、さらに地球の始原物質で
ある隕石を使って、講義する。

52
自然・生活
教育学系 大場　孝信

上越の山々のおいたち
と岩石の利用

講義及び観察 1:00～1:30 ○ ○
中学生、
高校生

○

妙高火山、米山、鉾ケ岳、南葉山、雨飾山などの中には深田久弥
の日本の１００名山にはいる美しい山々が上越にある。これらの山々
のでき方を地質調査や岩石の薄片写真、化学組成などの最近の研
究結果を加え、写真を中心に分かりやすく説明する。また、また中越
地震を踏まえ、地辷りなど地震災害や火山災害について説明する。

また、上越地域は直江津に国分寺があり、昔から文化が栄え、人
の行き来が盛んな地域であった。そのため多くの石像、石仏や五輪
塔が残っている。これらは三和村で産する大光寺石（凝灰岩）や妙高
山の関山石（角閃石安山岩）などが見られる。明治以降、新井で産す
る千草石や茨城県の稲田石（白色黒雲母花崗岩）、北欧、アフリカ、
中国からの輸入石材（赤色花崗岩や真黒なハンレイ岩）も増えてき
た。上越のいろいろな石について講義また野外で観察をおこなう。

53
自然・生活
教育学系

小川　  茂
細胞の進化‐葉録体
の不思議‐

講義 1:00
高校生

　植物細胞に見られる葉緑体は、地球上の生命活動を支えるうえで
重要な光合成を行う細胞小器官である。この葉緑体は、独自の遺伝
情報とタンパク質合成能をもち、分裂してその数を増す。このような高
い自律性を示す葉緑体が細胞の進化の過程でどのように生じたの
か、多くの未解決の問題を含んではいるものの、約１５億年前に、真
核生物（核膜に包まれた核をもつ細胞からなる生物）の細胞内に共生
したラン藻の１種が葉緑体の起源となったのではないかとする細胞内
共生説が、現在、多くの研究者に支持されている。
　本講座では、細胞の進化において葉緑体という細胞小器官がどの
ように生じたのか、細胞内共生説をもとに講義を行う。
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54
自然・生活
教育学系

天野　和孝
地層や化石からみた郷
土の大地の生い立ち

講義 1:30 ○ ○
小学生
〜高校生

○

　上越地域はフォッサマグナの北部に位置し、その大地の生い立ちは
日本列島や日本海の生い立ちを考える上でも重要である。特に、西
頸城山地、東頸城丘陵、米山山地の生い立ちは1500万年以上も前
にさかのぼる。こうした大地の生い立ちは、地すべり等の災害や石
油・石炭等の資源の形成とも深く関わっている。ここでは、これまで上
越地域の市町村史編纂の過程で得られた新しい資料をもとに、郷土
の大地の生い立ちについて、スライド映写機等の視聴覚機器を用い、
できるだけ平易な言葉で講義する。

55
自然・生活
教育学系 天野　和孝

地質時代の環境変動と
生物の進化

講義 1:00 ○ ○
中学生、
高校生

○

　地質時代の環境の変動と生物の進化は密接に結びついている。本
講座では先カンブリア時代から現在に至る環境変動と生物進化につ
いて化石資料をもとに詳しく解説する。ここでは、これまでの研究で得
られた上越地域の資料なども活用し、スライド映写機等の視聴覚機
器を用い、できるだけ平易な言葉で講義する。

56
自然・生活
教育学系 東原　貴志

木材の圧縮加工や曲げ
加工の技術を活用したも
のづくり教室

演習 2:00 ○
小学5,6
年生およ
び中学生

　木材の圧縮加工や曲げ加工の原理を学び、それらの技術を活用し
たものづくりを体験する講座である。
学校の図工室や技術室の設備を活用して、木のおもちゃ、小物入れ
などを製作する。（製作物は相談に応じます。材料費が別途必要で
す。）

57
芸術・体育
教育学系

加藤   泰樹
大橋奈希左

“からだの感じ”を大切に
したやさしい運動の指導
法

講義･演習･実技 2:00 ～ 4:00 ○
小･中･高
指導者含

体育･ス
ポーツの
指導者

　運動は苦手だという方やスポーツはなかなか楽しめないという方、
あるいはいくら練習してもうまくなれないという方たちをやさしく導くた
めの指導者向けの入門講座です。これまでの、ひとつのかたちを押し
付けるような指導ではなく、自分の“からだで感じる”ことを手がかりに
した、とても刺激的でおもしろい指導法です。身近で手軽なインライン
スケートやショートスキーの実技講習を実際に受けて頂いたり、ある
いは野外に出かけて行ういろいろな活動に随行し、実際の指導場面
を見せて頂きながら、運動の感性学的視点やインナーゲーム理論に
基づく新しい運動の指導法を研修します。このように教えればこうなる
はずとわかっちゃいるけどうまくできないとお悩みの指導者の皆さん、
一度ご自身の指導を見直してみませんか！

58
芸術・体育
教育学系 伊藤　政展 観ることで動作を学ぶ 講義 1:00

中学生、
高校生

　スポーツの技能は身体的練習の積み重ねによって獲得されること
はいうまでもないが、また一方で、他者の動作を見ることによっても獲
得される。この講義では、観察による学習のメカニズムを概観するとと
もに、実施上の留意点について考えてみたい。

59
芸術・体育
教育学系 伊藤　政展

体力・運動能力の発達と
臨界期

講義 1:00 ○ ○
中学生、
高校生

○

　体力・運動能力はトレーニングによって向上することはいうまでもな
いが、最大のトレーニング効果が得られる時期（臨界期）は体力・運
動能力を構成する要素によって著しく異なる。この講義では、体力・運
動能力の発達と臨界期について概観するとともに、年少者を対象とし
た望ましいスポーツ指導の在り方について考えてみたい。
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60
芸術・体育
教育学系

市川  真澄
スキーおよびスノーボー
ドの指導法

実技あるいは講義4:00
○

○
（指導
者）

　スキーやスノーボードの指導をどのように行ったよいかわからないと
いった先生方や地域指導者の方を対象にして，初心者から上級者ま
でのスキー，スノーボード指導法について，実技あるいは講義を行い
ます。（担当者のスノースポーツに関する資格は以下のとおりです。
スキー：全日本スキー連盟公認指導員，日本体育協会スキー上級指
導員，全日本スキー連盟教育本部ブロック技術員，スノーボード：全
日本スキー連盟準指導員，東海北陸ブロックスノーボード委員会委
員）

61
芸術・体育
教育学系 酒井　　創

ピアノと対話、ピアノで対
話

演習 1:30
小学生高

学年、
中学生

　過去10年間、新潟県音楽コンクール、上越器楽コンクールの審査に
関わり、小学校低学年、小学校高学年、中学校、高校・一般の４つの
部門に分けて審査するうちに手放しで喜んでは居られない事実がし
だいに明確になって現れてきた。それは、年齢が高くなるに従って演
奏表現の輝きが減少し、表現密度が薄くなる。‘演奏’には決まりが有
るようでない、無いようで有るが、児童の抱える表現行為者としてのそ
れぞれの問題点の本質は各人違う。発達途上の表現行為者（子ど
も）の励みの一助に成れば幸いと思っての講座です。

62
芸術・体育
教育学系 平野俊介

ピアノの発展と演奏様式
の変遷

講義形式
2時間（休憩を含
め）

○

　モーツァルトやベートーヴェンが活躍した1700年代後半から1800年
代の前半の時代は、鍵盤楽器の発展にとってもおおきな変革の時代
でした。音楽作品はその時代の楽器の表現力とも密接に関わり、そ
の時代特有の表現法が生まれたともいえます。古典派からロマン派
初期に焦点を当て、作品の特徴ｊや演奏様式を文献やCDでの演奏例
を通して紹介していきます。



公開講座（一般公開講座・現職教員講座）実施状況（平成１６年度～平成２０年度） 平成２０年１１月現在

平 成 １６ 年 度 平 成 １７ 年 度 平 成 １８ 年 度 平 成 １９ 年 度 平 成 ２０ 年 度

講 座 名 定 員 受講者 充 足 率 講 座 名 定 員 受講者 充 足 率 講 座 名 定 員 受講者 充 足 率 講 座 名 定 員 受講者 充 足 率 講 座 名 定 員 受講者 充 足 率

ピアノ入門 人 人 ％ 少年少女スポーツ教 人 人 ％ 少年少女スポーツ教 人 人 ものづくり人材育成 人 人 少年少女スポーツ教 人 人
１０ １０ １００．０ 室Ⅰ（山屋敷サッカ ２５ １１ ４４．０ 室Ⅰ（山屋敷サッカ ２５ １６ ６４．０ 講座～ＮＣ工作機械 １０ ２２ ２２０．０ 室Ⅰ（山屋敷サッカ ２５ １３ ５２．０

ークラブ） ークラブ） 入門～ ークラブ中学生）

少年・少女剣道教室 ピアノ入門 ピアノ入門 少年少女スポーツ教 小学生ものづくり教
３０ １９ ６３．３ １０ １２ １２０．０ １０ １２ １２０．０ 室Ⅰ（山屋敷サッカ ２５ １２ ４８．０ 室（ちゃぶ台をつく ２０ ３ １５．０

ークラブ） ろう）

スクール・リーダーの すぐ使えるロシア語 アメリカ文学入門 ピアノ入門 ピアノ入門
ための学校改善講座 ２０ ６ ３０．０ 会話 １５ ８ ５３．３ (１) １５ ５ ３３．３ ６ ５ ８３．４ ５ ６ １２０．０

作成して学ぶ個別の 少年・少女剣道教室 はじめて習うロシア アメリカ文学入門 中・高校生のための
指導計画（初・上） １５ １４ ９３．３ ２０ ２１ １０５．０ 語文法 ２０ １ ５．０ (２) １０ １０ １００．０ 声楽講座 ４ ２ ５０．０

Ｗｅｂページ制作入門 中・高齢者のための うれ史なつか史自分 初めての短歌～実作 初めての短歌～実作
２０ ６ ３０．０ やさしい運動教室 ２０ １８ ９０．０ 史講座 １５ １ ６．６ 短歌入門～ ２０ ４ ２０．０ 短歌入門～ ２０ ３ １５．０

木の椅子をつくる スクールリーダーの 少年・少女剣道教室 「職場体験」実践講 体操教室Ⅰ
１５ １４ ９３．３ ための学校改善講座 ２０ ５ ２５．０ ２０ ２７ １３５．０ 座 ４０ １７ ４２．５ ２０ １９ ９５．０

おもしろ柔道教室 宗教を原点に日本の文 ドイツの歌をうたお 和太鼓をたたこう 個別の指導計画の作
１０ ６ ６０．０ 化と世界の文化の違い ２０ １３ ６５．０ う ２０ １２ ６０．０ １０ ８ ８０．０ 成法と活用法Ⅰ １０ ４ ４０．０

を探る

中級ドイツ語講座 個別の指導計画作成 初心者 和食のマナ スクールリーダーの 個別の指導計画の作
２０ ６ ３０．０ 法と活用法Ⅰ １０ ６ ６０．０ ー教室 ４０ ２０ ５０．０ ための学校改善講座 ２０ ２ １０．０ 成法と活用法Ⅱ １０ ２ ２０．０

デジタル映像編集入 個別の指導計画作成 スクールリーダーの 個別の指導計画の作 中・上級者のための
門 １２ １０ ８３．３ 法と活用法Ⅱ １０ ８ ８０．０ ための学校改善講座 ２０ ５ ２５．０ 成法と活用法Ⅰ １０ １１ １１０．０ 陶芸 １０ ９ ９０．０

すぐ使えるロシア語 陶芸・・・器とピザを 個別の指導計画の作 個別の指導計画の作 少年少女スポーツ教
会話 ２０ ９ ４５．０ 作って焼いて食べる ２０ ２６ １３０．０ 成法と活用法Ⅰ １０ ９ ９０．０ 成法と活用法Ⅱ １０ １１ １１０．０ 室Ⅲ（山屋敷サッカ １５ １２ ８０．０

ークラブ低学年）

日本音楽入門講座 地域に信頼される学 個別の指導計画の作 笑いとコミュニケー 応用行動分析で特別
２０ ２１ １０５．０ 校づくり ２０ ６ ３０．０ 成法と活用法Ⅱ １０ ４ ４０．０ ション ５０ ０ ０ 支援教育が変わるⅡ ２０ ２１ １０５．０

現職教員を対象とした 現職教員を対象とした みんなで創る楽しい 子ども・子ども観の モラルスキルトレー
音楽ワークショップ ２０ １１ ５５．０ 音楽ワークショップ ２０ ３ １５．０ 時間 ３０ ０ ０．０ 昔と今 ２０ ３ １５．０ ニング入門 ３０ ８ ２６．７

水中運動でシェイプ はじめての陶芸 宗教って何 とっても簡単（食べ
アップ ３０ １３ ４３．３ ２０ １８ ９０．０ ２０ ６ ３０．０ もの実験） １０ 中止

いのち再考～始まり 学級通信を作ろう－ おもしろ柔道教室 円周率πを計算する
と終わり～ ５０ ３３ ６６．０ 学級経営入門講座－ ２０ ２ １０．０ １０ ６ ６０．０ ２０ ２ １０．０

おもしろ柔道教室 おもしろ柔道教室 応用行動分析で特別 「小学校英語」進め
１０ ８ ８０．０ １０ ４ ４０．０ 支援教育が変わる ２０ ２９ １４５．０ 方入門 １５ ４ ２６．７

小中学校教師のため 地域とともに発展す 「小学校英語」の進 体操教室Ⅱ
の道徳授業研修講座 １５ １６ １０６．６ る学校づくり ２０ ８ ４０．０ め方入門 １５ ５ ３３．３ ２０ ２０ １００．０

公立小学校における「英 公立小学校における 日本近代文学の名作 陶芸（器とピザを作
語活動」の進め方入門 １５ ９ ６０．０ 「英語活動」の進め方 １５ ５ ３３．３ を読む １５ ８ ５３．３ って焼いて食べる） ２０ １５ ７５．０

入門

中級ドイツ語講座 ２０ ８ ４０．０ 中級ドイツ語講座 ２０ ８ ４０．０ 越の文化を探るⅩⅠ ２０ １０ ５０．０ 少年少女スポーツ教
室Ⅱ（山屋敷フット ２５ １２ ４８．０

女性作家を読む～短 子どもへの食育 教科書の中の日本音 サル中学生）
編小説を楽しむ③～ １５ １５ １００．０ Part1 ２０ ０ ０．０ 楽 ２０ ０ ０．０

越の文化を探るⅩ 少年少女スポーツ教 少年少女スポーツ教
３０ ２２ ７３．３ 室（山屋敷フットサ ２５ １０ ４０．０ 室（山屋敷フットサ ２５ １２ ４８．０

ルクラブ） ルクラブ）

少年少女スポーツ教 教科書の中の日本音
室Ⅱ（山屋敷フット ２５ ２１ ８４．０ 楽 ２０ ０ ０．０
サルクラブ）

入門－日本の音楽－ ２０ １６ ８０．０ 中止講座（定員２０） ３８５ １６７ ４３．４ 中止講座（定員２０） ３５６ １８１ ５０．８ 中止講座（定員１０） ２８９ １５５ ５３．６
を除いたもの を除いたもの を除いたもの

人 人 ％ 人 人 ％ 人 人 ％ 人 人 ％ 人 人 ％
計 １２ 講座 ２１２ １３２ ６２．３ 計 ２２ 講座 ４４０ ２９８ ６７．７ 計 ２１ 講座 ４０５ １６７ ４１．２ 計 ２０ 講座 ３７６ １８１ ４８．１ 計 １８ 講座 ２９９ １５５ ５１．９

別添資料11－３－③－１　「公開講座（一般公開講座・現職教員講座）実施状況（平成16年度～平成20年度）」

murata
タイプライターテキスト



ものです。

　定員（人） 受講者（人） 充足率（％） 定員（人）受講者（人） 充足率（％）

理科野外観察指導実習Ａ 10 2 20.0% 10 2 20.0%

理科野外観察指導実習Ｂ 10 0 0.0% 10 0 0.0%

理科野外観察指導実習Ｃ 10 1 10.0% 10 2 20.0%

理科野外観察指導実習Ｄ 10 0 0.0% 10 2 20.0%

理科野外観察指導実習Ｅ

理科野外観察指導実習Ｆ 10 0 0.0% 10 2 20.0%

理科野外観察指導実習Ｇ 10 0 0.0% 10 0 0.0%

理科野外観察指導実習Ｈ 10 0 0.0% 10 0 0.0%

理科野外観察指導実習Ｉ 10 3 30.0% 10 2 20.0%

理科野外観察指導実習Ｊ 10 0 0.0% 10 0 0.0%

合　　計 90 6 6.7% 90 10 11.1%

※理科野外観察指導実習Eは、今年度休講

公開講座 免許法認定公開講座
講　　座　　名

平成１９年度公開講座及び免許法認定公開講座（理科野外観察指導実習）実施状況

　　　　＊この講座は，大学院の一部の授業を公開講座及び免許法公開講座として，開放している

別添資料11－３－③－２　「平成19年度公開講座及び免許法認定公開講座（理科野外観察指導実習）実施状況」



ものです。

　定員（人） 受講者（人） 充足率（％） 定員（人）受講者（人） 充足率（％）

理科野外観察指導実習Ａ 10 0 0.0% 10 2 20.0%

理科野外観察指導実習Ｂ 10 0 0.0% 10 0 0.0%

理科野外観察指導実習Ｃ 10 0 0.0% 10 2 20.0%

理科野外観察指導実習Ｄ 10 0 0.0% 10 3 30.0%

理科野外観察指導実習Ｅ 10 0 0.0% 10 0 0.0%

理科野外観察指導実習Ｆ 10 0 0.0% 10 1 10.0%

理科野外観察指導実習Ｇ 10 0 0.0% 10 0 0.0%

理科野外観察指導実習Ｈ 10 0 0.0% 10 0 0.0%

理科野外観察指導実習Ｉ 10 0 0.0% 10 0 0.0%

理科野外観察指導実習Ｊ

合　　計 90 0 0.0% 90 8 8.9%

※理科野外観察指導実習Ｊは、今年度休講

公開講座 免許法認定公開講座
講　　座　　名

平成２０年度公開講座及び免許法認定公開講座（理科野外観察指導実習）実施状況

　　　　＊この講座は，大学院の一部の授業を公開講座及び免許法公開講座として，開放している

別添資料11－３－③－３　「平成20年度公開講座及び免許法認定公開講座（理科野外観察指導実習）実施状況」



申　込　者 講　師 テ　ー　マ　名 受講対象者 実　施　日 受講者数

1 税理士法人経営ブレイン 藤岡　達也 環境問題について 社員 ４月７日（土） 27

2 柏崎市立荒浜小学校 林　泰成
モラルスキルトレーニング演習－新しい道徳教
育の創造－

教員 ５月２５日（金） 40

3 上越市立名立中学校 田中　敏 授業評価の考え方とバードアイシステム 教職員 ５月７日（月） 11

4 新潟市立新飯田小学校 林　泰成
児童生徒理解のためのロールプレイング研修
（入門編）

校長・教頭・
教諭

８月２９日（水） 9

5 新潟市立中野山小学校 浅野　秀之 模擬授業の演習で授業力アップ！ 教員 ５月１１日（金） 33

6 長岡市立日吉小学校 松沢　要一 こんな教材で「算数・数学好き」を増やそう 教職員 ８月２３日（木） 9

7 長岡市立中野俣小学校 榊原　　潔 運動遊び 児童
１０月３０日
（火）

20

8 三条市立大面小学校 林　泰成
児童生徒理解のためのロールプレイング研修
（初級編）

教員 ８月２９日（水） 17

9 長岡市立旭岡中学校 林　泰成
児童生徒理解のためのロールプレイング研修
（入門編）

教職員 ８月２０日（月） 24

10 上越市立大和小学校 榊原　　潔 運動遊び
１年生及び
保護者

６月６日（水） 82

11 新潟県立燕高等学校 五百川　裕 新入生意識啓発講演会
国際科学科
１年

６月２１日（木） 43

12 妙高市租税教育推進協議会 大場　孝信 大地の変動
小中学校長
及び関連団
体長

６月２５日（月） 50

13 柏崎市立鯨波小学校 林　泰成
モラルスキルトレーニング演習－新しい道徳教
育の創造－

職員 ７月５日（木） 12

14 柏崎市立鯨波小学校 林　泰成
モラルスキルトレーニング演習－新しい道徳教
育の創造－

職員
１１月２９日
（木）

12

15 上越市立黒川小学校 浅野　秀之 模擬授業の演習で授業力アップ！ 教員 ６月８日（金） 7

16 聖籠町立聖籠中学校 浅野　秀之 模擬授業の演習で授業力アップ！ 教員 ５月３１日（木） 40

17 上越市立雄志中学校 天野　和孝 地質時代の環境変化と生物の進化 １年生
１０月１９日
（金）

71

18 附属中学校 藤岡　達也 環境問題と環境教育 保護者 ６月１９日（火） 数十名

19 新発田市立菅谷小学校 林　泰成
モラルスキルトレーニング演習－新しい道徳教
育の創造－

教員 ８月７日（火） 11

20 新潟市立万代高等学校 藤田　武志
社会の常識は非常識？-社会について調べよう
-

２年生 ７月１１日（水） 30

21 十日町市立松之山中学校 五百川　裕 身近な植物視察 １年生 ６月６日（水） 20

22 上越市立大島小学校 松沢　要一 こんな教材で「算数・数学好き」を増やそう 職員 ８月２７日（月） 12

23 佐渡市小教研道徳 林　泰成 モラルスキルトレーニング 職員 ９月１９日（水） 40

24 加茂市立葵中学校 林　泰成
モラルスキルトレーニング演習-新しい道徳教育
の創造-

教員 １０月４日（木） 22

25
糸魚川教育研究会図工美
術

松本　健義 つくり表すこと、＜私＞、他者
図工美部員・
研修会参加
希望者

８月７日（火） 38

26 加茂市立若宮中学校 山本　友和
「社会の基礎学力をどう捉え、どのように育成す
るか」

社会科教員 ８月２３日（木） 13

27 魚沼市立広神東小学校 浅野　秀之
模擬授業の演習で授業力アップ！-国語科授業
の力を高める-

教諭 ８月２８日（火） 23

28 魚沼市学習指導センター 松沢　要一 こんな教材で「算数・数学好き」を増やそう
小中学校教
員

７月２６日（木） 10～20

平 成 １９ 年 度 出 前　講　座　実　施　状　況      ／　　現在

別添資料11－３－③－４　「平成19年度出前講座実施状況」



29 上越市立富岡小学校 松沢　要一 こんな教材で「算数・数学好き」を増やそう 職員 ８月２日（木） 9

30 上越市立富岡小学校 大庭　重治 学習につまづきを示す子供の特別支援 職員 ７月３１日（火） 9

31
新潟県立長岡大手高等学
校

藤田　武志 高校で学ぶということ １学年生徒 ５月３０日（水） 360

32 見附市立見附養護学校 斎藤　一雄 障害児のリズム指導 職員 ８月２８日（火） 21

33 三条市立森町小学校 石濱　博之 小学校における「英語活動」の授業展開 職員 ８月２７日（月） 10

34 小千谷市立片貝小学校 浅野　秀之 模擬授業の演習で授業力アップ！ 教員 ７月３０日（月） 15

35 上越市立宮嶋小学校 古閑　晶子 「認め合い、高め合う力」の育成をめざして 教員 ６月２２日（金） 11

36
新潟県立糸魚川白嶺高
等学校

五百川　裕 身近な植物視察 生徒 ７月２４日（火） 20～40

37 十日町市立奴奈川小学校 藤岡　達也
社会的背景と総合学習の必要性について-総合
学習が今後ねらうもの　総合学習はどうあったら
よいか-

総合部会会
員（小中学校
教員）

８月２２日（水） 31

38 新潟県立十日町高等学校 大場　孝信 大地の変動 １、２年生 １１月１日（木） 30～40

39 糸魚川市立田沢小学校 古閑　晶子 思考力を育てる国語科経営 教員 ７月２７日（金） 18

40 長岡市立六日市小学校 大庭　重治 学習につまづきを示す子供の特別支援 教員 ７月２３日（月） 9

41
富山県朝日町教育セン
ター

石濱　博之 小学校における「英語活動」の授業展開
４、５、６年生
担任

８月２３日（木） 20

42 上越市立富岡小学校 川村　知行 文化財から国分寺、上杉氏の謎を探る 教員
１１月２１日
（金）

70

43 新潟県立阿賀野高等学校 五百川　裕 「学ぶ」ことの楽しさ １学年生徒 ７月９日（月） 178

44 上越市立保倉小学校 古閑　晶子
物語文や説明文材料を正確に読み取る授業の
工夫について

職員 ８月２９日（水） 9

45 上越市立頸城中学校 浅野　秀之 模擬授業の演習で授業力アップ
校長・教頭・
職員

８月６日（月） 25

46 柏崎市立鯖石小学校 林　泰成
モラルスキルトレーニング演習－新しい道徳教
育の創造－

教員 １０月９日（火） 9

47 柏崎市立鯖石小学校 北條　礼子
授業ツールとしてのポートフォリオの活用につい
て

教員 ８月３日（金） 7

48 十日町市立橘小学校 林　泰成
モラルスキルトレーニング演習-新しい道徳教育
の創造-

教員 ８月８日（水） 13

49 新潟県立柏崎高等学校 志村　喬 身近な地域の地図を活用した社会科・地理学習
２年５組人文
探求コース

８月６日（月） 30

50 魚沼市学習指導センター 木村　吉彦
生活科・総合的な学習の存在意義-全人的学力
観と「生きる力」育成の切り札-

教員 ９月１１日（火） 10～20

51 十日町市田沢小学校 古閑　晶子 国語力の育成を図る指導の工夫と改善 教職員 ８月７日（火） 20

52 上越市立中郷小学校 加藤　泰樹
からだの感じを大切にしたやさしい運動の指導
法

職員 ８月２８日（火） 20

53 妙高市立斐太南小学校 古閑　晶子 伝え合う力を育てる指導の工夫 教職員 ８月３１日（金） 9

54 三条市立井栗小学校 林　泰成
モラルスキルトレーニング演習-新しい道徳教育
の創造-

教員 ８月６日（月） 25

55 三条市立井栗小学校 浅野　秀之 模擬授業の演習で授業力アップ 教員 ８月２日（木） 25

56 上越市立大潟町小学校 古閑　晶子 思考力を育てる国語教室をつくろう 教職員 ８月２７日（月） 20

57 黒井町内会 鈴木　敏紀 町内会活動の維持と新しい組織の活動の構築 町内会役員 ７月２２日（日） 10

58 上越市立春日新田小学校 浅野　秀之 模擬授業の演習で授業力アップ！ 教員 ８月２１日（火） 34

59 上越市立名立中学校 田中　敏 学校評価とバード・アイ・システム 教職員 ８月２０日（月） 10



60 上越市立谷浜小学校 古閑　晶子
「対話」を手立てに思考力を育てる国語の単元
開発のポイント及び指導について

職員 ８月６日（月） 11

61 上越市立直江津南小学校 浅野　秀之 模擬授業の演習で授業力アップ！ 教員
１０月３０日
（火）

6

62 糸魚川市立市振小学校 松沢　要一 こんな教材で「算数・数学好き」を増やそう 職員 ８月６日（月） 8

63 新潟市立臼井小学校 林　泰成
モラルスキルトレーニング演習-新しい道徳教育
の創造-

職員 ８月３０日（木） 20

64 十日町市立浦田小学校 天野　和孝
地層や化石からみた郷土の大地の生い立
ち　～浦田で産出する化石を中心に～

３，４年生、
担任他

９月２６日（水） 9

65 上越市立名立中学校 林　泰成
モラルスキルトレーニング演習-新しい道徳教育
の創造-

教職員
９月１３日（木）
９月１４日（金）

10

66 上越市立大和小学校 古閑　晶子 授業力向上研修 職員 ８月３０日（木） 10

67
村上市岩船郡小学校教育
研究会協議会

林　泰成
スキルトレーニングを取り入れた道徳授業のあ
りかた

教員 ８月１日（水） 20

68 上越市立名立中学校 土田　了輔 指導者のいない部活動（バスケットボール）支援
バスケットボー
ル部員１，２年
生

９月１１日（水） 20

69 新潟県立柏崎高等学校 加藤　雅啓 談話文法の視点・情報構造 生徒
１１月１９日
（月）

50～60

70 新潟県立柏崎高等学校 小埜　裕二 小説の読み方・楽しみ方 生徒
１１月１９日
（月）

50～60

71 三条市立森町小学校 石濱　博之 小学校における「英語活動」の授業展開 職員 １１月２日（金） 10

72 上田染谷丘高等学校 大前　敦巳 １学年分野別進路研究会
１学年より希
望者

９月２７日（木） 20～30

73 上越音楽文化振興会 平野　俊介 「ピアノの発展と演奏様式の変遷」－Ⅱ－
上越地域の
音楽指導者

９月１４日（金）

74 新潟市立中野山小学校 浅野　秀之 「授業力アップ」 教員 ９月２８日（金） 33

75 新潟県立六日町高等学校 藤田　武志
社会の常識は非常識？-社会について調べよう
-

１，２年生 １１月９日（金） 30

76 上越市立直江津南小学校 榊原　　潔 運動遊び ３～６年生 １１月７日（水） 60

77 新潟県立高田高等学校 西川　　純 教育系進路志望者に向けて ２年生
１２月２５日
（火）

20～40

78
富山県朝日町立さみさと小
学校

石濱　博之 小学校英語活動における指導のあり方 教職員
１１月１２日
（月）

19

79
富山県入善町立上青小学
校

石濱　博之 小学校における英語活動のあり方 教員
１０月１０日
（水）

16

80 十日町市立奴奈川小学校 藤岡　達也 進んで伝え合う子どもの育成 職員他
１０月１６日
（火）

51

81 上越市立針小学校 大橋奈希左
「からだの感じ」を大切にしたやさしい運動の指
導法

職員・児童
１０月１０日
（水）

16

82 上越市立針小学校 大橋奈希左
「からだの感じ」を大切にしたやさしい運動の指
導法

職員・児童
１０月２８日
（日）

343

83 柏崎市立剣野小学校 木村　吉彦
少子化時代の子育て講座
　　－「子ども」を真ん中において－

ＰＴＡ会員
１１月１７日
（土）

150

84 三条市立井栗小学校 浅野　秀之 模擬授業の演習で授業力アップ 教員、生徒 １１月６日（火） 79

85
富山県入善町立上青小学
校

石濱　博之 小学校における英語活動のあり方 教員
１２月１０日
（月）

16

86
（社）日本青年会議所北陸
信越地区

藤岡　達也 「環境問題と環境教育」
青年会議所
メンバー

２月９日（土）
300～

400

87 糸魚川市立糸魚川中学校 林　泰成 一人ひとりの対応に生かす教育相談 教職員
１２月１７日
（月）

40

88 長野県飯山北高等学校 藤田　武志
社会の常識は非常識？-社会について調べよう
-

１・２年生 ２月２８日（木） 20

89 上越市立名立中学校 笠原　芳隆 発達障害の理解 職員 １月７日（月） 11

90 長岡市立青葉台小学校 浅野　秀之 模擬授業の演習で授業力アップ 教職員 １月２１日（月） 20

91
富山県入善町立上青小学
校

石濱　博之 小学校における英語活動のあり方 教員 ３月３日（月） 16



92 上越市立名立中学校 田中　敏 バード・アイ・システム　名立中分析 職員 ２月５日（火） 11

93 上越市立宮嶋小学校 石濱　博之 小学校における英語活動のあり方 児童・教員 3月１１日（火） 32



申　込　者 講　師 テ　ー　マ　名 受講対象者 実　施　日 受講者数

1 上越市立保倉小学校長 大庭　重治 学習につまずきを示す子どもの理解と支援 教員 6月30日（月） 9

2 上越市立保倉小学校長 鈴木　情一 コミュニケーション能力の発達と子ども理解 保護者・教職員 9月26日（金） 45

3 見附市立見附小学校長 大庭　重治 学習につまずきを示す子どもの理解と支援 職員 8月26日（火） 33

4 糸魚川市立中能生小学校長 五百川　裕 身近な植物観察 小学４・５年生 5月29日（木） 37

5 糸魚川市立中能生小学校長 東原　貴志
木材の圧縮加工や曲げ加工の技術を活用した
ものづくり

小学５年生 6月3日（火） 16

6 糸魚川市立中能生小学校長 松本　健義 つくり表すこと　＜私＞他者 小学５年生 9月9日(火) 16

7 柏崎市立柏崎小学校長 赤坂　真二
小・中学校における通常学級の特別支援を要す
る児童・生徒の支援と、その学級経営のあり方

職員 8月21日（木） 37

8 妙高市立妙高高原北小学校長 松沢　要一 こんな教材が「算数・数学好き」にした
５学年担任・希
望者

5月21日（水）
7月31日（木）

15

9 十日町市立松代中学校長 松沢　要一 授業力向上を目指して～模擬授業を通して～ 教職員 8月19日（火） 11

10 新潟市立松浜中学校長 赤坂　真二
互いに学び合い、よりよい人間関係を構築する
道徳の時間の指導方法の工夫

教諭 8月4日（月） 30

11 上越市立戸野目小学校長 古閑　晶子
思考力・言語感覚を培う対話的な国語教室をつ
くろう

教員 ? 10

12 糸魚川市立中能生小学校長 天野　和孝 地層や化石からみた郷土の大地の生い立ち 小学６年生 10月24日（金） 18

13 三条市立三条小学校長 佐藤　佐敏 「活用力」とは
職員・参加希望
者

6月23日（月） 17

14
北蒲原郡聖籠町立聖籠中学校
長

斎藤　一雄
特別支援学級の生徒へのリトミック活動の指導
支援について

部員 11月20日（木） 15

15 税理士法人経営ブレイン代表者 川村　知行
謙信・景勝の真言密教寺院と春日山城－春日
山と米沢をめぐって

役員及び従業
員

6月7日（土） 24

16
糸魚川エネルギーサポート協議
会長

藤岡　達也
自然の二面性（自然景観及び自然の恩恵と自
然災害）

会員等 6月12日（水） 32

17 上越市立宮嶋小学校長 石濵　博之 小学校英語教育の進め方
小学５・６年生
教員

5月12日（月）
5月20日（火）
5月27日（火）
6月2日（月）
6月10日（火）
6月16日（月）
6月23日（月）
6月30日（月）
7月8日（火）
7月14日（月）

32

18 見附市教育研究協議会長 松沢　要一 こんな教材が「算数・数学好き」にした 算数・数学部員 8月8日(金) 26

19 上越市立大和小学校長 榊原　潔 運動あそび
小学1年生・保
護者・教員

6月11日(水） 68

20 長岡市立大島小学校長 周東　和好 やわらかなからだ　～よい姿勢を探る～
小学５年生
小学６年生担
任

11月26日(水） 118

21 柏崎市立田尻小学校長 石濵　博之 小学校英語の楽しい授業づくり 児童・教員 5月30日(金) 74

22 上越市立明治小学校 周東　和好
「家族みんなで体力向上～寒くてもからだを動
かそう～」

児童・保護者・
教職員

1月28日(木） 102

23 糸魚川市立糸魚川小学校長 古閑　晶子
学び深める力を育てる～対話を用いた授業改
善～

教職員 ７月１１日（金） 28

24 魚沼市立広神東小学校長 古閑　晶子
思考力・言語感覚を培う対話的な国語教室をつ
くろう

小学校国語部
員

８月２６日（火） 12

25 新潟市立万代高等学校長 釜田　聡 「多文化共生社会における教育について」 ２年生 7月9日（水） 30

平 成 ２０ 年 度 出 前　講　座　実　施　状　況      ／　　現在

別添資料11－３－③－５　「平成20年度出前講座実施状況」



26 上越市立大潟町小学校長 松沢　要一 こんな教材が「算数・数学好き」にした 職員・院生 8月20日(水） 31

27 糸魚川市立根知小学校長 古閑　晶子 文章を正しく読み取るための指導の工夫 ３年生・教職員 7月14日（月） 15

28 柏崎市立荒浜小学校長 松本　健義
子どもが学びをつくる過程と学習カウンセリング
的支援の在り方

職員 8月11日（月） 20

29 柏崎市立荒浜小学校長 石濵　博之 小学校英語の授業展開と教員の指導力向上 職員 8月19日（火） 20

30 新潟県立柏崎高等学校長 加藤　雅啓 談話文法の視点：情報構造とcohesion
2年生より希望
者

10月27日（月） 39

31 新潟県立柏崎高等学校長 下里　俊行 現代の世界情勢を読み解く
2年生より希望
者

10月27日（月） 50

32 上越市立宮嶋小学校長 石濵　博之 小学校英語活動の進め方
小学5・6年生
教員

9月9日(火)
10月7日(火)
11月4日(火)
12月8日(月)

32

33 上越市立宝田小学校長 押木　秀樹
書写で知っておくとちょっと良いこと－なぜ？わ
かった！と思える国語科書写指導のため－

教員 8月22日(金) 8

34 上越市立谷浜小学校 古閑　晶子
自分の思いをもち，伝え合うことを通して学びを
深める子どもを育てるために

教職員 9月29日(月) 12

35 上越市立山部小学校 石濵　博之
小学校英語の授業展開と教員の指導力向上
(教員研修)

教職員

9月9日(火)
9月16日(火)
9月26日(金)
10月3日(金)
10月10日(金)
10月28日(火)
11月7日(金)
11月11日(火)
11月25日(火)
12月5日(金)

36 新潟県立六日町高等学校長 前川　利広 小説と映画を通して見たアメリカ文化
１年生・２年生
より希望者

11月7日(金) 40

37 新潟県立六日町高等学校長 五百川　裕 雪国上越の植物
１年生・２年生
より希望者

11月7日(金) 40

38 長野県長野吉田高等学校長 山崎　貞登
ポートフォリオと評価基準表を使った学びをしよ
う

２年生 10月25日(土) 49

39 県立高田北城高等学校長 釜田　聡 多文化共生社会における教育について
２年生より希望
者

12月13日(水) 30

40 県立上越養護学校長 鈴木　情一 コミュニケーション能力の発達と子ども理解 教職員等 12月25日(木) 62

41 上越市立大手町小学校長 藤岡　達也
自然の二面性（自然景観及び自然の恩恵と自
然災害）

小学６年1・２組 11月11日(火) 53

42 新潟県立直江津高等学校長 松本　健義 教育
１年生・２年生
より希望者

12月11日(木) 25～40

43 小千谷市立片貝小学校長 古閑　晶子 学びを支える読む力の育成 職員 12月8日(月) 14

44 新潟県福祉職員協議会理事 鈴木　情一 コミュニケーション能力の発達と子ども理解 福祉職員等 1月21日(水) 40～50

45 上越市立国府小学校長 石濱　博之
小学校英語の授業展開と教員の指導力向上
(職員研修)

教員 2月27日(金) 25



学外者利用状況の推移 附属図書館

入館者数　（人）貸出冊数（冊）
平成１６年度 5,224 1,693
平成１７年度 5,250 1,982
平成１８年度 4,822 1,854
平成１９年度 6,279 1,833
平成２０年度 5,536 2,139

別添資料11－３－③－６　「学外者利用状況の推移」
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平成２０年度 学生による授業評価実施要項 
 
１ 目的 
  授業をどのように構築・再構築していくかの課題に対して有益な情報を得る。 

 
２ 評価対象授業 
（１）学 部  全授業科目 

（２）大学院  全授業科目 

 
３ 評価方法 
  マークカード方式による５段階評価とし，その他に自由記述欄を設ける。 

 

４ アンケート対象者 
  学部生，大学院生，科目等履修生全員 

 
５ アンケート調査実施時期 
  前期及び後期授業の終了時に実施する。 

 
６ アンケート調査用紙  別紙のとおり 
 
７ 配付方法及び回収方法 
  アンケート用紙は，授業担当教員が世話役となる学生を指名し，アンケート用紙の 

 配付・回収を依頼し，教育支援課教務推進チーム（カウンター回収箱）に提出させる 

 ものとする。なお，授業担当教員は，アンケート用紙の配付・回収には関与しない。 

 
８ 授業評価の活用 
  前期及び後期のアンケート調査結果を参考に，次の事項について教員が自己評価レ 

 ポートを作成する。 

 （１）「学生による授業評価」に対する自己分析 

 （２）次年度授業改善に向けての計画 

 （３）ＦＤ推進のシステムや改善方策についての意見 

 
９ 情報の公開 
  授業評価に関する情報は，個人情報の取扱いに留意の上，学内に公開する。 
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                                            別紙 

                授業に関するアンケート 
 

 このアンケートは，教育の質の向上と改善を図るための参考資料を得ることを目的とするものです。主 
に授業毎に，基本的な授業の方法や内容に重点をおいてアンケートを行います。このアンケート結果を他 
の目的に使うことはありません。

 

  学生種別     学   年 授業科目番号       授業科目名    授業担当教員名 
□ 学 部 生 

□ 大学院生 
□ １年   □ ２年 

□ ３年   □ ４年    

□ そ の 他（上記以外） 
 

○ はじめに，あなた自身の取り組みについて 評    価 
 はい ＜－ － ・ － －＞ いいえ

 ① あなたは，この授業に意欲的に（あるいは集中して）取り組みましたか。   ５    ４    ３    ２    １ 

 ② あなたは，この授業内容を発展させるため，授業中以外の時間に努力をしましたか。
 
５  ４  ３  ２  １

 ③ この授業で，この分野における新しい知識，手法，技能等を修得することができましたか。
 
５  ４  ３  ２  １

 ④ 授業を受講する際に，教員になる(である)ことを意識して，授業に臨んでいますか。   ５  ４  ３  ２  １ 

 ⑤ 授業を受講する際に，シラバスを確認していますか。   ５  ４  ３  ２  １ 

○ 授業の方法について 評    価 
 はい ＜－ － ・ － －＞ いいえ

 ⑥ 授業での話し方は，わかりやすいものになっていましたか。   ５  ４  ３  ２  １ 
 ⑦ 教科書，ﾌﾟﾘﾝﾄ，ﾋﾞﾃﾞｵ，実験観察材料等の教材は，適切に用いられていましたか。

注）ゼミ形式等の授業であり，該当しない場合は，マーク不要です。 
５  ４  ３  ２  １ 

 ⑧ 板書や画像等は，わかりやすいものとなっていましたか。 

    注）ゼミ形式等の授業であり，該当しない場合は，マーク不要です。 
５  ４  ３  ２  １ 

 ⑨ この授業の教え方は，適切でしたか。   ５  ４  ３  ２  １ 

※ １又は２と評価した設問番号について，その 

理由等コメントがあれば記入してください。 

番

号

 

 

ｺﾒﾝﾄ 

 

○ 授業の内容について 評    価 
 はい ＜－ － ・ － －＞ いいえ

 ⑩ この授業内容は，わかりやすく整理されていると思いますか。   ５  ４  ３  ２  １ 
 ⑪ この授業目標は，明確でしたか。   ５  ４  ３  ２  １ 
 ⑫ この授業のシラバスの記載内容は，適切でしたか。 

    注）上の設問番号⑤で，シラバスを確認していないと回答した場合は，マーク不要です。

  
５  ４  ３  ２  １

 

 ⑬ この授業の難易度は適切でしたか。   ５  ４  ３  ２  １ 

 ⑭ この授業は，興味深い授業内容でしたか。   ５  ４  ３  ２  １ 

 ⑮ あなたは，総合的にこの授業に満足していますか。   ５  ４  ３  ２  １ 

※ １又は２と評価した設問番号について，その 

理由等コメントがあれば記入してください。 

（⑬は,「難しい」か「容易過ぎ」かも記入。） 

番

号

 

 

ｺﾒﾝﾄ 

 

○ この授業の方法及び内容について，特に気になっていることを簡潔に記載願います。 

なお，複数の教員が担当している授業については，担当教員が分かるような記載をしてください。 

 

 

 

 

  ご協力ありがとうございました。なお，このアンケート集計結果は，本学ＨＰ上に学内限定で公開する予定です。 
                                                                   （上越教育大学平成２０年度  期） 
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（アンケート用紙裏面） 

 

 

 

 

 

学 生 各 位 

 

 

大学評価委員会 

ﾌｧｶﾙﾃｨ･ﾃﾞｨﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄ専門部会 

 

 

 

学生による授業評価アンケートの協力のお願い 

 

 

この学生による授業評価アンケートは，授業担当教員及び授業を開設する専攻・コース等が， 

授業をどのように構築・再構築していくかの課題に対して，有益な情報を得ることを目的として 

実施するものです。 

なお，アンケート結果は，集計され次第，授業担当教員に提示され，学生による授業評価に対 

する自己分析や改善に向けての計画等について教員が自己評価レポートを作成します。 

学生による授業評価結果と教員による自己評価レポートは，本学ホームページ上に学内限定で 

公開します。 

 

 

 

 

  授業担当教員は，世話役となる学生を指名し，アンケート用紙の配付・回収を依頼するの

みで，用紙の配付・回収には関与しません。 

  世話役の学生が，適宜の方法により回収し，所定の回収袋に封入後，速やかに教育支援課

内の回収箱に投函してください。（回収袋に封入することが間に合わなかった分について

は，直接教育支援課内の回収箱に投函していただいて結構です。） 

   

 



自己評価レポート作成要領

Ⅰ 自己評価の対象資料

「平成２０年度（ 前期 ・ 後期（通年含む。） ）授業に関するアンケート集計結

果」を対象資料とする。

Ⅱ 作成上の留意事項

次の１～２について回答してください。なお，１については，各教員が担当する授業

科目の中から１科目以上選択し，各科目ごとに回答してください。

特に評価が低かったと判断される科目については，積極的に回答されるようお願いし

ます。

なお，複数教員担当の授業科目の自己評価レポートの執筆については，担当者間でお

決めください。（下記の１について，執筆者が複数担当授業の筆頭者名と異なる場合は，

文末に執筆者名を記してください。）

１ 「学生による授業評価アンケート」集計結果に基づく担当授業科目についての自己

評価（必ず(1)と(2)を分けて記述することとし，合計1,000字以内（厳守））

(1)「学生による授業評価アンケート」集計結果を，どのように受け止めたかについて

記述してください。

(2)「学生による授業評価アンケート」集計結果を参照し，当該授業科目の改善のため

の課題・方策について記述してください。

２ 本学の「学生による授業評価アンケート」をはじめ，ＦＤ推進のシステムや改善方

策についてのお考えを，自由に記述してください。（600字以内（厳守））

別添資料11－３－④－２　「自己評価レポート作成要領」



公開講座受講者調査について(平成１８年度）

公開開講座受講者年代別内訳
年齢 小学生 中学生 １０代 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０代

男（一般） 27 26 4 3 5 5 3（2） 9
女（一般） 5 7 14（1） 15 18 7
男（現職） 1 1（1） 7 3
女（現職） 1 4（1） 6（2）

合計 32 26 13 22（3） 33（2） 26 10（2） 9
＊（　）内は理科野外観察指導実習で外数

地　　域 一　般 上越市(旧地域) 88 小学生 32
  清里区 1 （内訳）
  大潟区 5 大手町小学校 4
  三和区 3 東本町小学校 2
  柿崎区 2 黒田小学校 1
  吉川区 1 春日小学校 6
  板倉区 1 春日新田小学校 2
  名立区 2 大町小学校 1
  安塚区 1 大和小学校 2
  牧区 1 谷浜小学校 1
糸魚川市 2 国府小学校 2
長岡市 2 飯小学校 1
新潟市 5 直江津南小学校 2
十日町市 1 里公小学校 2
岩船郡神林村 1 附属小学校 6
南魚沼郡六日町 1
三条市 1 中学生 26
燕市 1 （内訳）
富山県砺波市 1 城北中学校 6

計 120 直江津中学校 3
直江津東中学校 2
春日中学校 12
柿崎中学校 1
附属中学校 2

別添資料11－３－④－３　「公開講座受講者調査について（平成18年度）」



公開講座受講者調査について(平成１９年度）

公開開講座受講者年代別内訳
年齢 小学生 中学生 １０代 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０代

男（一般） 6 7 2（１） 10（2） 9 4 1 5 1
女（一般） 1 1（１） 0（1） 0（1） 5 6 2
男（現職） 3（2） 8（5） 13 5
女（現職） 2 14 22（1） 5（2）

合計 7 7 3（2） 15（5） 31（6） 44（1） 17（2） 7 1
＊（　）内は理科野外観察指導実習で外数

地　　域 一　般 上越市(旧地域) 62 小学生 7
  大潟区 8 （内訳）
  三和区 1 大手町小学校 1
  柿崎区 3 東本町小学校 1
  吉川区 1 春日小学校 4
  板倉区 4 豊原小学校 1
  名立区 2
  安塚区 2
  牧区 1 中学生 7
　中郷区 1 （内訳）
糸魚川市 2 城北中学校 2
妙高市 5 春日中学校 1
長岡市 6 附属中学校 1
新潟市 5 城西中学校 2
十日町市 1 1
南魚沼市 1
岩船郡 1
三条市 1
燕市 3
柏崎市 6
南蒲原郡 1
村上市 2
胎内市 2
見附市 3
長野県 3
青森県 1
鳥取県 1
岐阜県 2
岡山県 1
名古屋市 1
東京都 1

計 134

直江津中等教育学校
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公開講座受講者調査について(平成２０年度）

公開開講座受講者年代別内訳
年齢 小学生 中学生 １０代 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０代

男（一般） 25 12 1 1 5 1
女（一般） 9 2 3（1） 1 9 2
男（現職） 2 6（2） 3（2）
女（現職） 3 4 13（1） 3（2）

合計 34 12 2 5 13（3） 18（3） 13（2） 7 1
＊（　）内は理科野外観察指導実習で外数

地　　域 一　般 上越市(旧地域) 27 小学生 34
  大潟区 1 （内訳）
  柿崎区 1 大手町小学校 3
  牧区 1 附属小学校 10
糸魚川市 4 春日小学校 8
妙高市 1 直江津小学校 1
長岡市 6 直江津南小学校 2
新潟市 2 国府小学校 4
柏崎市 1 高志小学校 1
加茂市 1 戸野目小学校 1
長野県 2 大和小学校 1
青森県 3 八千浦小学校 1
横浜市 1 吉川小学校 1
名古屋市 4 三郷小学校 1
東京都 5
埼玉県 4
静岡県 1
北海道 1
富山県 1 中学生 12

計 67 （内訳）
城東中学校 3
春日中学校 4
附属中学校 1
城西中学校 3

1直江津中等教育学校
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1 どのようにして知ったか 親からの紹介 2
大学からの案内 4
職場（小学校等）での案内 38
広報上越 17
ホームページ 15
知人（友人）より紹介 3
教員研修 1
パンフレット 6
プリントをもらった 7
講師の紹介 4
上越生徒指導研究会のメーリングリスト 1
所属クラブからの情報提供 2
「教育技術」という本 2

(公開講座名）
2 目的 ものづくり 会社の事業拡大のため 8

知識を学ぶため 5
興味があった 1
技術向上 1
プログラムを理解するため 2

山屋敷サッカークラブ サッカーが上達したい。 10

ピアノ入門 ピアノが上達したい 1
ピアノ入門のきっかけとして 1
大学構内でレッスンを受けられるから 1
きちんとした先生のレッスンを受けたいから 1

アメリカ文学入門 語学力を磨き、文学をより深く理解するため 1
先生に教えていただく機会であればまとまった事を学べる 1
（１）を受講して面白かったから 1
数十年ぶりに学生の立場に戻って学習したい 1

今後の進学のため 1

はじめての短歌 教養を深めるため 1
語学力の勉強のため 1
短歌を知り、自分でもつくりたいと考えて 1
以前から興味があった 1

「職場体験」実践講座 職場体験担当として理解を深め、実践等を参考にしたい 2
職場体験をするのが初めてなのでいろいろ学びたい 1
キャリア教育について理解を深める 1

スクールリーダー 1

日頃の業務の具体的改善を目的に 1

学校評価と教員評価の取組及び多忙感
改善の手がかりを得るため

平成１９年度公開講座（一般）アンケート集計結果(H19．11現在)
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特別支援教育Ⅰ・Ⅱ 特別支援学級に向けて学習を進めるため 2
免許取得のため 10

2
仕事に生かしたい 1
個別指導計画作成や活用について知りたかった 2
重複障害・知的障害児への指導のため 1

応用行動分析 8
以前より興味があった 4
応用行動分析を学びたかった 5
自己研修 3
自身の力量を高めたい 1
応用行動分析という文字に魅力を感じて 1
少しでも参考になればと思った 1
地元で受けられるという利点 1

子ども観 勉強してみたかった 1
子どもたちを取り巻く現状を認識したかった 1
教員として柔軟に対応できる力を付けたかった 1

宗教って何？ 以前から関心があった 2
宗教について体系的に知りたかった 1
文化の香りに接するため 1

おもしろ柔道教室 心身の発達のため 2
夏休みを充実させるため 1
技術向上のため 1

3 開催時期・開催曜日等ものづくり 適当 16
土曜日がいい 1
夜が遅い 1

山屋敷サッカークラブ 適当 10

ピアノ入門 適当 2
もう少し長期に学びたい 2
2週間おきくらいでもいいと思う 1

アメリカ文学入門 適当 3
6回は少なすぎると思う 1
7時開始でもいいのでは 1

はじめての短歌 適当 4
15回くらいやりたかった 1

「職場体験」実践講座 6時30分～でお願いしたい 2
2週間に志度くらいでもいい 1
勤務時間外の出張でいつが適当とは言い難い 1

実践を深めたい

特別支援の単位修得のため



スクールリーダー 適当 2

特別支援教育Ⅰ・Ⅱ 適当 19

応用行動分析 適当 23
認定講習と重ならないように配慮してほしい 1

子ども観 適当 3

宗教って何？ 適当 3
連続５日×２週間はキツイ 1

おもしろ柔道教室 適当 4

4 開催場所 ものづくり 適当 16
少し遠い 2

山屋敷サッカークラブ 適当 10

ピアノ入門 適当 5

アメリカ文学入門 適当 5

はじめての短歌 適当 5

「職場体験」実践講座 適当 2

スクールリーダー 適当 1
少し遠かった 1

特別支援教育Ⅰ・Ⅱ 適当 17
新潟市で 2

応用行動分析 適当 23
新潟市で 1

子ども観 適当 3

宗教って何？ 適当 4

おもしろ柔道教室 適当 4

5 感想 ものづくり たいへん勉強になった 8
もう少し時間をかけて勉強したかった 2
また機会があれば学習したい 1
いろいろな事を学べて良かった 2
基本が再認識できた 1



初級者・中級者・上級者にわけてほしい 1

山屋敷サッカークラブ 楽しくできた 3
試合がたくさんできて良かった 2
上達できた。勉強になった。 3
サッカーの事がもっと分かった 1
別の中学の人たちと一緒に出来て良かった 1

ピアノ入門 ピアノが好きになった 1
とても勉強になった 1
まだまだ学びたいとの気持ちが強い 1
あまり上達せず、先生に申し訳なかった 1
毎週、心が若返った 1

アメリカ文学入門 一緒に学ぶ方から解釈の面で大いに刺激を受けた 1
確実に向上し、身に付いた事が実感できて嬉しい 1
毎回充実感を味わった 1
翻訳がある時は使用してほしい 1
先生の講義を聴くだけでも勉強になる 1

はじめての短歌 自分なりの力を見出してもらい、幸せな時間だった 1
とても勉強になったし、これからも続けていきたい 2
中身の濃い講座で楽しく受講できた 1

「職場体験」実践講座 今後の職場体験に向けて良い示唆を得られた 1
「こうでなくては」と考えすぎていた面もあったと反省した 1
資料をたくさんもらえて良かった 1

1

スクールリーダー 1
受講料は少し高いと思う 1
もう少し今日的な具体的な話が聞きたかった 1

特別支援教育Ⅰ・Ⅱ 今後の支援や活動に活用できる 2
大変よい体験と学習が出来た 3
先生方の御指導が丁寧で分かりやすかった 2
講習料がもう少し低額だとありがたい 2
少人数でよかった 2
課題と授業の関連表作りまで進まなかったのは残念 1
意見交換しながら事例を検討でき、良かった 1
認定講座のような圧迫感やキツさがないのが良い 1
実態把握の仕方が関連付けてとらえられた 1
グループで作成する利点を実感できた 1
わかりやすいテキスト等で、再認識できた 1

応用行動分析 たいへん有意義だった 7
実際の場面と結びついた話でわかりやすかった 3
もう少し低額にしてほしい 3
認定講習よりゆったりした日程でよい 1
他の学習会で得たものが理論づけられた 1

レディネステストとスタートウィークの取組は
分かりやすく今後もやっていきたい

受講者２名だったので一対一で話が聞けたのは有意義だった



続編を希望したい 1
1

学べば学ぶほどさらに学びたくなる内容だった 1
内容がとても多く、日数を増やした方がいいのでは？ 1
普通学級にいる子をどうしていったらいいのかわからない 1

子ども観 少人数・アットホームな雰囲気でよかった 1
関心あるテーマでいろんな方の考えを聞けて新鮮だった 1
身近なテーマのはずが、やはり難しかった 1

宗教って何？ たいへん有意義だった 3
おもしろかった 1

おもしろ柔道教室 夏休みの楽しみとしている 1
柔道だけでなくいろいろ教えていただき、自信を持てた 1

1
柔道教室の月謝からみると高い 1

6 今後希望する公開講座 サッカー・フットサル 10
英会話 2
陶芸 1
ピアノ練習講座 1
絵画 3
中国語 3
エクセル・ワード入門 1
オカリナ 1
楽器演奏 2
教育関係 1
アメリカ文学入門（３） 2
シェイクスピア入門 1
落語・狂言 1
アジアの言葉と文化 1
市政の在り方と現状について 1
特別支援教育に関するもの 18
動植物等の野外観察 1
カヤック入門 1
児童生徒の造形活動の指導 1
環境問題 2
子ども観パート２ 1
歴史（日本史・外国史） 2

子供達がいい汗をかき、スッキリした顔をしていたのが印象的

遠隔地からの参加なので必ず定時に終了するよう配慮してほしい



1 どのようにして知ったか 親からの紹介 1
大学からの案内 2
職場（小学校等）での案内 6
広報上越 17
ホームページ 14
知人（友人）より紹介 13
教員研修 2
パンフレット 5
プリントをもらった 3
講師の紹介 5
上越生徒指導研究会のメーリングリスト

所属クラブからの情報提供

「教育技術」という本 1
新聞 1
他の公開講座を受講した際 1
ポスター 3

(公開講座名）
2 目的 少年少女スポーツ教室Ⅰ サッカーを上達させたい 11

興味があった 1

小学生ものづくり教室 知識を学ぶため 1
興味があった 1
友人に誘われて 1

ピアノ入門 ピアノを上達させたい 2
ピアノ入門のきっかけとして 2
大学構内でレッスンを受けられるから 1
きちんとした先生のレッスンを受けたいから 1

中・高校生のための声楽講座

はじめての短歌

体操教室Ⅰ 体育が好きだから 5
学習経験のため 6
体を動かすため 2

特別支援教育Ⅰ 単位取得のため 1
活用できる指導計画を作成するため 2
特別支援について学ぶため 1

特別支援教育Ⅱ

中・上級者のための陶芸 作品を作りたかった 3

平成２０年度公開講座（一般）アンケート集計結果(H20．11現在)

別添資料11－３－④－７　「平成20年度公開講座（一般）アンケート集計結果」



創ることを教わりたかった 2
技術向上のため 1

少年少女スポーツ教室Ⅲ 興味があった 4
体力づくりのため 4
体を動かすことの楽しさを知る 1
サッカーが好きだから 1

応用行動分析Ⅱ 学ぶため 7
興味があった 2
対応できる力を付けたかった 5
単位取得のため 3

モラルスキルトレーニング入門知識を身に付けるため 3
道徳授業に活用したいため 4
関心があった 1

円周率πを計算する 知識を増やしたい 1
興味があった 1

「小学校英語」進め方入門

3 開催時期・開催曜日等少年少女スポーツ教室Ⅰ 適当 12

小学生ものづくり教室 適当 3

ピアノ入門 適当 3
他の曜日の方が都合が良い 1
6～7月頃なら良かった 1

体操教室Ⅰ 適当 12
午前中にして欲しかった 1

特別支援教育Ⅰ 適当 4

中・上級者のための陶芸 適当 4
もう少し早い時間が望ましい 1
昼間の時間の方が出席しやすかった 1

少年少女スポーツ教室Ⅲ 適当 8
前4回と後3回の間が長くあいてしまったのが残念 1
もう少し回数を増やして欲しい 1

応用行動分析Ⅱ 適当 16
土曜日にかからないと良い 1
お祭りやインターハイと重なっていてホテルがとりにくかった 1

モラルスキルトレーニング入門適当 8

円周率πを計算する 適当 2



4 開催場所 少年少女スポーツ教室Ⅰ 適当 12

小学生ものづくり教室 適当 2
少しわかりにくかった 1

ピアノ入門 適当 5

体操教室Ⅰ 適当 12
暑かった 1

特別支援教育Ⅰ 適当 4

中・上級者のための陶芸 適当 6

少年少女スポーツ教室Ⅲ 適当 9
屋外の活動があれば良かった 1

応用行動分析Ⅱ 適当 14
上教大で行って欲しい 2

モラルスキルトレーニング入門適当 8

円周率πを計算する 適当 1
地図がわかりづらくて迷った 1

5 感想 少年少女スポーツ教室Ⅰ 大きなゴールに慣れることができた 1
楽しかった 2
部活以外サッカーができて良かった 3
新しい友達ができた 3
自信がついた 2
色々なところと試合ができて良かった 1

小学生ものづくり教室 楽しかった 1
家で使えるものができた 1
先生が優しかった 1

ピアノ入門 もう少し回数が多ければもっと良い 1
詳しく、わかりやすかった 1
ずっと続けて欲しい 2
とても勉強になった 1

体操教室Ⅰ とても良かった 5
指導が丁寧でわかりやすかった 2
楽しめた 2
また受講したい 2
目標が達成できて自信がついた 1



よいきっかけとなった 1

特別支援教育Ⅰ 資料、内容が充実していた 1
様々な発見があり、参考になった 1
とても充実した時間を過ごせた 1
リラックスして参加できた 1
講習料が高い 1

中・上級者のための陶芸 大変勉強になった 1
学生の方と一緒に学べ、心が若返った 1
5回では不足 1
テーマを絞っても良いのでは 1
少し時間が足りなかった 1
また受講したい 1
仕事の疲れを忘れるような時間だった 1

少年少女スポーツ教室Ⅲ とても良かった 1
新しい友達ができた 1
スポーツに親しむことができた 1
サッカーに興味を持った 1
先生の対応がとても丁寧だった 1
とても楽しかった 2
サッカーだけでなく普段経験しない運動ができた 3

応用行動分析Ⅱ とても参考になった 3
わかりやすく丁寧な講義で良かった 3
理論を学ぶことができて良かったです 1
内容が濃く、充実したものだった 3
場所(ビル)がわかりにくかっ
た

1
有意義な3日間だった 1

1

実践、議論ができたのがよかったです 1
現場の様々な悩みや事例が聞けてとても参考になった 1
とても大きな刺激を受けた 1
レベルの高さを自覚し、とても理解しやすかった 1
講習料が適当だった 1

モラルスキルトレーニング入門 2

1

道徳教育についてじっくり考える機会となった 2
参加体験型が良かった 1
もっと勉強しないといけないと感じた 1
新しいアプローチの方法を体験的に知ることができた 1

円周率πを計算する とても面白く、理解の深さが変わった 2

6 今後希望する公開講座 ① 芸術関係 10

今まで試行錯誤しながら行ってきた実践の一部
が理論と実践に裏うちされていたと事がわかっ
た

「道徳」授業への取り組み方や方向
性を考えることができた

様々な角度から学ぶことができ、他県の
先生方とも交流できて有意義だった



② 歴史関係 1
③ 文学関係 0
④ 自然・科学関係 6
⑤ 国際交流・語学関係 3
⑥ 健康・スポーツ関係 31
⑦ 技術・技能関係 4
⑧ その他 10
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